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平成１９年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　　　　第１日（平成１９年６月１３日　水曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○諸般の報告 

　　　第３　議案第１号から議案第１８号まで 

　　　　　　議案第　１号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　２号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　３号　人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

　　　　　　議案第　４号　人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

　　　　　　議案第　５号　人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

　　　　　　議案第　６号　固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

　　　　　　議案第　７号　平成１９年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第　８号　平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　９号　平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい

て 

　　　　　　議案第１０号　平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１１号　宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第１２号　宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正

する条例について 

　　　　　　議案第１３号　幡多西部消防組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第１４号　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

　　　　　　議案第１５号　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

　　　　　　議案第１６号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第１７号　市道路線の認定について 

　　　　　　議案第１８号　市道路線の認定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　議案第１号から議案第１８号まで 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１６名） 

　　　１番　今　城　誠　司　君　　　　　２番　岡　﨑　利　久　君 

　　　３番　野々下　昌　文　君　　　　　４番　松　浦　英　夫　君 

　　　５番　浅　木　　　敏　君　　　　　６番　中　平　富　宏　君 

　　　７番　有　田　都　子　君　　　　　８番　浦　尻　和　伸　君 

　　　９番　寺　田　公　一　君　　　　１０番　宮　本　有　二　君 

　　１１番　濵　田　陸　紀　君　　　　１２番　西　郷　典　生　君 

　　１３番　山　本　幸　雄　君　　　　１４番　中　川　　　貢　君 

　　１５番　西　村　六　男　君　　　　１６番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　夕　部　政　明　君 

　　　次　　　　長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　議 事 係 長　　岩　村　研　治　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　副 市 長　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企 画 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　市 民 課 長　　弘　瀬　徳　宏　君 

　　　税 務 課 長　　美濃部　　　勇　君 

　　　会 計 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　土　居　利　充　君 

　　　産業振興課長　　茨　木　　　隆　君 

　　　商工観光課長　　立　田　　　明　君 

　　　建 設 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　沢　田　清　隆　君 

　　　上下水道課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 
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　　　教 育 長　　岡　松　　　泰　君 

　　　千 寿 園 長　　村　中　　　純　君 

 

 

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
小　島　正　樹　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

有　田　修　大　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
小　野　正　二　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開会 

○議長（宮本有二君）　これより、平成１９年

第２回宿毛市議会定例会を開会いたします。 
　直ちに本日の会議を開きます。 
　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 
　会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において野々下昌文君及び松浦英

夫君を指名いたします。 
　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 
　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 
　議会運営委員長。 
○議会運営委員長（山本幸雄君）　おはようご

ざいます。 
　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請によりまして、

去る６月１１日、議会運営委員会を開きまして、

今期定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、

慎重に審査いたしました結果、本日から６月２

８日までの１６日間とすることに、全会一致を

もって決定いたしました。 
　以上、報告といたします。 
○議長（宮本有二君）　おはかりいたします。 
　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から６月２８日までの１６日間といたした

いと思います。 
　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 
　よって、今期定例会の会期は、本日から６月

２８日までの１６日間と決定いたしました。 
　この際「諸般の報告」をいたします。 
　去る５月３１日に開催されました第６９回四

国市議会議長会定期総会において、岡崎　求君

及び西村六男君が、議員２８年以上の特別表彰、

佐田忠孝君及び岡村佳忠君が、正副議長３年以

上の一般表彰を受けられました。本席から、多

年にわたる地方議会に貢献されましたその功績

と名誉に対し、衷心よりお祝い申し上げます。 
　閉会中の議員派遣については、お手元に文書

を配付いたしておりますので、これによりご了

承願います。 
　本日までに陳情２件を受理いたしました。よ

って、お手元に配付してあります「陳情文書表」

のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。 
　市長から、６月６日付をもって、地方自治法

第２４３条の３第２項の規定に基づき、 
「平成１８年度宿毛市土地開発公社事業及び決

算報告書」 
「平成１９年度宿毛市土地開発公社事業計画及

び予算書」 
「平成１８年度宿毛市土地開発公社宿毛湾港港

湾整備事業特別会計事業及び決算報告書」 
「平成１９年度宿毛市土地開発公社宿毛湾港港

湾整備事業特別会計事業計画及び予算書」 
「平成１８年度宿毛市観光開発公社国民宿舎椰

子決算書」 
「平成１８年度宿毛市清掃公社事業実績報告書

及び歳入歳出決算書」 
「平成１９年度宿毛市清掃公社事業計画及び予

算書」 
「平成１８年度西南地域ネットワーク株式会社

事業報告書及び決算報告書」 
が提出されましたので、お手元へ配付をいたし

ました。 
　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を６月１４日正午と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 
　なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 
　市長から報告事項がありますので、発言を許
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します。 
　市長。 
○市長（中西清二君）　おはようございます。 
　本日は、平成１９年第２回宿毛市議会定例会

にご参集いただきまして、まことにありがとう

ございます 
　先ほど、議長から岡崎　求議員、西村六男議

員が、多年にわたるご功績に対しまして、四国

市議会議長会定期総会において、特別表彰、ま

た、４月にご勇退されました佐田忠孝さん、岡

村佳忠さんが一般表彰を受けられたという報告

をいただきました。まことに喜ばしく、心から

お祝いを申し上げます。 
　表彰を受けられました皆様におかれましては、

今後とも宿毛市政発展のために、より一層のご

指導、ご支援を賜りますよう、お願いを申し上

げます。 
　それでは、報告事項につきまして、説明をい

たします。 
　報告第１号から第３号までは、いずれも繰越

明許費の報告でございます。 
　報告第１号は、平成１８年度宿毛市一般会計

予算繰越明許費の報告でございます。 
　繰り越しを行う事業の内容等につきましては、

平成１９年３月定例議会においてご説明申し上

げましたが、繰越額が確定いたしましたので、

報告をいたします。 
　平成１８年度宿毛市一般会計予算のうち、地

方道路整備事業で３，４８８万３，０００円。

宿毛駅東地区土地区画整理事業で５，８７６万

９，０００円。宿毛市総合運動公園事業で、４，

３７２万４，０００円を、それぞれ繰越計算書

のとおり、平成１９年度に繰り越しをいたしま

した。 
　報告第２号は、平成１８年度宿毛市簡易水道

事業特別会計予算繰越明許費の報告でございま

す。建設改良事業で１億２７１万７，０００円

を繰越計算書のとおり、平成１９年度に繰り越

しをいたしました。 
　報告第３号は、平成１８年度宿毛市介護保険

事業特別会計予算繰越明許費の報告でございま

す。 
　介護保険電算システム改修委託料で、１８４

万８，０００円を繰越計算書のとおり、平成１

９年度に繰り越しをいたしました。 
　次に、平成１８年度の各会計の決算状況につ

いて、お手元に資料を配付しておりますが、そ

の概要を説明します。 
　一般会計では、実質収支で１億６３万１，０

００円余りの黒字決算となっております。また、

特別会計のうち、簡易水道事業特別会計、特別

養護老人ホーム特別会計、及び介護保険事業特

別会計につきましても、黒字決算となっており

ます。 
　ただし、一般会計につきましては、退職手当

債３億円を借り入れたその結果でございますの

で、厳しい財政状況であることには変わりはあ

りません。 
　このような状況が続くものとは予想されます

ので、宿毛市集中改革プランに沿って、これま

で以上に、効率的で適正な行政運営を推進して

まいりたいと考えております。 
　議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、報告事項の説明といたしま

す。 
○議長（宮本有二君）　以上で、「諸般の報告」

を終わります。 
　日程第３「議案第１号から議案第１８号まで」

の１８議案を一括議題といたします。 
　この際、提案理由の説明を求めます。 
　市長。 
○市長（中西清二君）　ご提案申し上げました

議案につきまして、提案理由の説明をいたしま
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す。 
　議案第１号及び議案第２号は、いずれも専決

処分をした事件の承認を求めるものでございま

す。 
　議案第１号は、平成１９年度宿毛市老人保健

特別会計補正予算でございます。平成１８年度

決算に伴う繰上充用金等を緊急に予算補正をす

る必要が生じましたので、専決処分をしたもの

でございます。 
　議案第２号は、宿毛市職員定数条例の一部を

改正する条例でございます。 
　内容につきましては、人事異動に伴いまして、

選挙管理委員会事務部局の職員を１名増とする

必要が生じましたので、専決処分をしたもので

ございます。 
　議案第３号から議案第５号までは、人権擁護

委員候補者の推薦について意見を求めるもので

ございます。 
　本年９月３０日に任期満了となります３名の

人権擁護委員に、現委員の松田雄三氏並びに、

新たに示野孝雄氏及び江口純子氏を、それぞれ

推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでご

ざいます。 
　議案第６号は、固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めるものでございます。 
　本市の固定資産評価審査委員会委員のうち、

本年７月１３日に任期満了となります松田安夫

氏を引き続き選任いたしたく、議会の同意を求

めるものでございます。 
　議案第７号は、平成１９年度宿毛市一般会計

補正予算でございます。 
　総額で７９９万２，０００円の増額をしよう

とするものでございます。 
　歳出で増額する主なものは、衛生費の後期高

齢者医療システム導入委託料として８５０万５，

０００円、教育費の、問題を抱える子ども等の

自立支援事業報償費として１５３万５，０００

円などを計上しております。 
　歳入で増額する主なものは、国庫支出金３９

９万６，０００円、県支出金２５０万５，００

０円などでございます。 
　議案第８号は、宿毛市国民健康保険事業特別

会計補正予算でございます。 
　総額で１，０４９万９，０００円の増額をし

ようとするものでございます。 
　内容につきましては、平成２０年度から始ま

ります「後期高齢者医療制度創設」に伴う国民

健康保険税特別徴収システムの導入委託料など

でございます。 
　議案第９号は、平成１９年度宿毛市特別養護

老人ホーム特別会計補正予算でございます。 
　総額で１８万３，０００円の増額をしようと

するものでございます。 
　この内容につきましては、介護支援専門員研

修の旅費及び受講者負担金でございます。 
　議案第１０号は、宿毛市下水道事業特別会計

補正予算でございます。総額で２０万円の増額

をしようとするものでございます。 
　内容につきましては、大海地区の漁業集落排

水事業の「公共ます設置工事」でございます。 
　議案第１１号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 
　内容につきましては、国会議員の選挙等の執

行経費の基準に関する法律の一部が改正され、

７月に執行予定の参議院議員選挙から適用され

ることとなりましたので、本市の条例のうち、

投票管理者や投票立会人等の日額報酬をすべて

１００円減額するものでございます。 
　議案第１２号は、宿毛市特別職の職員の給与

並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例

でございます。 
　去る４月２４日に発覚しました元鵜来島連絡

所職員による公金着服事件に関しましては、５
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月の臨時議会においてご報告いたしましたが、

市民の皆様の行政に対する信用を失墜させる行

為であり、宿毛市にとって大変不名誉な事件で

あります。 
　改めて市民並びに議員の皆様に対しまして、

市政の責任者として心よりおわびを申し上げま

す。 
　今後、二度とこのようなことが起きないよう、

内部で不正防止の検討会を行い、既に具体的な

再発防止策に取り組んでいます。 
　本議案は、市政の責任者としての処分を、議

会にご提案申し上げ、その責任を明らかにしよ

うとするものでございます。 
　内容につきましては、平成１９年７月分の給

料月額を、市長は１０分の１、副市長は１０分

の０．５を減じた額としようとするものでござ

います。 
　なお、管理監督責任のある税務課長、総務課

長、前沖の島支所長につきましては、６月１日

付で文書による厳重注意処分といたしました。 
　議案第１３号は、幡多西部消防組合規約の一

部を改正する規約でございます。 
　内容につきましては、組合議会の議員定数を

９人から６人に削減することに伴い、地方自治

法第２８６条第１項の規定に基づき、組合規約

の一部を改正することについて、同法第２９０

条の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 
　議案第１４号及び議案第１５号は、辺地に係

る公共的施設の総合整備計画の策定についてで

ございます。 
　議案第１４号は、市道山北線の改良事業を、

議案第１５号は、栄喜地区内の簡易水道施設の

改良事業を実施するに当たりまして、辺地対策

事業債の申請を行うため、計画を策定する必要

がありますので、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

　議案第１６号から議案第１８号までの３議案

は、市道路線の認定についてでございます。 
　内容につきましては、いずれも宿毛駅東地区

土地区画整理事業区域内の道路３路線を市道と

して認定するため、道路法第８条第２項の規定

に基づき、議会の議決を求めるものでございま

す。 
　以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 
　よろしくご審議の上、適切なご決定をいただ

きますようお願いを申し上げまして、提案理由

の説明といたします。 
○議長（宮本有二君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 
　おはかりいたします。 
　議事の都合により、６月１４日及び６月１５

日並びに６月１８日から６月２０日は休会いた

したいと思います。 
　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 
　よって、６月１４日及び６月１５日並びに６

月１８日から６月２０日は休会することに決し

ました。 
　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
　６月１４日から６月２０日までの７日間休会

し、６月２１日午前１０時より再開いたします。 
　本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時１９分　散会 
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１９年第２回定例会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成１９年６月１３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　宮　本　有　二 

 

 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第　１号
平成 

19. 6. 4

「非核日本宣言」を求める意見

書の提出について
団　体 総 務 文 教

 

第　２号 19. 6. 4

原爆症認定制度を抜本的に改め

ることを求める意見書の提出に

ついて

団　体 総 務 文 教
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平成１９年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１　議事日程 

　　　　第９日（平成１９年６月２１日　木曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１５名） 

　　　１番　今　城　誠　司　君　　　　　２番　岡　﨑　利　久　君 

　　　３番　野々下　昌　文　君　　　　　４番　松　浦　英　夫　君 

　　　５番　浅　木　　　敏　君　　　　　６番　中　平　富　宏　君 

　　　７番　有　田　都　子　君　　　　　８番　浦　尻　和　伸　君 

　　　９番　寺　田　公　一　君　　　　１０番　宮　本　有　二　君 

　　１１番　濵　田　陸　紀　君　　　　１２番　西　郷　典　生　君 

　　１４番　中　川　　　貢　君　　　　１５番　西　村　六　男　君 

　　１６番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員（１名） 

　　１３番　山　本　幸　雄　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　夕　部　政　明　君 

　　　次　　　　長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　議 事 係 長　　岩　村　研　治　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　副 市 長　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企 画 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　市 民 課 長　　弘　瀬　徳　宏　君 

　　　税 務 課 長　　美濃部　　　勇　君 
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　　　会 計 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　土　居　利　充　君 
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午前１０時００分　開議 

○議長（宮本有二君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長から報告をいたします。 

　山本幸雄君から、会議規則第２条の規定によ

る欠席の届出がありました。 

　去る６月１９日に開催されました第８３回全

国市議会議長会定期総会において、西郷典生君、

及び沖本年男君が議員１５年以上の一般表彰を

受けられました。本席から多年にわたり、地方

議会に貢献されましたその功績と名誉に対し、

衷心よりお祝い申し上げます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君）　３番、議長のお許し

をいただきまして、市長にご質問をさせていた

だきます。 

　私は、去る４月の市議選におきまして、初め

て議会に送っていただきました野々下でござい

ます。一般質問の場に立たせていただきました

が、市民の目線に立って、精いっぱい頑張って

まいりますが、何分にも初の体験でもあり、皆

様にはご迷惑をおかけすることがあろうかと思

いますが、何とぞよろしくお願いいたします。 

　質問に入らさせていただきます。 

　第１点目といたしまして、市町村合併につい

て、何点かお尋ねいたします。 

　旧合併特例法のもとで、全国では３，２３２

あった市町村が、昨年の１０月現在では１，８

１７の市町村にまで減少したようであります。 

　四国内においては、お隣の愛媛県は７２の市

町村が２０まで減少し、村の自治体はなくなっ

たようであります。我が高知県を見てみますと、

５３の市町村が１８の減少で３５市町村にとど

まっています。同じ四国の中でも、愛媛県と高

知県で、なぜこのように大きな差ができたのか、

不思議でなりません。県民性の違いや地域的環

境の違いもあるでしょうが、それだけではない

ような気もいたします。 

　旧合併特例法は、一般的にアメとムチと言わ

れていました。アメ、すなわち財政特例が大き

なメリットであったと思われます。バブル崩壊

後、国、地方の債務残高が７００兆円とも８０

０兆円ともいわれ、小泉政権が発足して、平成

１７年度から１８年度にかけ、三位一体改革が

推進されました。 

　この三位一体改革は全体的によかったのか、

そうでなかったのかは別にして、少なくとも地

方の自治体にとっては財政事情に大きな影響を

与えたのではないかと思われます。 

　そのような中での合併問題、県レベル、市町

村レベルでさまざまな思惑、動き、その結果が

先ほど申し上げました愛媛県と高知県の格差、

そして私たちの宿毛市も、紆余曲折を経て、結

局合併しない、否、できなかったと言った方が

適切かもしれません。 

　今では多くの市町村が、夕張市のようにいつ

財政再建団体になるかもしれないとささやかれ

ています。県自体も再建団体への危険性は大と

いわれております。 

　実質公債費比率、いわゆる借金を返済するた

めの資金がどれだけ財政に負担を与えているか

を示す指標ですが、これは１８パーセント以上

の自治体は、地方債の発行に許可が必要。２５

パーセント以上になると、地方債の発行の一部

が制限されるようであります。 

　四国４県の状況を見てみますと、１８パーセ

ントの危険ラインを超える市町村は、香川県で

は４自治体、愛媛県は３自治体、徳島県では５

自治体で、本県は１５自治体と突出しています。 

　本県の中では、大豊町の２６．４パーセント

がワースト１で、宿毛市も東洋町と同率の１８．
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９パーセントで、ワースト１０位となっていま

す。 

　このような現状の中で、多くの市民の間から

は、宿毛市の財政は大丈夫なのか。これから、

市民への負担増や、住民サービスは維持できる

のか、などと不安の声を多く聞かされます。 

　市長は、市町村合併自体をどのようにお考え

でおられますでしょうか。 

　また、旧合併特例法のもとでの現実の結果を

どのようにとらえておられますか、お尋ねをい

たします。 

　去る５月２０日、四万十市におきまして、市

町村合併の知事説明会がありました。市長初め

多数の議員の方々も参加されておられましたが、

私自身勉強不足で、十分に理解できない部分が

ございましたが、宿毛市の同僚議員が、先の合

併問題のときに、今回のように知事が積極的に

説明会をしていたら、もっといい結果になって

いたのではないかとの質問にも、知事は、その

件については、全く答弁しませんでした。私も、

ぜひお聞きしたい件でしたが、残念でした。 

　知事の説明では、県は２０１５年には高知県

を６地域に分割して、６つの基礎自治体に再編

すると言われています。２０１５年といえば、

あと８年であります。高知県は、先ほども申し

上げましたが、旧合併法で合併した地域、合併

しなかった地域が複雑に混在して、非常に難し

い問題ではなかろうかと感じています。 

　合併した自治体は、新しい自治体の地域形成

や、１０年間の合併特例債を活用した新しいま

ちづくりに取り組んでいます。 

　反対に、合併しなかった自治体は、単独自立

を余儀なくされ、将来に大きな不安を抱えなが

ら、苦悩しているのが現実ではないだろうかと

思われます。 

　説明では、旧合併法で合併しなかった自治体

は、２０１５年までに合併新法のもと、段階合

併をうながされています。 

　幡多広域では、中村、西土佐が合併して、四

万十市に、大方、佐賀が合併して黒潮町になっ

ています。残ったのは、土佐清水市、大月町、

三原村、そして宿毛市の４市町村でありますが、

市長として、この４市町村での段階合併を積極

的に推進していくお考えはおありでしょうか。 

　また、基礎自治体が自立するためには、広域

合併が必要と言われていますが、８年間の短期

間に段階合併、そして広域合併は可能でしょう

か、市長としてのお考えをお聞きいたします。 

　合併問題の最後になりますが、２０日の知事

説明会では、道州制についての説明がほとんど

ございませんでした。安倍政権発足後間もなく、

安倍総理は道州制を積極的に進めるといわれて

います。段階合併、広域合併、そして道州制と、

これからの１０年間は自治体として行政サービ

スが停滞して、住民に迷惑をかけないように実

施していけるのかが心配せざるを得ません。 

　国、県はどこまで地方の行政を、そこに住む

住民の生活を考えているのか、疑念を抱きます。 

　道州制と今後の方向性について、市長のご所

見をお聞きいたします。 

　続いて、２点目に視覚障害者の支援の件につ

いて、お尋ねいたします。 

　障害者自立支援法が制定されて以後、多くの

障害者団体から、国政の公明党の方に要望があ

り、公明党としては、要望を真摯に受けとめ、

支援策を政府に強力に推進してまいりました。

その結果、１８年度の補正予算において、障害

者自立支援法の円滑な実施を図るために、障害

者自立支援対策臨時特例交付金９６０億円を交

付し、支援することを目的として成立いたしま

した。 

　その中に、視覚障害者等情報支援緊急基盤整

備事業の２０億円が含まれています。それを受

けて、全国の県、市町村に国費１００パーセン
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トの助成で視覚障害の方々に情報提供の１つの

方法として、活字文書読み上げ装置を設置する

自治体がふえているようであります。 

　この活字文書読み上げ装置は、音声テープ方

式で、文書情報をコード化したものを機械に読

み込ませて、音声で情報を提供できる装置のよ

うであります。 

　ちなみに、宿毛市にも視覚障害の１級から６

級までの障害者が１２２名ほどいるようであり

ます。ちなみに、自治体への補助単価は１００

万円以内のようであります。現段階で、市役所

や公共施設に設置する予定になっているのかど

うか、お尋ねいたします。 

　以上の点につきまして、市長の明快なご答弁

をお願いいたしまして、１回目の質問を終わら

させていただきます。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　野々下議員の一般質問にお答えをする前に、

きょうは傍聴席にたくさんの中学生の、小筑紫

中学生の皆さんが、社会勉強の関係で来ていた

だいております。本当にようこそ来ていただき

ました。ありがとうございます。 

　先ほど、野々下議員からもお話がありました

ように、初めてのご登壇ということでございま

す。真摯に答えをさせていただきたいと思いま

す。 

　まず、１点でございますが、市町村合併につ

いての基本認識と、宿毛市、それから大月、三

原村の３市町村による合併協議の結果について、

どのように考えているかということでございま

すが、私ども、非常に国、地方における危機的

な財政状況の改善、それから地域、私、地域主

権型とあえて言わせていただきます。地方分権

という言葉がたくさんありますが、我々にとっ

ては、地域主権ということで、やっていかなき

ゃいけないんじゃないかなということでござい

ますので、私は地域主権型社会の構築というも

のを目指したいということで、この言葉を使わ

せていただきます。 

　市町村合併に向けた取り組みが推進されてき

ているわけでございます。野々下議員、先ほど

おっしゃいましたように、非常に高知県が、合

併についてはおくれていると。５月２０日に知

事が来て、説明会もございましたが、あれにつ

いても、もっと早くやるべきだったんじゃない

かという声は、市民の方からもたくさん聞いて

おるわけでございます。 

　私自身は、地域間競争の激化が予想されます

この地域主権型社会の中で、財政基盤の脆弱な

宿毛市でございます。これが持続可能な行政サ

ービスを展開していくためには、市町村合併は

必要であるというふうな基本認識のもとで、近

隣の大月町、三原との合併に向けて、鋭意努力

してきたつもりでございます。 

　現在のサービス水準を維持しまして、今後、

さらに市民サービスの向上を図っていくために

は、行政の効率化ということは、避けて通るこ

とはできません。 

　また、地域振興を図っていく上におきまして

も、スケールメリットを生かしたまちづくりが

必要であるというふうなことを思っております。 

　しかし、３市町村による合併協議は、最終的

には町村の合意が得られずに、断念をせざるを

得ない結果となりました。私自身は、この地域

の将来を見据えた場合には、また合併協議にお

ける人的労力と、財政負担の大きさを考えると、

大変、残念な結果であるというふうに、私自身

は思っております。 

　そういう関係で、何と申しますか、最終的に

大月町議会の反対で、大月町との合併もできな

かったということがございます。これにつきま

しては、今の思いといたしましては、三原村住

民投票、そしてまた大月町は議会ということで
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ございます。最終的に、議会が決定権を持つと

いうことでございましたら、この合併協議会を

立ち上げたときから、合併協議が成立をするま

でに至った経緯がございます。 

　本当に、先ほど申しました労力というものと、

非常にお金も、経費もたくさんかかっておりま

す。そういうことを考えたら、やはりこれは先

に議会で決定を、きちんとしていただいて、合

併はもう本当に進めていくんだというふうな決

定をしてから、事務的な手続を進めていくとか、

そういう合併のやり方と申しますか、そういう

ものも、これから変えていくべきではないかと

いうふうに、県の方にも話をさせていただいて

いるわけでございます。 

　先ほど申し上げましたように、去る５月２０

日に、説明会において、県知事から土佐清水も

入れた４市町村での合併を、２０１０年３月ま

での段階的な合併について、していくというふ

うな、県からの示しがありましたが、私自身が

思っておりますのは、新しく誕生する市の将来

にわたってのまちづくり構想というものが必要

であるということであります。しかしながら、

合併した数年後には、また新たな合併を検討し

なきゃいけないというふうな状況の中で、数年

間だけのまちづくりのビジョンを策定するとい

うことは、非常に困難じゃないかなというふう

なことを思っております。 

　そのような観点から、４市町村による段階的

な合併については、課題が多過ぎるんじゃない

かなというふうなことも思っております。 

　県から示された最終案につきましては、黒潮

町、四万十市を含めた６市町村での合併を、こ

れは２０１５年までですか、やっていけという

ふうなことでございます。 

　ここの２０１５年までの８年間で、幡多の広

域合併ができるのかどうかというふうなことで

ございますが、非常に、最初に申し上げました

けれども、財政基盤の脆弱な自治体においては、

現状のままで推移しますと、市民に対する基礎

的なサービスというものが提供できなくなるん

じゃないかなというふうな可能性があります。 

　市町村合併による体力の強化が必要なことで

あるというふうな認識は思っておりますが、単

なる市町村合併を数あわせというふうな形によ

って判断することも、将来にわたって禍根を残

すことになるんじゃないかというふうな危惧も

しております。 

　幡多地域は、面積的には香川県全体に相当す

るような面積を有しておりまして、また、将来

の、先ほどご質問がありました道州制をにらん

だ合併構想も、視野に入れていく必要があるん

じゃないかなというふうなことも感じておりま

す。 

　いずれにしましても、合併問題については、

今後、これは最重要課題として議論を深めてい

かなきゃいけないんじゃないか。 

　私自身が判断するというよりも、私もそうで

ございますが、議会の方も、ぜひ合併の論議と

いうものを深めていっていただきたい、このよ

うに私自身は思っているわけでございます。 

　次に、道州制について、どのように考えるか

というご質問がございました。国においても、

道州制ビジョン懇談会というものを立ち上げま

して、前向きに検討されているというふうなこ

とは、私も承知しておりまして、先だっては、

経済団体等も各種のシンポジウムを開催するな

どしております。 

　大変大きな関心を、経済界なんかも示してお

りますので、もう私も現行のこの都道府県のま

までよいのかどうかという議論、これは当然、

なされるべきだろうというふうに思っておりま

す。 

　大変大きな自治体制度の変更でございます。

今後も国などの動向には注目していかなきゃい
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けないんですが、まず、先にやっていただくこ

とがたくさんあるじゃないか。 

　私ども、今、国の法律によりまして、たくさ

んの福祉関係の仕事を抱えております。ところ

が、一方では、市役所の合理化、定員削減をす

る。人を削減する。仕事はふやす、人は減せと

いう形のものが、国の省庁によって違いますが、

そういう形できております。 

　こういった矛盾した形のものを、どうやって

調整していくのか。やはり、合併にしろ道州制

にしろ、国と地方の役割分担というものを、基

本的なものはしっかりなされるのが先ではない

かなと、いうふうな気がしております。 

　合併と道州制につきましては、以上でござい

ます。 

　次に、公共施設への活字文書読み上げ装置の

設置についてのご質問でございます。 

　本事業でございますが、これは、１８年度よ

り施行されました障害者自立支援法を円滑に推

進していくための緊急な経過措置として設置さ

れました、長いんですが、障害者自立支援対策

臨時特例交付金事業の中の１つの事業として位

置づけられておりまして、平成１８年度末に、

国が創設しております。 

　事業形態といたしましては、高知県が基金を

造成して実施する基金事業の１つでございます。

個々の事業ごとに、県が補助金の交付要綱を制

定することとなっております。 

　現段階では、県から補助事業の一覧表は届い

ております。ですが、補助金の交付要綱がまだ

できていない状況でございまして、県に確認し

ましたら、でき次第各市町村に要綱を通知する

というふうになっております。 

　本市としましても、本事業に対しましては、

平成１９年度で５０万円、平成２０年度で５０

万円の計１００万円。これ、補助基準額の満額

でございますが、これの配分申請を予定してお

りまして、県の要綱ができ次第に、予算補正を

提案をさせていただきまして、議会の方で可決

いただきましたら、購入に向けて取り組んでい

く予定としております。 

　この前の段階で、視覚障害者の方々のご意見

を、機器の設置に反映したいというふうなこと

を考えておりまして、１８年度末に音訳広報、

声の広報を通して、視覚障害をお持ちの方のご

意見を募りました。 

　本年５月下旬に音訳広報の朗読サークルと、

音訳広報の利用者との交流会の席上で、先ほど

の活字文書読み上げ装置等の要望が上がってお

ります。 

　今後、視覚障害者の方々のニーズにこたえら

れますように、購入する機器とか、設置場所等

につきまして、安全性、そして利用方法等も含

めまして、さらにご意見を伺いながら、検討を

進めて、視覚障害者のみならず、視力の弱い高

齢者にとりましても、安全で住みやすいバリア

フリーな環境づくりを目指して、設置に取り組

んでまいる予定でございます。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君）　合併問題について、

再度お尋ねいたします。 

　旧合併特例法のもとでの結果に対して、長い

時間と大きな労力と経費をかけて、協議しての

結果が、合併が不成立という現実に、市長は大

変な作業であり、非常に残念であるとの一言に

すべてが凝縮されると思います。 

　その結果として、合併問題の２点目でありま

すが、県の指標である２０１５年の広域合併に

至るまでの段階合併の問題でありますが、市長

は、１５年の広域合併までの段階合併は、考え

ていないという趣旨のご答弁であったと理解を

いたしましたが、過去の経緯や時間的な問題も、

トータル的に考えれば、１つの選択肢であろう
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かと思いますが、広域合併の目安である１５年

まであと８年、相手のあることでもあり、一次

合併で合併した四万十市、黒潮町が広域合併の

構想に同調するか否かは、非常に疑問視せざる

を得ません。 

　そうしますと、８年以上、もしくは１０年以

上かもしれませんが、私たち宿毛市は、単独で

いくということになります。 

　そうなった場合、宿毛市の行政として、福祉

や教育などの住民サービスや行政サービスなど、

現行のサービスが維持できるかどうか。また、

税や保険、使用料などの住民への負担増をなく

しても、市の財政はやっていけるのか、非常に

危惧せざるを得ません。 

　先ほども申し上げましたが、本市の財政状況

は、詳しくは承知いたしませんが、県内でも厳

しい部類に入るのではないかと思われます。 

　先日、１９日の高知新聞には、県の財政も平

成２１年度には赤字財政に突入するといわれて

います。 

　今回の合併は、県も合併の主催者と言ってい

ます。新合併特例法で、どれだけのスケールメ

リットがあるのかはわかりませんが、段階合併

を目指すよりも、単独を選択した方が、宿毛市

にとって、また宿毛市民にとってプラスになる

とお考えなのかどうか、再度、市長にお尋ねい

たします。 

　合併問題の３点目の道州制の件でありますが、

阪神・淡路大震災の当時、兵庫県の知事をして

いました貝原さんが、地方制度調査会の委員と

して、平成の大合併についての所感の論文を目

にしたことがありました。 

　その内容を要約しますと、現在進めている平

成の大合併は、小さな市町村をまとめて大きな

自治体、小を大にしようとしているように見え

るかもしれないが、実際は逆である。少子高齢

化社会が進む中で、多くの自治体は将来に大き

な不安を抱えている。平成の大合併は、基礎自

治体の体力を強くして、将来的に道州制に移行

していくステップである。現在の１極集中、中

央集権の日本の政治構造を、地方分権で道州が

受け皿となって、財源も地方に移譲し、それぞ

れの地域が自主性を持って、独自の特性ある地

域を構築し、そして新しい日本の姿を築いてい

く。すなわち、国という大きな組織を道州とい

う小さな組織に変革していく道程である、とい

う内容で述べておられました。 

　私も、なるほどと共鳴をいたしたことを思い

出します。 

　このような流れを大きくしていくためにも、

地方からの声を発していくのも大事ではないか

と思いますが、あわせて市長さんのお考えをお

聞きいたします。 

　視覚障害者の支援事業の件でありますが、県

も市も、まだ具体的に対応されてないようであ

りますが、国の方として、１００パーセントの

助成で事業推進されているようでありますので、

宿毛市としても、積極的に取り組んでいただき

ますようお願いいたします。 

　以上で再質問を終わらせていただきます。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　野々下議員の再質問に

お答えします。 

　先ほど、再質問の中で、段階的な合併に賛成

してないというふうなことですけれども、それ

は課題が多過ぎるというふうなことで、私は特

に反対ということではございません。そこのと

ころは訂正しておいていただきたいと思います。 

　段階的合併を考えるのか、単独を選択するの

かと、２０１５年までですね。これも、２０１

５年までになったときに、６市町村が合併をす

るのかどうかというものも、まだ決まっており

ません。 

　私自身は、合併そのものについては反対では
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ございませんし、このエリアを、エリアの中の

方々に、さあ行政サービスを等しくサービスし

ていくということは大切なことであると。 

　現に今、大月町の町民の方と宿毛市の市民の

方への行政サービスというものは違っておりま

す。そういったことから考えますと、幡多地域

の人たちが、同じ行政サービスを等しく受ける

ということは、非常に大切なことじゃないかと

思いますし、また、そうすることによって、こ

の、今、６市町村ですか、その６市町村の財政

基盤を強くするということも、非常にこれは大

切なことだというふうに思っております。 

　基本的には、６市町村が合併をできるという

ことになれば、私は非常にいいことではないか

というふうに思っておりますが、ただ、期限を

決められた形で、今、四万十市になった、黒潮

町になったと。このなった時期に、果たしてそ

の６市町村に、その方々がしていく気持ちがあ

るかどうか。その辺が、疑問が非常にあります。 

　段階的合併というのも、１つの手かもしれま

せんが、私自身が思っておりますのは、できれ

ば６市町村が合併をしていく。６市町村が最終

的に合併していくということを、確認をし合う

ことが大切かなと。 

　その上で、４市町村はしばらく、じゃあどう

するんですかというふうなことの議論を深めて

いかなきゃいけないんじゃないか、そういうふ

うに自分自身思っております。 

　合併そのものに、全然反対しているものでは

ございませんし、合併協議も、宿毛市議会もあ

のときはすべて賛成もしていただいております

し、宿毛市民のニーズは、合併に向けてという

ふうなことの意思のあらわれだったんではない

かなというふうに、私自身は思っております。 

　それから、道州制の問題ですが、この道州制

も、やはり大きな、幡多６市町村が合併になり

ますと、高知県全体が６つの区分になる。そう

しますと、じゃあ、県の役割はどうするんだと

いうふうなことになったときに、じゃあ、道州

として、１つの、例えばですよ、四国が１つの

大きな自治体として機能する。それには、どう

いった税配分というもの、富の配分ですね、日

本の国として、そういったもの。 

　例えば、道州制になった場合に、先ほど、経

済界の方々が、今、いろいろなことをやって、

議論をしております。この方々は、経済的な面

から見ております、ものを。四国だけの総生産

とか、中国地方、それから九州地方、そういっ

た形の州になりますと、どういった富の配分と

申しますか、経済的に自立がしていけるのかど

うか、そういったことを非常に考えて、議論も

しております。 

　私も実は、土佐経済同友会のメンバーに入っ

ておりまして、そういった場には出ておりまし

て、いろんな議論も聞かせていただいたり、自

分も発言もさせていただいておりますが、なか

なかすぐに、経済界としては道州制に賛成とい

うふうなことで進んでおるわけでございます。 

　私自身の、この宿毛市を今、預かっている身

といたしましては、とにかく視点を、国民と申

しますか、私にとっては市民サービス。その市

民サービスを、やっぱり一番先に考えなきゃい

けないんじゃないか、そういった視点を持って、

道州制に移行する、大きな合併にするといった

ことを考えていかなきゃいけない。 

　先ほど申しましたように、地方分権、世間で

はそう言っております。私は、地域が主権をと

るというふうな形を、ことが大切じゃないかと

は思ってはおりますが、そういった富の配分で

あるとか、権利をどうするのとか、国はどうい

ったことをやっていくのか。道州になった場合、

道州は県の肩代わりをするのか、それとも全然

違った形態になるのか、このことを、やっぱり

今からいろんな議論が始まるんじゃないかなと
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いうふうなことを思っております。 

　だから、いろんな議論をして、もともとやは

り、我々、一番、今、都会と地方の格差がある

わけでございます。そういった格差が是正でき

るような政治形態と申しますか、地方自治形態

と申しますか、そういったものに進んでいかな

きゃいけないんじゃないか。 

　道州制が、我々の地域を救うということにな

れば、もうこれは大賛成でいかなきゃいけない

というふうなことも思っております。 

　それから、いろんな国の行政、地方の行政、

これが二重行政にならないようなこともやって

いかなきゃいけない。そういった是正をしてい

くということが、大切なことじゃないかなと、

このように思っております。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君）　大変よくわかりまし

た。ありがとうごさいました。 

　私の質問は、以上で終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（宮本有二君）　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　１番、一般質問を行い

ます。 

　市会議員として、初めての登壇ですので、質

問内容の説明不足、またお聞き苦しい点があろ

うかとは思いますが、よろしくお願い申し上げ

ます。 

　まず、初めに、一次産業の振興についてであ

ります。 

　私は、今回、市内の全域を回ってみて感じた

ことは、テレビや新聞、マスコミ等で報じられ

ている以上に、この宿毛市では産業の柱として、

一次産業が支えてまいりましたが、農業、林業、

水産業に携わる人たちの高齢化が進み、産業が

活力の低下の一途をたどっているのではないか

と感じております。 

　一次産業においては、国内外の産地間の低価

格競争により、価格が低迷している状態にあり

ます。そのため、従事戸数が減少し、加えて後

継者不足となっていることは、十分認識してお

りましたが、予想した以上に厳しい状態にある

のではないかと考えます。 

　また、一部建設業との兼業で成り立っていた

農林業も、建設業への就業の場が激減し、専業

での一次産業での自立が求められております。 

　宿毛市の基幹産業であります一次産業が、衰

退していくことにより、活力のない宿毛市にど

んどん進行していくことを心配しております。 

　このような状況を踏まえて、行政においては、

本年度の行政方針の中にも述べられております

ように、各関係課の厳しい予算の中で、産業振

興を支援するための予算が計上されております。

今後の取り組みに、大いに期待するところであ

ります。 

　そこで市長にお聞きしたいのですが、本市の

基幹産業であります一次産業は、アイデアと工

夫次第では、まだまだ宿毛市を発展させるため

の地域資源が眠っているのではないかと思いま

す。 

　また、雇用対策にも、この一次産業の振興に

より、改善できる可能性を秘めているのではな

いかと思っております。産業振興を進めていく

上での、市長のお考えをお聞きいたします。 

　続いて、雇用対策についてですが、４月のハ

ローワーク四万十の雇用情報によりますと、有

効求人倍率が０．３６倍と報告されております。

この数字は、平成１１年２月より０．３、０．

４倍台の数字で推移しており、この地区での過

去の数字よりは、悪いものではありません。慢

性的に雇用情勢が恵まれてない地域となってお

ります。 

　しかしながら、今回の雇用状況で、一番厳し

いのは建設業となっております。 
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　公共投資による景気刺激策により、建設業が

雇用の大きな受け皿となっておりましたが、今

回の求人倍率で一番低いのは、土木作業員であ

ります。 

　求人数５人に対しまして、求職者数３３４人、

実に求人倍率０．０１５倍、１．５パーセント

の求人もない状態になっております。国の三位

一体改革の推進により、大変厳しい財政状況に

あり、この予算の縮小のほとんどが公共事業の

削減で成り立っております。県下最大の建設業

者の事業再生支援、協会の要職にあった会社の

破産と続き、市内の建設業者にも経営に深刻な

影響が出てきております。 

　このような状況から、宿毛地区建設業協会で

は、地域の安全、安心のためには、建設業の生

き残りは必要ではないかということで、県下で

も先駆けて、協業、合併化の取り組みを行って、

集約化の方向で動いております。 

　しかしながら、集約化によって人員整理が予

定されており、雇用の拡大にはつながりません。 

　平成１２年度の国勢調査のデータですが、宿

毛市は全就業者数１万２，２００人中、建設業

に関連するものが１，５５０人と全体の約１３

パーセントの状況であります。公共事業が約３

分の１に減少しておりますが、これまでどおり

に建設業に従事できるものは半分としても、約

８００人の雇用の減少が見込まれております。 

　この数字は、私の数字ですが、８００人とい

う数字は、工業団地の全部の雇用者数に匹敵す

る数字であります。これまで、不況の際、雇用

の大きな受け皿として受け入れてきた建設業で

ありますが、地域経済への影響が懸念され、対

策が求められております。 

　県におかれましても、雇用対策チームを設置

して、緊急の課題として取り組んでおりますが、

市としての建設業、また建設関連産業からの離

職者について、その認識、また取り組み、対策

について市長の考え方をお聞きしたいと思いま

す。 

　続いて、教育行政についてであります。 

　国においても、昨年度６０年ぶりに教育基本

法の改正が行われました。また、昨年１０月に

は、教育再生会議を立ち上げて、教育改革に積

極的に取り組んでおります。 

　その報告を受けて、関連法令の改正が、きの

うの国会で成立しております。その提言につい

て、実現が図られようとしております。 

　高知県においても、昨年度、土佐の教育改革

も１０年目の区切りの年を迎えて、検証して、

総括がなされました。これらを踏まえて、何点

かお伺いしたいと思います。 

　まず、初めにこの４月に着任されました教育

行政の最高責任者であります教育長に、教育行

政方針、またこの宿毛の教育に携わる決意につ

いて、お聞きしたいと思います。 

　続いて、今回の法改正により、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律が改正され、教育

委員会の再生もされようとしております。 

　その中で、何点か宿毛市教育委員会の現在の

運営状況についてお伺いしたいと思います。 

　１点目は、教育委員会での議論、また学校に

おける問題への取り組み等の教育委員会の活動

についてのその内容の公開について、現在の状

況をお聞きしたい。 

　２点目は、いじめ、校内暴力などの学校の問

題発生への教育委員会への対応、危機管理につ

いて、その方法についてお聞かせ願いたい。 

　次に、土佐の教育改革についてですが、教育

関係者の意識改革も着実に進んで、その取り組

みの方向性は妥当であったと評価されておりま

すが、一方で、学力で小学校、中学年よりあら

われる二極化の兆候、また中学校での落ち込み

が課題となっております。 

　また、地域、家庭の教育力が弱くなっている
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という報告がなされております。 

　この土佐の教育改革の提言、方針を受けて、

宿毛市の教育について、２点お伺いいたします。 

　１点目は、小中学校間の連携、教育の連続性

について、宿毛市ではどのような取り組みを行

っているのか、お伺いいたします。 

　２点目は、開かれた学校づくりの運営に、地

域で大変温度差があり、実効性のある取り組み

が必要とされています。地域住民が、より権限

と責任を持って学校運営に参画できる学校運営

審議会が、県立高校で２校設置されております

が、宿毛市において、学校運営への地域の参画

について、取り組み状況をお聞かせ願いたい。 

　以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、今城議員の一般

質問にお答えいたします。 

　非常に、雇用の問題、建設業の衰退の問題、

非常に深刻な問題と受けとめております。 

　まず、近年、一次産業を取り巻く環境は、ご

指摘のとおり、本当に厳しい状況にございます。

一次産業に携わっている方々の元気を取り戻し

て、地域を活性化させるためには、後継者を育

成して、やりがいと魅力ある宿毛市の地場産業

を確立していく必要があるんじゃなかろうかと

いうふうに思っております。 

　産地間の競争が大変厳しくなる中で、本市の

一次産業が残っていくためには、市民の皆様、

そして農協、漁協、行政が一体となって、足元

をまずひとつ見つめ直そうではないかというふ

うな呼びかけをさせていただいております。 

　大したことをやろうというふうなことは思っ

てませんで、いま一度、自分たちの周り、身近

にあるものを見直して、活用していこうという

ことでございまして、例えば、我々の周りには、

魚、果物、野菜、米、肉など、商品価値のある

ものがたくさんございます。これにアイデアと

工夫次第では、宿毛の特産品として、多くの商

品を生み出すことができるんじゃないかという

ふうなことを思っております。 

　言い方を変えましたら、商品に、自分たちで

商品価値をつけることができるんじゃないかと

いうふうなことを思っております。それが、産

業おこしにもつながっていくんではないかなと

いうふうなことを思います。 

　地元の資源を使って、地場の産品として、高

付加価値商品を生み出して、かつ独自の販売ル

ートの開拓とか、運送費用の軽減とか、直接、

生産者の所得の向上につなげることによりまし

て、後継者の育成とか、新たな雇用の場の提供

ができるんじゃないかなと、そういうふうなこ

とを思っております。 

　独自の開発ルート、販売ルートをつくるには、

効率のよい、流通販売体制が確立されておりま

す民間企業と連携を図る必要があろうかと思い

ます。その一体的な体制づくりが望まれている

わけでございます。 

　また、産業を再生するためには、生産流通体

系をかえていくことが必要となりますが、農協

とか漁協などと連携をとりながら、一次産業の

振興を図ってまいりたいと、このように考えて

おるわけでございます。 

　次に、建設業関係のことでございますが、非

常に、今城議員おっしゃいましたように、これ、

公共事業は非常に落ちているということは、先

ほどご指摘のとおりで、３割がた落ちていると

いうことです。非常に、深刻な問題。先ほど８

００人の雇用減ということは、宿毛市２万４，

０００人足らずの人口の中で、８００人の雇用

の減というのは、非常に深刻な問題というふう

に、私自身も受けとめております。 

　建設業の皆様方、今まで、いわゆる基盤整備

と申しますか、そういうことに対しては、非常

に市の公共事業の推進役として、その技術を発
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揮していただいたわけでございます。今も、技

術も発揮していただいておるわけでございます

が、この技術の継承という意味でも、やはり基

盤整備、まだまだ宿毛市としてはやらなきゃい

けない道路の整備であるとか、河川の整備であ

るとか、がけ崩れのあるようなところを直して

いかなきゃ、災害防止をしていかなきゃいけな

い。こういったものについては、すべて建設技

術が、非常に重要になってくるわけでございま

す。 

　まだまだやらなきゃいけない、宿毛市の基盤

整備でございますが、国の三位一体改革の推進

というものが、非常に厳しい財政状況を生み出

しているということは、私も認識しているわけ

ですが、予算が３３パーセント、対前年度比で、

今年度も落ちております。これは、宿毛市だけ

のことではなく、大体、政府全体として公共事

業費をそのように抑えているというふうな部分

がございまして、県費の支出であるとか、国費

の支出であるとか、そういったものもすべて抑

えられた結果で、３３パーセント減という形で

なっております。 

　このような状況から考えまして、雇用の場の

確保をどうしていくかと。具体的に、雇用の一

翼を担っていただいております高知西南中核工

業団地、平田の団地でございます。それから、

あと、まだ企業も張りついておりませんが、宿

毛湾の流通工業団地への企業誘致活動を、私自

身も関西の方へ行き、東京の方へ行って、いろ

んな方々と会わせていただいて、そういった活

動をさせていただいておりますが、６月１１日

に企業立地促進法が施行されまして、これに基

づきまして、高知県と共同で、基本計画を作成

していく中で、進出企業への優遇措置の拡充が

図られるような手続を進めておりまして、雇用

機会の新たな確保に努めているつもりでござい

ます。 

　建設業にかかる皆さん、みずからも、先ほど

今城議員おっしゃられました協業組合方式とか、

これらの建設業の生き残りについての議論を重

ねられて、その成果を報告書としてまとめられ

ております。これも承知しております。 

　また、昨日の、これは日経新聞ですか、四国

でも大手の建設会社が、総合建設業でございま

すが、これ、農業法人を設立されて、農業の方

に参入していくというふうな記事も載っており

ます。 

　いろんな形で事業展開をされておられる企業

とか、国や県の各種助成ですか、助成等の情報

の共有を行いまして、行政と民間一体になった

取り組みをしていかなきゃいけない。 

　また、いいアイデアをぜひ、皆様方ありまし

たら、私ども、どこへでも、企業誘致にしても、

新たな雇用につながるということでありました

ら、ぜひ、あちこちあちこち行って勉強もして

まいりたいというふうに思っております。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　今城議員の一般質問、

教育行政方針、また宿毛の教育に携わる私の決

意についてのご質問について、お答えをさせて

いただきます。 

　平成１９年度の教育行政方針、宿毛市の教育

行政方針ですが、人権の尊重や豊かな心の育成、

確かな学力を備え、困難な課題に立ち向かい解

決する、生きる力の育成、生涯学習社会の創造

など、時代に即した教育の取り組みを行ってい

くことを柱としまして、人権教育や学校教育、

生涯学習について、宿毛市教育委員会としての

方針を定めております。 

　私は、３月まで現場で実践を行った者として、

特に学校教育につきまして、教育行政方針以外

にも、４月当初の校長先生や教頭先生と、教育

委員会の合同の研修会の中で、私の思いを述べ
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させていただきました。 

　その内容を答弁とさせていただきます。 

　まず、１点目に、大事にしたいこと。それは、

児童生徒一人ひとりに、個に合ったきめ細かな

指導を行って、個性の伸張を図ってもらうよう

にお願いをしました。 

　つまり、一人ひとりの個性を大切にし、特性

を伸ばし、認め伸ばすことです。 

　第２期の土佐の教育改革は、１０年目の取り

組みの中で、ある一定の成果を上げて終了をし

ました。改革は終わりではなく、その目指した

理念は、それぞれの各市町村教育委員会や各学

校での取り組みを、引き続き続けていかなけれ

ばならないと考えております。 

　その中で、残された課題を検証し、分析をし、

独自の方法で学校経営の中で取り組む必要があ

ると思います。 

　３点目には、それぞれの教育機関との連携体

制の強化であります。保育園と小学校、小学校

と中学校等、それぞれの学習、生活等の取り組

み内容を共有し、系統だった教育を行うことが

肝要であろうと考えております。 

　また、学校間だけではなく、地域、保護者と

も情報を共有して、説明責任をしっかりと果た

して、課題を共通認識して、取り組んでいく必

要があろうと思います。 

　４点目、これは現代ではとても大事なことと

考えておりますが、人間関係調整力と申しまし

ょうか、そういう言葉があるかどうかわかりま

せんが、社会性の育成であります。悩みやいさ

かいがあった場合に、話し合いの解決の中で問

題解決をするのがとても不得手なために、だれ

にも相談ができずに、心を閉ざしている子ども

がふえております。 

　自分の思いを、自分の言葉で、相手にしっか

りと伝え、意思の疎通ができる子どもの育成が

大切ではないかと考えております。 

　以上、４項目について述べましたが、教育を

取り巻く諸情勢は、以前にも増して厳しい状況

ではありますが、子どもたちがたくましく、心

豊かに、健康で、充実した学校生活を送れると

ともに、一人ひとりが生きがいを持って学び、

将来に希望を持てる教育環境を築くために、教

育に携わる職員及び関係機関が一丸となって、

最善の努力をする決意であります。よろしくお

願いいたします。 

　引き続きまして、順、ちょっと不同になるか

もしれませんけれども、教育再生会議における

教育委員会の改革について、教育委員会につい

てはどのように考えておるかという質問であっ

たと思いますが。平成１９年の１月２４日に発

表をされました教育再生会議の第１次報告の中

には、４つの提言が盛り込まれておりました。 

　その１つとして、教育委員会の改革が提言を

されております。提言の中には、教育の再生の

ためには、教育委員会の再生が不可欠とし、説

明の明確化、教員人事権の委譲、第三者機関に

よる外部評価等が提案をされております。 

　社会の変化とともに、学校や家庭、地域との

かかわり方が変わり、教育委員会の存在意義に

ついても見直しが必要だと考えております。 

　しかし、人事権等の権限委譲を唱えながら、

国や県の指揮監督権限を強化する等の提言には、

私は疑問を持たざるを得ません。 

　教育委員会においては、学校における開かれ

た学校以上に、地域に開かれた委員会を目指し、

教育行政を進めてまいります。 

　なお、今後、委員会の外部評価制度が導入さ

れることとなれば、第三者機関として、市民や

議会等の評価を受けるべきであると考えており

ます。 

　それから、学校で起きた事件とか事故につい

て、教育委員会はどのように情報を吸い上げて、

公開しているかというような質問があったと思
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いますが、そのことに関してましては、宿毛市

の小中学校の管理規則の中に、校長の報告義務

を規定しておりまして、それに基づいて学校の

事件や事故については、学校長より報告がなさ

れております。 

　そして、情報公開の件ですが、事件や事故に

ついては、大半が個人情報に関するものである

ために、一般的には、簡単には公開ができませ

ん。しかし、子どもの教育は、学校だけで担え

るものではなく、地域社会や家庭が、それぞれ

の役割を果たして、相互に情報交換と説明責任

を果たして、子どもをどのように育てていくか

について、共通認識を持ち、連携協力していく

ことが大切だと考えております。 

　現在、教育委員会からは、不審者情報を初め、

各学校に知らせるべき内容は、連絡をしており

ますが、学校や保護者、地域間においても、そ

れぞれがつながりを持って、情報交換ができて

いると考えております。 

　続きまして、いじめとか校内暴力などの学校

で発生した問題への教育委員会の対応について、

お答えをいたします。 

　教育委員会内におきまして、平成１３年度に

教育研究所を事務局として、宿毛市子ども支援

ネットワーク委員会を設立し、いじめ、不登校、

虐待、問題行動について、学校、地域、子ども

支援会議及び関係機関との連携を図りながら、

予防と解決に取り組んでおり、児童生徒の健全

育成を推進をしてきました。 

　本年度につきましても、今期定例会の予算案

にも計上させていただいておりますが、問題を

抱える子ども等の自立支援事業を県から委託を

受け、実施する予定となっております。本事業

につきましては、不登校、暴力行為、いじめ、

虐待といった学校が抱える課題につきまして、

未然防止、早期発見、早期対応につながる取り

組みとして、子どもの状況把握や、関係機関と

のネットワークの確立、活用を図ると、今以上

に関係機関との連携を図りながら、予防と解決

に取り組み、児童生徒の健全育成を推進いたし

ます。 

　また、教育委員会及び青少年育成センターに、

いじめ相談電話を設置するとともに、市内中学

校へスクールカウンセラーの配置や、適応指導

教室に相談員を配置するなど、学校で起こる問

題に対応をしておりますが、学校ではさまざま

な問題が発生をします。 

　その内容につきまして、専門性や時間、機能

などの面で、学校の範囲を超えるものであれば、

能力範囲を超えるものであれば、医療機関、福

祉機関、警察と、関係諸機関と連携を持ちなが

ら、対応する必要があるため、実態把握に努め、

支援や指導を行っております。 

　学校だけで解決できるものには限度がありま

すので、学校からの情報を収集する中で、宿毛

市全体の問題として、取り組んでまいります。 

　それから、小中学校間の連携、教育の連続性

について、お答えをいたします。 

　現在、小中学校の連携はもとより、保・小の

連携を含んだ取り組みを推進しております。 

　本年度におきましては、橋上小学校、橋上保

育園が、連携を通して情報交換をし、ともに活

動する中で、子どもたちをともに育てることを

目的とした事業の実施を、今期定例会の予算案

で計上させていただいております。 

　また、沖の島小中学校では、小中一貫教育を

実施しており、小中の先生たちが授業交換をす

る中で、それぞれが指導方法について研究をし

ております。 

　教科の専門知識を持った先生が、小学校で授

業を行い、子どもたちにいろいろな発見があり、

学習に対する意欲が高まっているなどのよい結

果が出ているとの報告を受けております。 

　それから、宿毛市における学校運営への地域
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の参画について、これは開かれた学校づくり推

進委員会の取り組みについてでございますが、

お答えをいたします。 

　地域や保護者の参加をいただいて、地域全体

で学校の課題を解決することを目標に、土佐の

教育改革の取り組みの１つとして、全公立学校

に開かれた学校づくり推進委員会が設置をされ

ました。設置後、１０年が経過をし、推進委員

会の活動が停滞している地域も見受けられるの

も事実でございます。 

　しかし、保護者や地域が積極的にかかわり、

子どもの教育面だけではなく、登下校の見回り

等、安全面においてもかかわりを持っている地

域もあります。 

　土佐の教育改革の総括と提言の中にも、開か

れた学校づくり推進委員会等の既存組織の活性

化、再構築の取り組みを進め、地域の人材を学

校運営の中で活用するようにとあります。 

　これからは、開かれた学校づくり推進委員会

に、学校運営に関する情報を、できるだけ提供

をしていく中で、子どもをどのように育ててい

くかについて、共通認識を持ち、学校運営に関

して議論を深めていくことも必要だと考えてお

ります。 

　そのためには、学校のみならず、学校を管理

する教育委員会のあり方も、見直すべきところ

は見直し、今後ともに地域に開かれた教育行政

の推進を目指してまいりますので、ご理解とご

協力をお願いいたします。 

　最後に、議員のご質問、県のように学校運営

審議会を設置し、取り組む考えはないかとのご

質問がありましたが、宿毛市においても、市民

からの意見の集約は、６月１日付で１０人の教

育審議会委員を委嘱しましたので、その中で対

応をしたいと考えております。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　１番、再質問を行いま

す。 

　市長の一次産業振興に対する熱い思いが感じ

られました。施策を展開しても、すぐには効果

が出る問題ではありませんが、今後、一次産業

の振興の展開に対して、期待しております。 

　雇用対策ですが、公共事業を中心とした地域

経済の産業構造を変えるということで、大変時

間のかかる問題だと思います。宿毛市に雇用が

少ないため、都会に出稼ぎに行かれる方もふえ

ております。宿毛市の人口も、昭和４０年ごろ

より２万６，０００人くらいで推移しておりま

したが、この二、三年で減少の速度が急激に早

くなっております。２万４，０００人を切って

いる状況になりました。 

　企業の誘致、また先ほどの一次産業の振興を

地道に取り組んでいく以外、特効薬はないとい

う状態ではございますが、建設業従事者の推定

８００人の労働移動は既に始まっておりますの

で、危機感を持った取り組みをお願いいたしま

す。 

　また、雇用情勢は逼迫しております。当面の

雇用を確保するような、短期的な対策も必要に

なっております。よく、職員が草刈りとか、清

掃をしているわけですが、これは大変評価され

ることですが、今の雇用情勢を考えると、緊急

の雇用対策として、臨時職員を採用したり、業

務を発注して、手の行き届いていない市の施設

の維持管理を行うこととかの施策も必要ではな

いでしょうか。 

　行政改革に取り組んでいる時代に逆行します

が、行政が短期的な緊急雇用対策に取り組む必

要性について、お聞きしたいと思います。 

　次に、教育行政についてですが、すばらしい

決意をありがとうございます。今後、教育長の

行動に期待しております。 

　教育委員会の運営状況についてですが、教育
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委員会は、先ほども申されましたが、地域の教

育に対する責任と、住民への説明責任があると

思います。教育委員会での委員の議論、学校の

取り組み、また先ほどの教育審議会の議論を情

報公開により、市民や議会による検証が必要だ

といわれております。 

　宿毛広報に、教育委員会だより的なページを

設けて、その透明度を高めて、開かれた教育委

員会へ取り組んだらいいのではないでしょうか。 

　教育長に、開かれた教育行政への取り組みに

ついて、再度答弁をお願いします。 

　校種間連携については、小１プロブレムの解

消に向けて、橋上地区で予定されている取り組

み、中１ギャップへの取り組み、また開かれた

学校についても、現在の問題点を聞かせていた

だきました。いろいろな取り組みに対して、常

にチェックとアクションが必要です。 

　継続的な改善により、現在の課題に取り組ん

でもらいたいと思います。 

　最後に、市長にですが、昨年度、市長と児童

生徒の交流事業といたしまして、直接、子ども

たちに出前授業を行っております。大変、子ど

もたちにも意味の深いものがあったと思います。 

　水泳大会を訪問したり、市長が直接、学校を

訪問することは、いろいろな面で効果があると

思います。本年度も、この交流の時間をとって、

ぜひ実施の拡大をお願いしたいと思います。 

　以上、再質問を終わります。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、今城議員の再質

問にお答えをいたしますが、何らかの緊急雇用

ということでございますが、なかなか、先ほど

も申し上げましたように、さっと、緊急に雇用

して、市役所がということが、なかなか今、今

の時点でぱっと頭に浮かんできません。 

　ただ、ご質問の趣旨は承りました。できるだ

けのことについては、していかなきゃ、努力は

していかなきゃいけないと思います。できるも

のがあるかどうかにつきましては、ここで明確

な答弁は、少しできかねますが、ご了解を願い

たいと思います。 

　また、私ども、いろいろな、ここの産品を使

って、先ほど、一次産業のことを申し上げまし

た。これも、やはり建設業の協業組合も結構で

ございましょうが、やはりほかの仕事も兼ねた

形での、せっかくの技術力と申しますか、大型

の機械を持ったりしておられますから、そうい

ったものを生かした取り組みといいますか、異

業種への転換、全面的な転換ではございません。

そういったものも、考えていったらどうかなと

いうふうなことを思っているわけでございます。 

　緊急雇用で、さっと出ませんので、まことに

申しわけございません。 

　それから、もう１点、出前授業のことでござ

いました。これ、私も余り、教育者ではござい

ませんが、中学生とか小学生とか、学校の現場

に出て行って、触れ合いをさせていただくこと

は、非常に、私にとっても貴重なことでござい

ますので、時間をとりまして、教育委員会の方、

また学校の方と連携をとりまして、行かしてい

ただけるものであったら、またぜひその現場の

方に行って、子どもたちと話をしたり、いろん

な運動をしたりという形をとらしていただけれ

ばありがたいというふうに思っております。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　今城議員の再質問に

お答えをいたします。 

　１点目は、開かれた教育委員会についてのご

質問であったと思いますが、教育委員会として

も、市民に開かれた組織であることは、とても

必要なことだと考えております。市民の皆さん

に、教育に対する関心を持っていただくために

も、広報やホームページで情報を提供をするよ
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うにいたします。 

　必要なサービスだと、考えております。 

　それから、いろいろな取り決めについて、チ

ェックを怠らずに検証をし、それぞれの取り組

みが、成果が上がるように工夫をしてまいりま

す。どうぞご理解とご協力をお願いいたします。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　１番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君）　１番、市長、教育長よ

り前向きな意見をたくさんいただきまして、あ

りがとうございます。 

　以上をもちまして、私の初めての質問を終わ

らせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

○議長（宮本有二君）　この際、午後１時まで

休憩をいたします。 

午前１１時１７分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○副議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　１５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君）　一般質問を行います。 

　午前中に、野々下議員と今城議員の簡潔でか

つ中身の濃い、堂々とした一般質問を聞きまし

て、まことに心強く思いましたし、また、教育

長の答弁も、本当に丁寧なご答弁で、これから

の４年間、こういう方たちと宿毛市のために、

お互い力をあわせることは、大変な喜びだと、

心からうれしく思っております。 

　ところで、市長も任期が１２月２５日まで、

あとわずかとなったわけでございますけれども、

けさの一般質問のやりとりを見て、やはりこう

いう方たちと今後４年間、市政を担当すること

に、多分、私は喜びとやる気を起こしておると

理解しておりますが、その私の理解は間違って

おるでしょうか、お心のうちをお聞かせしてい

ただければ幸いに思います。 

　続きまして、合併でございますが、私が通告

いたしましたのは、合併問題と教育長への行政

方針の通告をしておりましたけれども、お聞き

のとおり、野々下議員、今城議員から、大変中

身の濃い質問をしていただきまして、また丁寧

なご答弁をいただきましたので、私の聞くとこ

ろは、残念ながらなくなってしまいました。 

　しかし、せっかく通告をしておりますので、

大変蛇足ではございますが、二、三補足させて

いただきたいと思いますので、ご答弁のほど、

よろしくお願いいたします。 

　言い尽くされた言葉ではございますが、国の

借金が８３２兆円、県の借金が８，０００億円、

宿毛市の借金が２３０億円、国民１人当たりが

およそ８５０万円もの借金があるといわれてお

りまして、既に国自体が、北海道の夕張市の後

を追っているような姿でございまして、そのた

めに道州制、そして市町村合併が叫ばれている

わけでございます。 

　県は、このたび、新合併特例法を適用いたし

まして、だれでも、どこでも安心して住める地

域づくりをするということで、新合併特例法に

かんがみて、合併をやりたいということを言い

出しております。 

　この５月２０日に幡多広域ブロックの説明会

がありましたが、幡多広域と申しますと、四万

十市、宿毛市、土佐清水市、黒潮町、大月町、

三原村でございますが、この幡多広域ブロック

が、合計の人口が約１０万１，０００人でござ

います。この１０万１，０００人をもって、２

０１７・８年ごろから３０年ごろにかけて、約

１０年から２０年ぐらいの間に、県下を６つの

ブロックの基礎自治体として合併をするという

のが、この幡多広域ブロックでございます。 

　その中で、知事が申しますには、２００９年

度末、すなわち３年を既に切ったわけでござい
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ますが、土佐清水市、宿毛市、大月町、三原を、

４つをあと３年以内に合併をするという、とて

つもない説明があったわけでございます。 

　私は、この大月、三原、宿毛でさえ、あれだ

けの苦難の中から合併をようしなかった。その

上に、土佐清水が入って、３年以内にやるとい

う、あの知事の説明。しかも、わずか３０分の

説明と、３０分の質問で打ち切りと。一方的な

説明でございましたが、これで果たして、本当

にできるんだろうかと思うわけでございますが、

この話を聞いて、既に１カ月が過ぎました。市

長は、その間に、この４市町村の首長さんと、

この件について話し合いしたことはないか。 

　また、時間的に余裕がとれるのであれば、い

つごろ話し合いをしてみたいというお考えがあ

れば、お聞かせさせていただきたいと思います。 

　次に、教育長にお聞きしたいと思います。 

　昨年１０月１４日に、嶋教育長の任期がきま

して、退職いたしました。教育長と申すのは、

もう教育行政の委員長、並びに教育長はトップ

でございまして、一日たりとも空白のできない、

すぐに再任をしなければならない人事案件では

ありましたけれども、市長は、あなたの人格、

識見、そして教育現場での経験等を踏まえ、し

ばらくの空白期間があってでも、どうしてもあ

なたを教育委員にお迎えしたいという強い希望

であったようでございました。 

　そして、議会といたしましても、市長と同じ

思いがありまして、３月議会で全会一致で、教

育委員にあなたが任命されました。 

　その上で、教育委員の互選の中で、めでたく

教育長として着任されたわけでございますが、

そこで１つお伺いしたいと思います。 

　平成１９年度教育行政方針でございますが、

本来でしたら、教育長になられましたあなたが、

自分のお考えで教育行政方針をつくりたいと思

うのが当然ではないかと思います。しかし、先

ほど申しましたように、あなたの着任は４月１

日でございましたので、残念ながら、この教育

行政方針については、あなたのお考えが加わっ

ていないと考えてもやぶさかではないかと思い

ます。 

　しかし、教育委員長を中心に、事務方の皆様

方が大変の苦労の中でつくられた教育行政方針

でございますので、立派な中身だとは思います

けれども、今、教育長になられましたあなたが、

この教育方針に対して、何かつけ加えることが

あれば、この席でご披露していただきたいと思

います。 

　続きまして、早稲田大学の件につきまして、

お伺いしたいと思います。 

　宿毛市出身の小野　梓さんが、早稲田大学の

建学の母といわれまして、当市と早稲田大学は

大変深い仲にあるのは、もう皆さんご承知のと

おりでございます。 

　特に、それにかんがみて、早稲田大学から市

内の生家の跡を寄贈され、梓公園として整備を

いたしました。また、今回は、高知銀行跡地を

第二公園用地として寄贈もしていただきました。 

　こういうことからかんがみて、宿毛市といた

しましては、早稲田大学に対して、何をおいて

もご協力しなければならない間柄ではないかと

思うわけでございます。 

　そこで、早稲田大学が創立１２５周年を記念

いたしまして、大都市でございます札幌、大阪、

広島、そしてうれしいことに、４番目にこの宿

毛市を指定していただきまして、８月４日、５

日に早大フェスタを開くと。すなわち、早稲田

大学のフェスティバルを開いてくれるという計

画のようでございます。 

　３月議会で、宿毛市としては、５０万円の実

行予算を組んだわけでございますけれども、そ

れ以外の費用は、すべて早稲田大学持ちでござ

いまして、その内容としては、芸術・文化・ス
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ポーツと、広く市民や交友関係と交流をしたい

というようなことだそうでございますが、ここ

でこの早稲田大学フェスティバルを市民に広く

ピーアールする意味も兼ねて、その内容、時期、

場所、その他を詳しくご説明をしていただきた

いと思います。 

　１回目を終わります。 

○副議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、西村議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　冒頭、西村議員が、今後このような皆様方と

４年間をやっていく気があるかどうかというこ

とは、遠まわしに、私の任期、１２月でござい

ますが、次も出馬してやる気持ちがあるかどう

かというふうに受けとめてよろしゅうございま

しょうか。 

　ただいま、自分の気持ちとして、突然、ご質

問が出たわけですが、今、非常に財政状況も悪

い。先ほど、午前中にも、雇用状況も悪い、こ

ういったどん底的なところで、これから市民と

一体となって、皆さんで産業おこし、雇用の確

保とか、いろんな課題がたくさんあります。 

　そういう意味におきましては、私も今、３年

間、丸々３年間過ごしてきました。そういった

形のものが、もう少し実を結ぶまでは、きちん

としなきゃいけないんじゃないかというふうな

ことを思っておりまして、今、先ほどのお話の

中で、任期がきました後も、皆様方と、ぜひ、

市民と一緒に、市民のための行政を、ぜひ引き

続いてやっていきたいというふうなことを、今

のところ思っております。 

　それから、次に、合併の件でございます。そ

の５月２０日から、４市町村長と話したかとい

うことで、残念ながら、いまだ４市町村長とは

お話の場を持っておりません。 

　ただ、６月１５日に新たに県会議員になられ

たお二人と、３市町村、選挙区でございますが、

西村議員も、５月２０日には、広いところで県

会議員選挙をやったらどうかという、知事にも

質問をされて、返事はなかったということでご

ざいますが、せっかく地域から出られた県会議

員さんと、市町村長ということでお話し合いし

ようということで、一度話し合い、これは特に

テーマはあるわけでなくて、そういった県との

パイプ役も含めた県会議員さんと、市町村長が

話し合うということは、いろんな問題について、

話し合うのはいいことじゃないかということで、

お話し合いを持ちました。 

　そのとき、ちょっと連絡の行き違いがありま

して、大月町長がご欠席になったわけですが、

そういったことを今、始めております。 

　それから、今まで４市町村長とはお会いはし

ておりませんが、幡多広域組合の会議が、今度

７月６日にございます。そういったところでも、

今回の広域の合併の話も少し出るんじゃないか

というふうなことは、思っております。 

　ただ、先ほど、野々下議員のご質問でお答え

もさせていただきましたが、合併が３市町村で

破綻したときの反省点として、私は、非常に膨

大な労力と費用をかけて、合併協議会を立ち上

げて、最終的に議会の否決ということになりま

して、これは大月町の議会でございます。そう

いった場合がありましたので、先ほど申し上げ

ましたように、この合併をする手続の関係につ

いても、もうちょっと改善していかないと、そ

ういったものに莫大な費用を使う時期じゃない

だろうというふうなことを思っております。 

　これは、４市町村だけでなく、市町村長だけ

でなくて、できましたら議会の代表の方もご一

緒に、一緒に会って、いろんなお話をした方が

いいんじゃないかなというふうな気持ちを持っ

ております。 

　まだ決まってはおりませんが、４市町村長で

会うという、この問題について会うということ
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が決まりましたら、ぜひ議会の、それぞれの議

会の代表の方も、出てきていただいた方がいい

んじゃないかなと、そんなことを思っておりま

す。 

　以上でございます。 

○副議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、西村議員の

質問にお答えする前に、午前中に、今城議員の

答弁の中で誤りがありましたので、訂正をさせ

ていただきます。 

　いじめ、不登校、虐待についてのその問題の

取り組みについて、いじめ相談電話を、教育委

員会と青少年育成センターの中に設置をしてお

りますと述べましたが、電話の設置は教育委員

会のみでございますので、おわびをして訂正を

したいと思います。どうも失礼をいたしました。 

　それでは、西村議員の質問にご答弁をいたし

たいと思います。 

　教育行政方針につきましては、先ほど、今城

議員にお答えをしたことと重複する点もあろう

かと思いますが、せっかくでございますので、

私の教育に対する思いが、できるだけ伝わるよ

うに、お答えをさせていただきます。 

　国の行政改革が推進される中、それぞれの地

方自治体は、財政面で一層厳しい状況が続いて

います。その中では、経費の節減や各種の事業

の見直しや効率化が求められております。 

　教育界におきましても、教育基本法の改正や、

それに伴う教育三法が、昨日、国会を通過しま

した。人事評価制度の実施、学校評価制、学力

保証、いじめによる児童・生徒の自殺問題、学

校生活に適応できない子どもの増加など、教育

界を取り巻く環境は、大変厳しい状況です。 

　教育長に就任して２カ月が経過したわけでご

ざいますが、就任当初の各校の校長先生、教頭

先生に、教育行政方針を一歩進めた形で、具体

的に教育長としての私の思いを述べさせてもら

いました。その一部を答弁とさせていただきま

す。 

　その中では、学校教育について、次のような

お願いをしました。 

　その１つは、一人ひとりの個性を大事にし、

それを伸長するような取り組みをしてもらいた

いということです。 

　学問のできる子どもも、かけっこの早い子ど

もも、美しいものを音で表現したり、書いたり、

描いたり表現できる子ども、優しい心を持った

子ども、年老いた人に親切にできる子ども、い

ろいろな子どもがいます。 

　その特性を、優劣をつけずにそれを認めて評

価し、自分を大切に生活ができる子どもの育成

を進めてもらいたいと、こんなふうに思ってい

ます。 

　自尊感情の弱い人間は、他人を大事にしない

傾向があると言われております。 

　２点目には、かかわる力を育成する必要があ

ると思っております。これは、全国的な問題で

ありますが、家庭崩壊や保護者に子どもを育て

るという意識が欠如するなど、本来の家庭の教

育力が低下していることは事実でございます。

気の向かないときは、いつでも中断できるゲー

ム的なひとり遊びに終始する余り、相手の注文

を調整して、自分の思いを抑えたり、自分の思

いが通り、喜ぶなどの生活体験が足りないため

か、人間関係を調整する力が不足していると思

います。 

　本来は、主に家庭や地域で培われる力を、意

図的に学校の生活の中で取り入れ、家庭、地域

と連携をして、子どもの育成を図ることが急務

であります。自分の思いがかなわないときに、

他人を傷つけたり、物にあたり壊したり、自分

を傷つけたり、引きこもりになったりせず、友

達や先生、周りの自分とかかわりのある人と話

し合いをしながら解決する力の育成が、今ほど
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求められているときはないではないかと思って

おります。 

　３点目には、各学校にそれぞれの課題がある

はずです。それぞれの課題に向けて、独自の取

り組みをしていただきたいと思います。価値観

が多様し、家庭や地域のニーズに対応するため

には、もはや学校だけが、どんなに一生懸命の

取り組みをしても、対応できなくなってきてい

ます。いろいろな機関との連携が大切でありま

すが、なかんずく、保護者に学力向上を含めた

学校経営をしっかり説明して、理解を得、協力

体制をしっかりとることが最優先すべきと考え

ております。 

　あんな先生に習っては学力はつかないし、豊

かな心も育たないと子どもの前で教師批判をす

るような環境の中では、よい子は育ちません。

反対に、あんな先生に習ったら勉強もできるし、

立派な心の持ち主になれると言われるのでは、

大違いだと思います。 

　保護者も、先生にどんどん要求をし、先生も

それに対して、説明責任をしっかりと果たすよ

うな取り組みが必要であると考えております。 

　最後に、いろいろな機関と連携をして、知恵

を出し合いながら、物まねではなく、独自の方

法で宿毛の教育の向上と改革に取り組むように

努めていこうと考えております。 

　本市は、幕末以来、この小さな町であるにも

かかわらず、日本を舞台に活躍されたすばらし

い人材を輩出した地域です。将来、中央で活躍

し、宿毛を愛し、宿毛の地域おこしに力を注い

でくれるような人材を、１人でも多く育成する

ための取り組みを、学校を中心に取り組んでい

かなければならないと考えております。 

　運動部では、放課後や長期休業中も熱心な指

導がなされていますが、文化的な活動について

は、吹奏楽部など、一部の活動以外は少し低調

の感があると思います。英語の好きな子どもや、

科学の実験が好きな子ども、絵を描くのが好き

な子ども、その他いろいろな子どものニーズに

対応できる体制ができ、知的興味を高めるよう

な取り組みがなされ、高校や上級学校でその才

能が開花できるようなシステムづくりを進める

必要があるのではないかと考えております。 

　金がないと嘆いても仕方がないので、知恵を

出し合い、教育の方法を工夫して、子どもに力

をつけることで、地域おこしができるように努

めてまいりたいと考えております。 

　それから、次に、早稲田フェスタの取り組み

についてでございますが、早稲田大学と宿毛市

は、本市出身の早稲田建学の母と呼ばれている

小野　梓の関係により、以前から深くかかわり

を有しており、本年３月には、第１４代の早稲

田大学総長　奥島孝康さんを宿毛の名誉市民に

就任していただきました。 

　今回、早稲田大学が設立１２５周年を迎える

にあたり、８月４日、５日の２日間で文教セン

ターや運動公園を中心に、市内の公共の施設を

活用して、早稲田フェスタｉｎ宿毛と銘を打っ

て記念イベントを開催いたします。 

　本イベントは、梓会、青年会議所、観光協会、

商工会議所、行政等で実行委員会を組織し、運

営に当たることとし、現在、早稲田大学とイベ

ントの内容を協議し、おおむね決定をしている

ところでございます。 

　内容といたしましては、早稲田大学　島善高

さんによる基調講演や、料理研究家の森松平さ

んによる講演、童話歌手、すがはらやすのりさ

んのコンサートを初め、各種スポーツ、英会話

教室、運動講座など、児童から高齢者まで、多

くの市民が参加できるイベントを計画しており

ます。 

　周知方法といたしましては、ポスターの掲示

や行政チャンネルの放映や、市の広報にも掲載

し、市内小中高等学校並びに関係スポーツ団体
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等へ呼びかけを行ってまいります。 

　また、宿毛いごっそ太鼓で歓迎をし、このイ

ベントが盛大に開催できますよう、実行委員会

において取り組んでまいっております。 

　以上でございます。 

○副議長（寺田公一君）　１５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君）　先ほどの一般質問の

野々下議員と、私がこれから言う数字が若干違

っておるかもわかりませんが、これは統計のと

った年度の違いでございますので、お含みおき

をお願いしたいと思います。 

　さて、合併でございますが、市長も合併の必

要性は認めておりますし、今までの経過を見て

も、市長はどうしても合併でやらなければなら

ないという熱意も、十分に伝わってきておるわ

けでございますが、ただ、今回は、清水が加わ

ったということを、私は非常に、今までの経過

から見て、重く受けとめております。 

　しかし、たとえそれであっても、やらなけれ

ばならない。しかも、残すところあと３年を切

っておると。こうしておる間にも、月日はどん

どん過ぎておりまして、はや１カ月も過ぎたけ

れども、まだ具体的に話が進んでないというこ

とでございますが。 

　ちなみに、２００５年度の１人当たりの地方

債の残高を、この４つの市町村あげて言います

と、県内では三原が４番目に借金が多くて１５

６万円、全国１，８２１の市町村のうちの１２

１番目に借金が多いと。そして、この三原は、

これだけ借金がありますけれども、住民投票で

合併は反対だったわけでございますが、次に県

内に１３番目に借金が多いのが大月町でござい

まして、１人当たり１０７万円。全国で２８４

番目の借金でございます。そして、清水市が、

高知県では２１番目に借金の多い市でございま

して、１人当たり８１万、全国では４５５番目。

そして、当宿毛市が、県下では３１番目ではご

ざいますが、１人当たり５８万円で、全国で７

３６番目に借金が多いということでございまし

て、この４つとも、決して裕福ではございませ

んし、これは２００５年でございますので、今

の時点ではもっとふえておるわけでございます。 

　この公債比率というのは、もう皆さんご存じ

のように、１８パーセント以内という目標値が

あるわけでございますけれども、当市の場合、

１７年度は既に１８パーセントを超えまして、

１８．９パーセント、１８年度が１９．３パー

セント、１９年度末、来年の３月末は、予想で

はございますが２０．１パーセントになるので

ないかといわれておりまして、自慢ではないが、

いつ北海道の夕張市の後を追ってもおかしくな

いようなこの４市町村でございますので、どう

か合併に向かって、市長の全力で投球していた

だくようにお願いする次第でございます。 

　さて、その５月２０日の説明会でございまし

たが、私は、知事がわずか３０分で説明を打ち

切りましたので、ちょっと知事を怒らせてみた

くなりまして、知事に権限がないことは十分、

百も承知で、知事に、この合併を進めるに当た

っては、７９万県民の賛同を得るよりは、３９

人の県会議員を説得する方がしやすいから、県

会議員の選挙区を、この６つのブロックにして

選挙をしてはどうですかと、問いかけました。 

　多分、知事は、議会のことは私には権限があ

りませんと言うんだろうと思いましたけれども、

残念ながら、返事をしていただけなかったわけ

でございますが。 

　その質問の前に、私は、知事に、知事がこう

してここに来て説明してくれるこのお気持ちを、

４年前に持っていただければ、もっと合併は進

んだのではないでしょうかと。しかも、その４

年前に、県会が合併についての姿が見えなかっ

た。それを見せるためにも、県下を６つにする

のが、これは大変じゃと県民が騒ぐ以前に、せ
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めて県会議員をまとめて、その６つの選挙区で、

少なくとも１０年先であれば、最低２回、ちょ

っとずれれば３回の県会議員の選挙をやること

になりますので、自然とこの６つのブロックが

広く県民に浸透するのではないかという思いで、

知事に質問したわけでございますが、残念なが

ら答弁はいただけませんでした。 

　どうか、またの機会がありましたら、これも

含めて、市長が先ほど申されましたように、合

併はどうしても、最終的には議会が権限を持っ

ておるので、議会の方向性を決めていただいた

方がいいように思うと言われましたが、私も全

く同感でございます。これから合併について話

し合いするのであれば、先に合併をするという

ことを決めておいて、さて中身はどうするかと

いうふうな話し合いに入るのが一番いいのでは

ないかと思います。どうかその線でよろしくお

願いしたいと思います。 

　なお、大変、県会議員の選挙区を６つにせよ

というふうなことを申しましたけれども、ちな

みに今回の選挙結果を見ますと、選挙区が小さ

いものですから、４つの選挙区が無投票になり、

８人の県会議員が無投票で選出されております。

やはり県会議員の数も多いのではないかと、ち

またでは言われておりますし、議会改革、そう

いうことも考えても、県民の中からこういう意

見があってもいいのではないかという気もいた

しておりますので、ご理解をしていただきたい

と思います。 

　そして、冒頭に私がお伺いいたしました今後

の４年間、本当に突然、失礼とは思いましたが、

お聞かせしていただきましたところ、大変前向

きなご答弁をいただきました。私たちも心躍る

気分でございますので、どうか前向いてやって

いただきたいと思いまして、心よりエールを送

らせていただきます。 

　次に、教育長にお伺いいたしますが、この行

政方針は、教育委員長初め皆様方が一生懸命つ

くったものでございまして、なかなかつけ加え

たり、削除する、そういうことは言えないのが

当然でございまして、また、私はそういうこと

をする必要のない教育行政方針だと思っており

ます。 

　ただ、読ませて、教育長もいみじくも申しま

したが、学校は少子化しておるし、そして予算

も切り詰め、改革もしなければならないと言っ

ておりましたが、全くそのとおりでございます。 

　その中で、この教育行政方針にるんるんと１

５の項目を挙げて、こういうことをことしはや

りたいということが挙がっておりますが、その

中の１５番目、最後の端の１５番目に、わずか

２行だけ、学校の統合問題について触れており

ます。少なくとも、今、現実問題として俎上に

上がっておるこの問題は、１５どれをとっても

重要な課題ではありますけれども、もう少し行

政方針の中で、厚く取り扱ってもいい内容では

なかったかなと思いましたので、あえてお伺い

したわけでございますが。 

　これにつきまして、もう一度感じるところが

あれば、教育長にお伺いしたいと思います。 

○副議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　西村議員の再質問に

お答えをいたします。 

　教育行政方針の１５番目に、学校統合のこと

について、２行ほどであらわされておりますが、

そのことの中身について、思いも入れながら答

弁をせよということでございますので、お答え

をいたします。 

　子どもはもちろん、集団の中で教科学習はも

ちろんのこと、友達と協調したり、連帯性を培

いながら、お互いに切磋琢磨をして成長をして

いきます。今後、多様な教育活動の可能性が広

がってまいります学校教育環境を整えるために

は、統合対策校には、それぞれ地域の諸事情や、
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地域の人たちの学校に対する愛着があると思い

ますが、子どもたちの将来を見据えて、大局的

見地から学校の統合は避けて通れない、推進し

ていかなければならないと考えております。 

　学校の適正規模につきましては、文部科学省

令における学校設置基準の第５条の規定により

ますと、特別な場合を除きまして、同学年で１

学級で編成するとしております。多様化する学

校教育においては、理想としては、単式学級が

望ましいものとされております。 

　学校の統廃合につきましては、平成１７年度

に策定をしました宿毛市の行政改革大綱集中改

革プランにおきまして、栄喜と小筑紫と田ノ浦

小学校の統合と、宿毛、橋上中学校の統合が示

されております。 

　このプランに基づきまして、教育委員会では、

各校区に赴いて説明会を既に行っております。 

　こうした取り組みに加えまして、現在、市内

の小中学校、並びに保育所のあり方につきまし

ても、市長部局とも一体になって、検討を進め

ております。 

　この取り組みの経過を見極めながら、教育委

員会としての長期ビジョンを作成し、教育審議

会にもはかり、望ましい教育環境の整備に取り

組んでいきたいと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（寺田公一君）　１５番西村六男君。 

○１５番（西村六男君）　教育長のお気持ちは

十分理解をさせていただきました。その方向で、

鋭意努力していただきたいと思います。 

　ただ、学校の統合となりますと、どうしても

子どもの教育もさることながら、地元の方々は

地元が寂れるとか、学校がなくなるのは、昔か

らの大切な地元の財産がなくなるとか、いろい

ろな理由をつけて反対されます。なかなか思う

ようにならないのが現実でございます。十分、

そこは理解しております。 

　しかし、現実は変わりつつあると、私は認識

しております。と申しますのが、お隣の大月町

は、もとは１３校あった小学校が、現在は１０

校になっております。ところが、ことしはその

１０校をすべてまとめて１校にするということ

を、議会でも議決して、既に用地買収にかかる

予算もつけました。 

　また、同じ幡多郡内の黒潮町の馬荷小学校で

すが、馬荷小学校といいますと中村の古津賀の

トンネルを抜けてすぐの部落が上田の口でござ

いますが、その部落から蕨岡へ抜ける山道の中

間にある学校が馬荷小学校でございますが、現

在、休校しております。 

　この馬荷小学校が、国の事業として、国の委

託を受けた東京のＮＰＯ法人が、社会問題化し

ております引きこもりや、ニートの若者らに生

活と労働体験の場として活用させることになり、

町長としては、諸手を挙げて賛成いたしました。 

　その理由は、地域経済に効果が期待できると

いうことで、全面的歓迎でございますし、また、

地区長は、雇用が確保され、地域が活性化され

ると、学校があったとき以上に活性化されると

いうことで、大歓迎をしております。 

　すなわち、統合はだめだという考え方から、

発想の転換をして、全国には地域と学校と教育

行政者の間が力をあわせて、明るい未来を夢見

て、大いにこういう方向でやっているところが

多々あるわけでございまして、どうか教育委員

会も、統合問題については、自信を持って実行

していただきたいし、私たちもできるだけの応

援はさせていただきたいと思います。 

　答弁は求めませんが、ますますのご活躍をお

祈りいたします。 

　終わります。 

○副議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　４番、一般質問を行い

ます。 
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　初めての一般質問であますので、これまでの

議会で議論を尽くされた問題や、結論が出てい

る問題もあろうかと存じますが、新人議員に免

じてお許しをいただきたいと存じます。 

　私は、元気に福祉、頑固に福祉をスローガン

に掲げ、４月の選挙戦を戦ってまいりました。

選挙期間中は、市内６０カ所の街頭より、福祉

の問題や平和の問題等、選挙に臨む基本的な所

信について訴えてまいりました。そのことが、

市民の共感をいただいたものと確信をし、市民

と市政のパイプ役として、また宿毛市における

福祉の充実に向けて努力を続けてまいりますの

で、執行部並びに同僚議員のご指導ご鞭撻をお

願いいたします。 

　それでは、通告いたしました点について、質

問をいたします。 

　まず、初めに市長の政治姿勢についてお伺い

をいたします。 

　昨年９月に発足した安倍内閣は、「美しい国　

日本」をつくると言って総理大臣に就任をいた

しました。 

　しかし、皆さん、その実態はどうでしょう。

総理に就任するや否や、任期中に憲法を改正す

ると明言をいたしました。次に行ったのが、教

育基本法の改正であります。教育の憲法といわ

れる教育基本法の改正は、教育への国家権力の

介入や、愛国心の押しつけにつながるものであ

ります。 

　昨日は、教員の更新制度の導入等を盛り込ん

だ教育三法の改正案を、与党の多数で可決をい

たしました。そして、防衛庁の省への昇格、憲

法改正の手続を定めた国民投票法案を可決成立

いたしました。まさに「美しい国　日本」では

なく、「戦争のできる国　日本」づくりに邁進

しているのが、安倍内閣の実態ではないでしょ

うか。 

　歴史は繰り返されると言いますが、６０数年

前のあの痛ましい時代への逆戻りをする政策で

あります。 

　このような安倍内閣について、市長はどのよ

うに思っているのか、所信をお伺いいたします。 

　次に、教育委員の選任問題についてでありま

す。 

　まず、冒頭に、教育長に就任されました岡松

氏に対しまして、心からお祝いを申し上げます。 

　さて、このことにつきましては、既に昨年の

１２月本議会において議論はなされ、議会は市

長の提案のとおり同意をしてきました。 

　岡松教育長は、本年４月１日に教育委員に任

命され、互選により教育長に選任されたことは

ご案内のとおりでございます。 

　そこで、一連の経過につきまして、市長及び

教育委員会に対しまして質問をいたします。 

　なお、質問を通じて、岡松教育長に対する評

価を言うつもりもありませんし、個人的には立

派な方であると思っております。 

　まず、市長に３点ほどお伺いをいたします。 

　１点目でありますが、市長は、岡松氏を教育

委員として考えた時点で、岡松氏が現職の益野

小学校の校長でありましたので、任命権者であ

ります高知県教育委員会に相談をされましたか。

相談をしたとすれば、その内容はどうであった

か、お伺いいたします。 

　２点目は、市長は、岡松氏に対し要請を行っ

たときに、３月末まで校長としての職務を全う

したいという強い意向を承知していたにもかか

わらず、どのような理由から１２月議会で選任

同意議案を提案したのか、お伺いをいたします。 

　３点目は、市長は選任同意議案が議会での承

認後、速やかに岡松氏を教育委員に任命すべき

であったと考えますが、市長のご所見をお伺い

いたします。 

　次に、教育委員会に対して、２点ほどお伺い

いたします。 
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　まず、１点目は、市長の要請に対して同意さ

れ、議会が選任同意議案を承認した時点で校長

職を辞し、教育委員に就任すべきであったと考

えますが、教育長の所見をお伺いをいたします。 

　２点目、前任の教育長が任期満了により退職

しました昨年の１０月１５日以降、速やかに在

任の委員で臨時の教育委員会を開催する中で、

新しい教育長を選出することができたのではな

いかと考えますが、いかなる理由から開催でき

なかったのか、教育委員長の所見をお伺いいた

します。 

　福祉問題について、お伺いをいたします。 

　一体、福祉とは何でしょうか。広辞苑により

ますと、「福祉とは公的扶助やサービスの提供

による生活の安定」と書かれております。憲法

２５条には、「すべての国民は、健康で文化的

な生活を営む権利を有する」、「国は、すべて

の生活部面について、社会福祉、社会保障及び

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな

い」と書かれております。 

　だれもが安心をして暮らせる生活を願ってお

ります。しかし、高齢者においては、身体の機

能が退化し、日常生活が困難であります。生ま

れながらにして障害を持たれた方、事故などに

より障害を持たれた方は、思うように仕事もな

く、収入面等でお困りであります。 

　ひとり暮らしでの生活をしている方や、子育

て最中の家族の問題等々、生活をしていく上で

の困った話はきりがないほどあります。 

　特に、障害という特別な課題を抱えた方々は、

特別な医療や教育などが必要となり、生活上の

困りごとはさらに深刻であります。 

　私は、生活をしていく上において、困った話

のすべてが福祉と考えております。市長の福祉

についてのお考えをお聞かせいただきたいと存

じます。 

　次に、高知県障害児長期休暇支援事業につい

て、お伺いをいたします。 

　この事業の趣旨は、養護学校等の長期休暇期

間中に、地域において障害児の援助を行うこと

により、障害児やその保護者の地域生活を支援

することであります。 

　事業の実施主体になれるのは、市町村並びに

社会福祉法人、ＮＰＯ法人等となっております。 

　障害を持つ子どもさんがおられ、両親が仕事

をしている家庭では、夏休み等長期の休暇の間、

だれかに見てもらわなければならず、ほとんど

の家庭ではお母さんが仕事をやめて子どもさん

を見ているのが現状であります。 

　宿毛市においては、地域の障害者団体から、

宿毛市に対して事業の実施主体となっていただ

くよう要望をいたしましたが、財政的な理由も

あって受け入れてもらえず、やむを得ず平成１

６年度より社会福祉法人幡多福祉会が実施主体

となり、取り組んでいるのが現状であります。 

　冬休みと春休みは、実質的に保護者が取り組

んでおり、親の経済的な負担は大変大きいもの

があります。行政の支援がない中での運営であ

り、保護者たちは、先行きに不安を感じており

ます。みずからが知恵を出し、汗をかきながら

頑張っていることに対して、何らかの思いやり

を示すべきではないかと考えますが、市長のご

所見をお伺いいたします。 

　次に、成年後見人制度についてであります。 

　平成１２年４月からスタートした成年後見制

度は、認知症の人、知的障害のある人、精神障

害のある人など、判断能力が不十分な人々の財

産や生活と権利を守る重要な制度であります。 

　そして、成年後見制度の活用を促進するため

に、厚生労働省は成年後見制度利用支援事業と

いう補助事業を立ち上げております。全国的に

も高知市を初め、多くの自治体では成年後見制

度利用支援事業実施要綱を作成をいたしており

ます。これらの要綱の中には、４親等以内の近
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い親族がいない場合、後見人の選定を市長が本

人にかわって申し立てる制度、いわゆる市長の

申し立て権や申し立て費用の負担方法等につい

ても明記をいたしております。 

　宿毛市においても、障害者の財産や生活と権

利を守るために、成年後見制度利用支援事業実

施要綱を早急に作成をし、後見人を立てる道を

開くべきであると思います。 

　重症心身障害児施設においても、昨年の１０

月から障害児施設の利用方法が利用契約制度に

移行し、後見人と施設がサービスの提供に関す

る契約を締結しなくてはならなくなりました。 

　しかし、４親等以内の近い親族がいないため

に、後見人が立てられない問題も現実にはおき

ております。市長の所見をお伺いをいたします。 

　続きまして、宿毛市離島振興計画についてお

伺いをいたします。 

　平成１５年４月に、平成１５年度から平成２

４年度までの１０年間の宿毛市離島振興計画が

作成されました。同じく、高知県においても宿

毛市の計画案をもとにして、高知県離島振興計

画が作成されました。 

　計画の中には、ソフト面やハード面、またす

ぐに実施に移せる課題や長期的に取り組まなけ

ればならない課題や計画もあります。 

　計画から丸４年を経過いたしましたが、この

計画の実施状況と言いますか、進捗状況はどの

ようになっているか、お伺いをいたします。 

　どの計画内容も、今後の沖の島の振興を考え

た場合には、欠かすことのできない重要な課題

ばかりでありますが、今回は以下の点について

お伺いをいたします。 

　まず、１点目は、イノシシの駆除対策につい

てであります。 

　島の特産品でありますサツマイモやラッカセ

イを初め、農作物がイノシシの被害でほとんど

つくれない状況であります。沖の島の住民も、

電気さくの設置による被害防止や、わな等によ

る捕獲を初め、同僚の岡崎　求議員のグループ

と猟友会による捕獲と、大変努力をいただいて

おりますが、沖の島の地形等もあって、絶滅に

至っておりません。 

　宿毛市としてのイノシシの絶滅に向けての取

り組みについて、今後、どのように考えておる

か、お伺いをいたします。 

　県道沖の島循環線、いわゆる沖の島一周道路

についてであります。全長１７．２キロメート

ルのうち、現在、約３キロメートルが用地買収

にめどが立たない地図混乱地域ということで、

計画から約４０年経過いたしました今日でも、

いまだに整備ができていない状況であります。 

　この県道沖の島循環線は、災害時における避

難道路としての役割もあり、１つには観光道路

としての役割を持っております。 

　沖の島振興を考えた場合、重要であると考え

ます。宿毛市としての、今後の取り組みについ

て、お伺いをいたします。 

　宿毛市行政改革大綱の見直しについて、お伺

いをいたします。 

　平成１７年度に作成されました宿毛市行政改

革大綱によりますと、組織機構の見直しの中で、

支所等の統廃合がうたわれており、平成２１年

度より鵜来島連絡所の業務体制の見直しが明記

をされております。 

　今まで、市の職員が行っていた業務を、漁協

に委託し、職員を引き上げる計画であるとのこ

とであります。鵜来島には、他の公共機関もな

く、もしそのような事態となれば、ますます行

政の光が届かなくなります。 

　行政の役割は、本来、政治的に弱いところに

目を向けていくことであります。それが、住民

福祉であると考えます。 

　そのように考えるならば、鵜来島連絡所の業

務委託は再考すべきであると考えますが、市長
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のご所見をお伺いいたします。 

　次に、平成２０年度より宿毛歴史館、宿毛文

教センター、坂本図書館、中央公民館等の各施

設に指定管理者制度の導入を計画いたしており

ますが、子どもたちの健全育成の上から、今ほ

ど社会教育の充実が求められているときはあり

ません。教育機関の民間委託はすべきでないと

考えます。 

　よって、この点についても、市長の所見をお

伺いをいたします。 

　最後に、防災対策についてお伺いいたします。 

　今世紀前半にも起こると予想される南海地震

対策として、宿毛市としても、総合防災訓練の

実施や、自主防災組織の組織化についても、約

６９パーセントの組織化が進み、あわせて自主

防災組織が整備する資機材についても、高知県

と宿毛市が補助をする中で、３８地区で整備が

完了しているとお聞きしました。 

　これらを通じて、市民の中に防災意識の向上

が図られていることは大変喜ばしいことであり

ます。 

　南海地震により予想される震度は６弱であり、

津波の高さは約８メートルと推定されておりま

す。宿毛市街地の、ほぼ全域の家屋が浸水する

と予想されております。家屋の倒壊等により、

多くの市民が避難所での生活を余儀なくされま

す。市民の皆様におかれましても、３日分くら

いの食料や飲料水等の非常用物資は、各家庭で

蓄えておくことが大切であると思いますが、行

政としての各種非常用物資の備蓄計画は、どの

ようになっているのか、お伺いをいたします。 

　次に、市役所本体の耐震強度についてであり

ます。 

　当市役所は、昭和３８年に建築され、大変老

朽化しております。災害発生時には、宿毛市対

策本部が設置され、各種災害情報の収集や情報

発信の拠点となります。 

　そこで、本庁舎が予想される震度に耐えられ

るかどうか、大変危惧をいたしておりますので、

市役所の耐震化の計画について、お伺いをいた

します。 

　次に、新田地区の避難場所対策について、お

伺いをいたします。 

　ご承知のとおり、新田地区の緊急避難建物と

して、宿毛土木事務所、社会福祉センター、ニ

ューマツヤホテル等を指定しておりますが、こ

のほかに、これといった高台もなく、避難場所

が非常に少ないところであります。そこで、旧

市営住宅の跡地を活用して、東洋町等が建設い

たしましたように、１人でも多くの人命を救う

ために、避難施設を早急に設置する必要がある

と考えますが、市長の所見をお伺いいたします。 

　次に、離島の防災対策についてであります。 

　平成１７年３月２０日に震度６弱の福岡西方

沖地震が起きたことは、記憶に新しいことと存

じます。 

　被害が最も多かった玄海島では、住民のほぼ

全員が着の身着のままで島から定期船で避難を

しました。けが人はヘリコプターで、福岡市内

の病院に運ばれました。 

　この玄海島の被害状況を写真等で見ますと、

家屋の建てぐあいや地形等、沖の島と同じよう

な状況であります。沖の島はほとんどの家屋が

急傾斜面に建てられており、道路はほとんどが

狭い石段であり、しかも住民は、高齢化とひと

り暮らしで生活をしている人の割合も高く、避

難をしようと港までいくのに、大変であります。 

　そこで、離島における防災対策について、ど

のように考えておるのかお伺いをいたします。 

　災害時要援護者対策についてお伺いいたしま

す。 

　災害時要援護者とは、自分の身に危険が差し

迫った場合に、それを察知する能力、危険を知

らせる情報を受け取る能力、そうした危険に対
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して、適切な行動をとる能力の面でハンディキ

ャップを持つ人々を総称する概念であります。 

　阪神・淡路大震災の犠牲者で最も多かったの

は、高齢者でありました。対策といたしまして

は、日常的な地域住民への啓発活動、災害弱者

との日常的な接触と交流、情報把握と日常的な

ケアなどが考えられ、福祉的な取り組みとも関

連をいたします。 

　宿毛市での対策はどのように考えておるのか、

お伺いをいたします。 

　以上で、１回目を終わります。 

○副議長（寺田公一君）　この際、松浦英夫君

の質問に対する答弁保留のまま、１５分間休憩

をいたします。 

午後　２時０５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時２０分　再開 

○副議長（寺田公一君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　松浦英夫君の質問に対する答弁を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、松浦議員の一般

質問にお答えを申し上げます。 

　大変、多岐にわたった質問の内容で、私の答

弁の方も長くかかると思います。どうかご承知

おき願いたいと思います。 

　まず、１点でございますが、安倍内閣につい

ての所見をということでございますが、私も、

個人的にはたくさん言いたいこともございます

が、なかなか、国民が選んだ内閣ということで

ございますので、恐れ入りますが、この議場の

場では、公式のコメントはちょっと差し控えさ

せていただきたいと思います。済みません、よ

ろしくお願いします。 

　次に、教育委員の選任問題でございます。 

　岡松氏の教育委員選任の経緯とか、時期等に

ついてでございますが、その中の第１点目では、

県の教育委員会には何らの相談はしておりませ

ん。その他の部分につきましては、昨年１２月

議会におきまして、選任同意議案を提案申し上

げたときに、同様の質問もいただきまして、お

答え申し上げて、選任に同意をいただきまして、

４月１日付でご就任いただいたところでござい

ますが、松浦議員、議会初めてで重複するかも

しれないが、答えなさいということでございま

すからお答えをさせていただきます。 

　まず、１点目でございますが、先ほどの教育

委員会には相談していませんということで申し

上げておきます。 

　それから、３月末まで校長としての職務を行

う強い意向を承知していたにもかかわらず、１

２月議会でという、どうして提案したかという

ことでございますが、私といたしましては、議

会の皆様方には、できるだけ早めに表明してお

く必要があるというふうに考えましたので、１

２月議会に選任同意議案を提出し、同意をいた

だいたということでございまして、また、ぜひ

岡松さんに教育委員をしていただきたいと、そ

ういうような思いがございました。 

　そしてまた、同意議案の議会承認後、速やか

に委員に任命すべきであったということでござ

いますが、現職の小学校校長ということもござ

いまして、年度末の忙しい時期に、途中で職務

を放棄するということは、学校現場の混乱を招

くことになりまして、３月末までは職務を全う

した後に、教育委員に就任したいというふうな

本人からのかたい決意も感じられましたので、

私といたしましては、この点も非常に、十分配

慮して、４月というふうになったことでござい

ます。 

　以上でございます。 

　次に、福祉に対する考えでございます。福祉

についての私の考えというよりも、今、松浦議

員の方が、福祉とはということで、たくさん質
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問の中で話されております。 

　これは、松浦議員のおっしゃるとおりだと。

これはだれもがそういうふうなことだろうと、

私も思っております。市民の福祉につきまして

は、だれもが安心して暮らせる生活を願ってお

りまして、私も平成１５年の１２月に市長に就

任して以来、福祉の向上を目指しまして、市民

の幸せの実現に向けて、これまで行政方針や、

あらゆる機会を通して自分の考えを述べ、その

遂行に努めてきたところではございます。 

　この間、障害者自立支援法の施行等に伴いま

して、障害のある人を取り巻く環境とか、要望

は大きく変化してきております。このような状

況を踏まえまして、これまでの計画の基本方針

を尊重しながら、宿毛市障害福祉計画など、新

たな計画の策定及び既存の計画の見直しも行っ

てまいりました。 

　今後とも、これらの計画に基づきまして、宿

毛に生まれてよかったと思えるように、子ども

から高齢者、障害者を含むあらゆる人々が助け

合い、支え合って、安全で楽しく生活できる、

幸せを実感できるような地域社会の実現に向け

て、一層努力してまいります。 

　次に、長期休暇支援事業でございます。障害

がある児童を抱えた家庭のご負担は、受入先の

不足などによりまして、なみなみならぬものが

あるというふうに、私も十分、認識をしており

ます。 

　ご質問にございました高知県障害児長期休暇

支援事業は、養護学校等に通っている障害児の

夏休み等、長期休暇時の子どもの居場所の確保

や、保護者の就労支援のための補助事業でござ

いまして、宿毛市では、平成１６年度から社会

福祉法人幡多福祉会、一般的には幡多希望の家

でございますが、実施主体となりまして、保護

者で組織するみちくさクラブが支援事業を行っ

ております。 

　内容といたしましては、福祉センターのおも

ちゃ図書館、調理室、小会議室等を利用しまし

て、ボランティアの協力により、普段閉じこも

りになりがちな障害児が、生き生きとした長期

休暇を過ごすことができるよう、音楽やスポー

ツ活動等を通じまして、療育を行っております。 

　このことにより、利用期間中、両親が安心し

て仕事ができ、子どもにとっても家ではできな

い体験や、療育ができまして、子どもの新たな

一面が見られるなどの一定の効果があらわれて

おります。 

　この事業につきましては、市としましては、

開始の当時から社会福祉協議会とも協議をしま

して、場所の提供をするとともに、毎週水曜日

の課外活動時には共同募金事業を活用しました

バス運転手の支援を行っております。 

　また、ボランティアにつきましても、民生委

員、シルバー人材センター等の協力をいただき、

その募集をするとともに、ボランティア保険の

加入についても、支援を行っているところでご

ざいます。 

　今後も社会福祉協議会と連携をとりながら、

ボランティアの募集についても、市の広報やＳ

ＷＡＮテレビを利用して呼びかけるなど、積極

的に支援してまいります。 

　次に、成年後見制度についてでございます。 

　平成１２年の４月から施行されましたこの制

度でございます。認知症高齢者、知的障害者及

び精神障害者など、判断能力が不十分となった

方の自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマ

ライゼーションなどの新しい理念と、本人保護

の理念を調和させながら、財産管理や生活を行

っていく上での必要な支援を通して、本人の保

護を図ろうとするものでございます。 

　成年後見制度利用の必要性があっても、身寄

りがなかったり、親族による財産等の侵害があ

るといった問題がある場合は、親族による申し
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立ては期待できないために、新しい成年後見制

度では、成年後見開始の審判申立権が市町村長

にも与えられました。 

　現在、宿毛市では社会福祉協議会が、これは

権利擁護担当者でございますが、相談窓口とし

ての対応を行っているところでございます。 

　手続といたしましては、相談のときに関係者

を交えながら、事例が成年後見制度利用に適し

ているか、一定判断もしながら助言を行ってい

ますが、申立人には４親等までの親族がなるこ

とができますので、市長が申立人となる事例は

少ないということが予想されております。 

　事実、要綱を整備しております高知市におき

ましても、年間の相談件数は非常に少ない状況、

これは県の障害福祉課よりの情報でございます

が、とのことでございます。 

　宿毛市でも相談が、年間１件程度の状況とな

っております。今後、重度心身障害者や知的障

害者施設等を抱えている市町村では、入所者の

高齢化が進むにつれまして、入所者の御父母等

が亡くなり、身近な親族がいない等の事例が出

てくるものと思われますので、今後、要綱等を

整備しまして、成年後見制度に適切に対応する

ことが必要というふうに考えております。 

　宿毛市としても、障害者等の権利擁護の観点

から、今後、他市町村とも連携を図りながら、

要綱等の整備に向け、取り組んでいきたいと考

えております。 

　次に、宿毛市の離島振興計画でございます。 

　進捗状況でございますが、本計画は、沖の島

地域をこれから地域振興のモデル地域として位

置づけまして、行政と島民でワークショップを

行うことによりまして、現状の把握と問題解決

を図りまして、島民を中心とした地域づくりを

行うために、平成１５年から平成２４年までの

１０年間を期間として、１５年の４月に策定し

ております。 

　振興計画の実施におきましては、計画の策定

以来、沖の島開発促進協議会、沖の島観光協会

等と協議を重ねまして、順次取り組んできまし

た。 

　それと同時に、今後の国の離島振興策に生か

せますように、平成１７年３月とことし５月、

県を通じて国へ進捗状況を報告をしております。 

　去る６月７日には、私も島根県の隠岐の島で

行われました全国離島振興協議会の総会に出席

しまして、宿毛市の沖の島地域が抱えている課

題につきまして、問題提起を行ってきました。 

　これら、全国の離島の取り組みも、またまた

参考にしながら、これからの振興策に生かして

まいりたいというふうに思っております。 

　次に、イノシシの駆除対策についてでござい

ますが、１８年度沖の島地区におきましては、

イノシシが２８頭を駆除しております。松浦議

員もご承知のとおり、駆除は非常に地理的条件

とか、島特有の低木密集した、非常に自然条件

の厳しい中での駆除となっておりますので、絶

滅までには至っていないというのが現状でござ

います。 

　沖の島で住民が安心して生活できる環境を確

保するためには、今のところ、駆除していただ

くしか方法はございません。駆除を行っていた

だいている狩猟グループの方々には、大変ご苦

労をおかけをしておりますが、引き続いてご協

力を得る中で、住民と狩猟グループ、行政が力

をあわせて被害防止へと取り組んでまいりたい

と、このように考えております。 

　なかなか動物相手でございますので、こちら

の思うようには、なかなかいかないというのが

状況でございます。 

　また、いろいろ駆除とは別に、被害防止とし

て、防護さくであるとか、支柱とか電気牧柵機

とか、捕獲おりとか、そういったものも講じて

はおりますが、なかなか絶滅ということにはな
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りませんので、ご理解願いたいというふうに思

います。 

　それから、次に、沖の島の１周道路でござい

ます。これも最大の懸案事項ではないかと思っ

ております。県道でございまして、これは沖の

島開発推進協議会からも、毎年陳情を受けてお

ります。これはもう、沖の島の各集落を結ぶ唯

一の道路でございまして、災害の発生時には、

集落を孤立させないためにも、重要な路線であ

るということは、私どもも十分認識しておりま

して、毎年、ことしもありましたが、県議会の

企画建設委員会を初め、関係機関に要望は行っ

ているところでございます。 

　未施工区間が約３キロでございます。これは、

地図混乱地域のところでございまして、その上

に島外の地権者が多く、土地の境界が確定でき

ない状況で、用地買収のめどが立っていないと

いうのが実情でございます。 

　地図混乱をこれから解消しまして、事業の促

進を図るには、地権者、地区長、それから地域

の皆さんのご協力が必要でございます。高知県

に対して、何とか前に進むように、ぜひという

ことで、強く要望はしているわけですが、なか

なか事業の実施に至ってないと。 

　つい先日、隠岐の島に行きまして、全国離島

振興協議会で、ある離島の方からお伺いもした

んですが、なかなかそういうところは多いので。 

　例えば、島民全体が合意をして、嘆願書を持

っていくとか、そういう方法もあるんじゃない

かということでございました。ただ、これは未

確認でございますので、今、私どもそういう形

が本当にとれるのかどうか、県にも国にも問い

合わせをきちんとしているところでございます。

また結果が出ましたら、県の方にも、ぜひ工事

の着手ということでお願いしたいということを

申し上げていきたいというふうに思っておりま

す。 

　それから、宿毛市行政改革大綱の見直しにつ

いてでございます。 

　１つ、行革の件では、ご承知おき願いたいの

は、１７年度に策定しました宿毛市行政改革大

綱及び集中改革プランでございます。これは平

成２１年度をめどというふうにしておりますが、

このプランそのものも、市民が相手としている

こと。それから、まだまだこれよりももっと行

革ができるものもあるんじゃないかというふう

な観点もございますということを、事前にまず

ご承知おき願いたいと思います。 

　支所とか連絡所の統廃合におきましては、行

政の効率化、それから厳しい財政状況でござい

ますので、非常な課題として盛り込まれており

ます。 

　統廃合の議論の中で、沖の島支所及び連絡所

につきましては、離島という特殊性がございま

す。そういうところから、廃止をするのではな

くて、統合及び業務体制の見直しということに

しておるわけでございます。 

　鵜来島連絡所につきましては、昨年度、地域

の皆さんへの連絡所の業務体制の見直しにつき

ましてご説明をしておりまして、どのような方

法が地域にとって、もっともよい体制であるか、

そういったことなどを示しまして、現在、検討

を行っている状況でございます。 

　議員からのお話がございましたすくも湾漁協

の事務所に業務を委託する方法につきましても、

昨年施行されました競争の導入による公共サー

ビスの改革に関する法律というのがありまして、

これにより、可能というふうになっております

が、これも現在、検討中でございます。 

　地域住民へのサービス低下をさせることのな

いように努めなきゃいけない。これは行政の責

務でございますので、限られた人員、財源で最

も効率的な行政運営を行っていくことも重要な

課題であります。 
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　民間等で実施が可能なものにつきましては、

積極的に検討していかなければならないという

ふうなことも考えております。今後とも、地元

との話し合いの中で、住民の方々のお知恵も借

りながら、行政サービスを低下させることがな

いように、取り組んでまいります。ご協力を、

ぜひお願いしたいと思っております。 

　次に、行革大綱の見直しの関係の、もう１点

でございますが、指定管理者でございます。公

共教育機関の民間委託はすべきじゃないんじゃ

ないかということでございます。先ほど申しま

したように、行革大綱の中で、２０年度から導

入を、指定管理者制度の導入の計画をしており

ますが、公の施設の管理についてでございます。

これまで、公共団体とか公共的団体などに委託

先が限定されておりました。１５年の地方自治

法の改正に伴いまして、指定管理者制度が創設

されまして、民間業者とか、法人格を持たない

団体にも委託できることになりました。これが、

指定管理者制度でございますが。 

　本市におきましても、平成１７年度策定の宿

毛市行革大綱及び集中改革プランにおきまして、

民間業者の持つノウハウとか、アイデアを活用

し、利用者に対するサービスの向上と、管理運

営費の削減が図ることと、目的としまして、平

成２０年度に坂本図書館、宿毛歴史館、宿毛文

教センター、中央公民館の指定管理者制度導入

の検討を明記しました。 

　これは、導入の検討を明記ということでござ

います。当該施設の指定管理者制度の導入につ

きましては、議員からのご指摘もありました社

会教育施設という性質があるよと。それから、

収益性を求めるものではなくて、また一部の業

務を除きまして、職員の専門性が求められてお

りますので、これは現在、各施設の機能を損な

うことのないように、先進地の取り組みを参考

にしながら、検討を進めているところでござい

ます。 

　議員ご指摘のように、連日、マスコミでは乳

幼児の虐待事件とか、子どもたちが犠牲となる

とか、そんな痛ましい事件報道が絶えないほど、

今、家庭教育とか、社会教育の充実が求められ

ているときはないというふうには考えておりま

す。 

　今後、指定管理者制度の導入につきましては、

学校、家庭、地域、関係団体等と連携した家庭

教育とか、青少年の健全育成などの生涯学習活

動に留意をしながら、市民の理解と協力を得る

中で、判断をしていきたいと、このように考え

ております。 

　次に、防災関係でございますが、まず、１点

目は、非常用物資の備蓄計画でございます。南

海地震から被害を減らすためには、自助、自分

を助ける。それから共助、ともに助け合う、を

基軸にしまして、公助、これは公的な助成とい

うことでございます。そういったことの役割分

担をしまして、それぞれが連携を図りながら、

取り組んでいくことが大変重要である、このよ

うに考えております。 

　食料品とか飲料水などの非常用物資の備蓄に

つきましては、乳児がいる家庭とか、常備薬が

必要な方がおられるご家庭では、備蓄品に違い

があるというふうなことも考えられます。 

　基本的には、各家庭で取り組んでいただきた

い防災対策の１つであるというふうには考えて

おります。しかしながら、災害の発生時には、

自宅から持ち出せないケースも想定できます。

行政といたしましても、今後、一定量の備蓄に

つきましては、計画的に取り組む必要があると

考えておりますが、なにさま食料品とか飲料水

でございますので、更新時の費用とかの問題と

か、保管スペースの問題と、こういったことが

ございますので、本市では、市内の企業と協定

を締結いたしまして、企業が保有しております
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食料品とか、日用品を活用した備蓄体制の整備

にも取り組んでいるところでございます。 

　既に協定を締結をしているものが、申し上げ

ますと、飲料水で２社、食料品、これはパンの

方ですが、１社、そして今後、協定の締結を予

定しているものでございますが、食料品及び日

用品等につきましては、市内の量販店４社、そ

ういったところと協定の締結をしていく予定に

しております。 

　南海地震対策につきましては、行政、地域、

家庭、それぞれが役割分担をしまして、連携を

図りながら取り組んでいくことが大変重要であ

るというふうに考えております。 

　議員の皆様方におかれましても、家庭や地域

におきまして、備蓄の推進を初めとする防災対

策の推進にご協力をお願いを申し上げておきま

す。 

　次に、市役所の耐震化計画のご質問でござい

ますが、市役所を初めとします公共施設の耐震

性の問題につきましても、これまでも議会にお

きまして、議員の皆様からもご指摘をいただい

ているところですが、市庁舎でございますが、

これは昭和３８年に建築されておりまして、こ

れはいわずもがな、耐震補強等が必要な建物で

あるというふうに認識をしております。 

　しかし、市内の公共施設でございますが、市

庁舎だけでなく、老朽化している建物が非常に

多いというふうに、一日も早い、これ、全部や

りたいという気持ちは強くあるわけでございま

すが、大変厳しい財政状況の中で、すべての施

設を集中的に整備していくことは、非常に困難

でございます。 

　したがって、まず子どもたちが集う保育園で

あるとか、小中学校の校舎の耐震を実施するこ

とが、先ではないかなということで、本年度は

予算を通していただきましたが、咸陽小学校の

耐震補強工事を実施する予定にしております。 

　災害対策本部となります市役所、並びに災害

対応の中核となる消防署の耐震化もございます。

これの耐震化とか、建てかえの問題につきまし

ては、現在、庁内でも検討しているところでご

ざいます。 

　他の事業とか、財政状況を勘案しながら、整

備スケジュールを検討をしております。 

　それに伴いまして、本年度から、これも議決

をいただきまして、施設等の整備基金として、

積立を始めたところでございます。本年度にお

きましては、8,０００万円を積立金として計上

させていただいているところでございます。 

　それから、新田地区への避難施設等の建設と

いうことでございます。新田・高砂地区の方に

つきましては、高台等がございません。ホテル

とか、ご指摘の事務所、宿毛土木事務所などの

３階建て以上の建物を、津波避難ビルとして指

定をさせていただいておりまして、特に幡多土

木事務所宿毛事務所につきましては、地元から

の強い要望がございまして、高知県との調整に

よりまして、津波避難ビルとして指定させてい

ただいておりまして、庁舎玄関の鍵につきまし

ても、地元で管理もさせていただいている状況

もございます。 

　ご提案の津波避難施設でございますが、東洋

町の施設は高知県が設置したものでございます。

この総事業費が４億８，０００万かかっており

ます。面積は７００平米、避難人員が７００人

の施設でございます。 

　このような施設というのは、ちょっと疑問が

ありますのは、平常時には有効な活用がほとん

ど行われていない市町村が多いと思います。

我々にとりましては、先ほど申し上げました近

隣に３階建て以上の建物がございますし、当該

場所への建設につきましては、現在の財政状況

の中で、非常に困難ではないかというふうに考

えております。ご理解を願いたいと思います。 
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　それから、次に離島における防災計画のご質

問でございます。 

　平成１７年３月２０日に発生しました福岡県

西方沖地震では、玄海島におきまして全島民２

２０世帯７００人の方々が、島外への避難を余

儀なくされておりまして、本市におきましても、

沖の島、鵜来島の２つの有人離島があるわけで

ございますので、南海地震等の大規模災害が発

生した場合は、玄海島同様、島外へ避難しなけ

ればならないといったことが、十分に考えられ

ます。 

　玄界島の写真につきましては、私も毎年、全

国の離島振興協議会の中で、東京でアイランダ

ーというのがやりまして、全国の離島の物産を

集めてくるんですが、その地震のあった年には、

玄海島の方々は、毎年そこに出ていたようです

が、大きな写真をブースに出したままで、こと

しは何もありませんということで、３名の方々

が来られたということを見ております。 

　それほど、ほとんどの家屋が倒壊してしまっ

たというふうな悲惨な状況でございました。 

　島外へ避難ということが、これは十分考えら

れることでございますので、昨年度、宿毛市の

総合防災訓練におきましては、海上保安庁によ

りまして、地元の渡船にもご協力をいただきま

して、巡視船とかヘリコプターを利用した離島

住民の避難訓練を実施したところでございます。 

　今後におきましても、皆様方にご協力をいた

だきまして、こういった訓練を実施していかな

ければならないというふうに、いざというとき

の備えのために訓練をしていくということを考

えております。 

　南海地震などの大規模災害が発生した場合に

は、市内一円が同様の被害を受けると思います。

消防機関等は、すぐには対応できない状況が予

測されます。そのため、現在、それぞれの地域

におきましては、自主防災組織を立ち上げて、

いざというときのための取り組みを進めていた

だいているところでございます。 

　この玄海島などでも、やっぱり日ごろからの

コミュニティーを生かした災害発生時の行動と

か、避難行動によりまして、火災などの二次災

害を防ぐことができまして、また、迅速に島民

が避難できたというふうに聞いてもおります。 

　離島のみならず、宿毛市全体で考えたときに

も、やはり自助共助を基本とした自主防災組織

などの地域における防災活動、これが被害を少

なくするためには、最も有効であるというふう

に考えております。 

　次に、災害時の要援護者対策のご質問でござ

います。 

　松浦議員がおっしゃいましたように、阪神・

淡路大震災、また新潟・福島豪雨、福井豪雨な

どでも犠牲者の多くが高齢者などの災害時要援

護者と呼ばれる方でございまして、国におきま

しても、高齢者などの避難誘導などの対策は、

重要視されております。 

　高齢者などの避難誘導につきましては、風水

害だけではなく、津波対策においても、非常に

重要な課題でございまして、効果的な対応策と

いたしましては、先ほど申しましたように、日

ごろから地域内でのコミュニティーによる情報

収集、それらを防災対策に生かしていくことが

有効であるというふうに考えております。 

　南海地震による津波被害が予測される本市に

おきましては、緊急時に、即座に対応すること

ができる地域住民に防災の取り組みをしていた

だくこと。つまり、自主防災組織として、高齢

者などの避難対策に取り組んでいただくことが、

被害を少なくするためにも有効な手段だと考え

ておりまして、既にこういった高齢者などの実

態把握に取り組まれておる自主防災組織もござ

います。 

　また、災害時要援護者みずからが、地域で行
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われている避難訓練などに参加していただくこ

とも、有効ではないかなということを思ってお

ります。 

　自主防災組織の設立、活動の推進につきまし

ては、これまでも行政として支援をしてまいり

ましたが、今後におきましても、防災担当部局

と福祉部局が連携を図りながら、支援等の取り

組みを進めてまいりたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いを申し上げます。 

　以上でございます。 

○副議長（寺田公一君）　教育委員長。 

○教育委員長（奥谷力郎君）　教育委員長、松

浦議員の一般質問にお答えいたします。 

　在任の委員で臨時の教育委員会を開催する中

で、新しい教育長を選出することができたので

はないかとのご質問でございますが、確かに地

教行法第１３条で、教育委員会の会議は委員長

が招集し、委員長及び在任委員の過半数の出席

をもって会議を開き、教育長人事議決をするこ

とができると解釈はしております。 

　ただ、委員会において、前教育長より退任の

報告を受けた段階、昨年の９月でございますが、

教育長の選任は、新しい委員を含めた委員より

選任するという方針を立てまして、昨年の１０

月１５日以降、新しい委員が任命されるまでは、

教育長職務代理者を置き、対応することが既に

委員会で決定しておりました。 

　よって、私としては、この件に関しまして、

臨時に会議を招集することは、考えておりませ

んでした。 

　以上でございます。 

○副議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　松浦議員の一般質問

にお答えをいたします。 

　松浦議員から、１２月の段階で校長職を辞し

て教育委員に就任すべきではないかとのご質問

ではありましたが、校長としまして、４月に学

校で教育方針並びに教育目標を立てて、学校を

経営しているさなかでありまして、また、この

時期は、１年の取り組みの一番大事な時期であ

りまして、この時期に校長職を途中で辞するこ

とは、職場放棄となり、保護者や児童に大変な

迷惑をかけるのではないかと思い、避けるべき

であろうと考えました。 

　そして、このような結果になりました。その

ために、関係者方々には何かとご心配をおかけ

いたしましたことにつきましては、この場をお

借りいたしましておわびをいたします。 

　以上です。 

○副議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　再質問をいたします。 

　いろいろな問題を提起をし、また、した中で、

懇切にご回答をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

　それで、何点かにわたって、質問をさせても

らいますが、今、教育長に１点伺いますが、職

場放棄というお話もいただきました。学校の教

育方針という部分も、作成中というような部分

でありましたけれども、宿毛市の教育長という

のは、午前中、そしてまた午後にもありました

ように、宿毛市の教育行政方針を作成する一番

重要な時期であったかというふうに思います。

そしてまた、教育予算の編成、そしてまた教員

の人事異動と、１年で一番、宿毛市の教育委員

会にとりましても、重要な時期でございます。 

　そのことについては、十分わかっておると思

いますけれども、そういった中で、市長から教

育委員のお話が出られたときに、宿毛市の教育

と、益野小学校いいますか、そこらあたりのバ

ランスいいますか、ことの重要性というのは、

わかるんじゃないかというふうに思います。 

　そういった面で、３カ月も教育長が不在とい

う事態については、私としては、大変遺憾であ

るというふうに思います。 
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　教育長におかれましては、宿毛市の教育行政

方針、定期異動の問題、予算の問題等と、益野

小学校における岡松校長の立場と、どのように

考えたのか、お伺いをいたします。 

　それと、鵜来島の連絡所の件でありますけれ

ども、今、市長の方から、だんだんと協議をい

たしている、島民とのお話し合いも続けておる

というお話でございますが、ぜひ、この問題に

ついては、再度、考えていただきたいという部

分がございます。 

　ここに１７年度の国勢調査の資料があるわけ

ですけれども、老齢化率を見た場合、１７年度

で、宿毛市全体では２６．６６パーセント、沖

の島全体では５２．５０パーセント、鵜来島を

とってみた場合には、６９．４９パーセントと

いう数字が、国勢調査の中で出てきております。 

　いわゆる、これについては、５０パーセント

を超えると限界集落というような形で、新聞報

道も先日、報道され、宿毛市の中でも久礼広地

区がこういう状況にあったという報道も見まし

た。 

　１回行政が手を離れると、再度、配置しよう

と思っても、大変難しい問題が出てくるかなと

いう思いがいたします。そういった面で、こう

いう厳しい状況にあるわけでありますので、再

度お尋ねをいたします。 

　それと、離島振興法の関係で、沖の島１周道

路の関係で、丁寧にお答えをいただきましたけ

れども、それこそ島民にとって、長年の夢と言

いますか、でありますので、ぜひ、今お話があ

りましたように、国土交通省とか、高知県、先

ほど言いましたように、県道でありますので、

高知県とも連携を図りながら、いろいろ今、提

起をされました部分を含めて、調査研究を行う

中で、島民の悲願でございますので、今後とも

積極的な取り組みを、要請をいたしておきます。 

　それと、災害防災対策についてでありますが、

最後の、玄海島の場合には、定期船を利用して

避難をしたと。全員が避難したと。一部は残っ

て、災害対策に当たったという部分があるわけ

ですけれども、沖の島の場合、考えた場合に、

１日２便でございまして、災害、いつ起こるか

わかりません。そういった中で、当然、本島へ

の避難という部分も考えなくてはならないかな

という思いがいたします。 

　そういった中で、今、沖の島の方に１３隻で

すか、渡船組合がありますが、その渡船組合と

の緊急時の輸送体制について、協定を結ぶこと

も大事かなという思いがいたします。 

　この点について、今、再質問をした部分につ

いて、お答えをいただきたいと思います。 

○副議長（寺田公一君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、松浦議員の再質

問にお答えをいたします。 

　鵜来島の連絡所の件でございます。おっしゃ

るとおり、鵜来島、今、学校が休校になってお

りまして、子どもの姿がほとんど見えないとい

うところで、先ほどの高齢化率６９パーセント

ですか、ほとんどもう８０パーセントに近いん

じゃないかというふうなことも、現状も、我々

も認識しておりますし、これが、皆さん、島民

の方がいなくなるというふうな事態を招いては

いけないというふうな認識も持っております。 

　そういった形で、廃止をするようなことはし

ない。業務体制の見直しをしてまいりたい。そ

の場合にどういった形をとっていくか。先ほど

申しましたように、検討をします。 

　それで、どうしても島民の方々のご意向とい

うものも、やっぱり十分に聞かなきゃいけない。

これを無視した形では、断行するとか、廃止を

するとかいうことは、絶対いたさないようにい

たしておりますので、その辺はご承知おき願い

たいと思います。 

　それから、１周道路でございます。これ、以



－ 47 －

＋

前も、私、就任したときからも沖の島へ行きま

して、ここでとまっているんだということを、

現状も見てきております。ただ、本当に地図混

乱区域で、用地買収がならないというふうなこ

とも聞いておりまして、先ほど申しましたよう

に、島民の方全員が、例えば判こをつけば、実

施をできるんじゃないかというふうな、離島に

限って、そういったこともございますので、少

しその面を、きちんとした形で取り組まないと、

あとに戻れないということになります。 

　道路を建設してしまって、あとで土地の問題

が生じたということになると大変でございます

ので、そこのところを真剣な形で勉強をして、

県の方にも要望をきちんとしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

　それから、今、ご提案というふうに受けとめ

ました、防災災害のときに、渡船組合と緊急時

の協定を結べばということ。これにつきまして

は、これから組合の方とも話をさせていただき

たいというふうに思います。 

　やはり、災害時にはいろんな方々のご協力を

願わなきゃいけません。先ほどの食料の問題で

もそうですが、やはり、大きな施設、先ほど申

しました公共的な施設が、ほとんど耐震されて

ないということでございますので、そういった

場合に、避難所をどこにするのかとかいったと

きに、避難所の中で一番困るのが、例えば、お

手洗いの問題だとか、そういう部分が、生活の

サイクルの中の問題が非常に大きな問題となっ

てくる。これによって、ほかの災害地でも、そ

の方々がストレスがたまってくるというふうな

ことも承知をしておりますので、災害を、予防

はなかなかできません。防止することはできま

せん、予防じゃなくて。予防はしますし、あと

起こった後の体制をきちんとしていくのが、ケ

アをしていくのが、我々の務めではないかなと、

そういうことも思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（寺田公一君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　松浦議員の再質問に

お答えをいたします。 

　私が１２月に教育委員の指名を受けたことに

つきましては、その時点で、４月１日であるな

らば可能であるという答えを出しておりますの

で、やめるとか、やめておけるとかいうような

問題ではなかったと思っております。 

　ですから、益野小学校の校長の業務と、それ

から宿毛市の教育長の業務とどっちが値打ちが

あるとか、高いとか低いとか、大事とかという

比較にはならないのではないだろうかと、こう

いうふうに思っています。 

　私は、４月１日以降ならば受けることが可能

であるとお答えをしたので、その点を理解して

いただきたい、こんなふうに思っております。 

○副議長（寺田公一君）　４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君）　この教育委員の問題に

ついては、もう既に１２月議会で同意をされ、

また４月１日から、私の一般質問の中でも述べ

ましたように、教育長として業務を遂行いたし

ております。 

　それで、深くは、これ以上申し述べませんけ

れども、最後に１点だけ申し述べて、一般質問

を、再質問を終わらせていただきます。 

　先ほどの再質問でも言いましたように、３カ

月にわたって教育長が不在であったと。こうい

う一番重要な時期に不在であったということに

対して、大変、私としては遺憾であると、遺憾

であったという思いを申し上げまして、一般質

問を終わらせていただきます。 

　ありがとうございました。 

○副議長（寺田公一君）　おはかりいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

　これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○副議長（寺田公一君）　ご異議なしと認めま

す。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　３時０８分　延会 
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午前１０時００分　開議 

○議長（宮本有二君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　１４番、中川でござ

います。 

　ただいまから、一般質問を行いたいと思いま

す。執行部におかれましては、適切なご答弁を

よろしくお願いいたしたいと思います。 

　ちょっと、のどが調子悪くて、聞こえづらい

かもしませんけれども、ご協力お願いします。 

　まず、第１点目に、雇用創出支援プランにつ

いて、お伺いをいたします。 

　先月３０日、高知新聞におきましては、２０

３５年、本県の人口が６０万人割れという大き

な見出しで、厚生労働省の発表した全国の人口

推計を一面トップで取り上げております。 

　２００５年を１００とした場合、２０３５年

の高知県の人口は７４．９パーセントの５９万

６，０００人まで落ち込むと、そういうもので

あります。 

　既に、宿毛市におきましても、２万３，００

０人台にまで人口が激減しており、単純に計算

いたしましても、２００５年４月の人口２万４，

３９２人が、２０３５年、２８年後でございま

すが、１万８，０００人になってしまう計算と

いうことになります。 

　人口減は、経済的自立を目指すことが求めら

れております宿毛市にとりましても、大きなマ

イナス要因でございます。当然、市町村合併も

喫緊の行政課題となることは必至の情勢という

ふうに考えます。 

　こうした実態を見てみますと、少子高齢化が

進む中で、産業の衰退や人口減に歯どめがかか

らない現状を、どこかで食いとめなければ、宿

毛市そのものが限界集落化していくのではない

かと危惧をしております。 

　今こそ住民と行政が知恵を出し合い、地域力

をもって、宿毛の活性化を図っていくことが、

非常に重要ではないかというふうに考えており

ます。 

　私たちがこの宿毛で自立していく努力を怠れ

ば、地域経済はますます疲弊していくことは火

を見るよりも明らかであります。 

　現在、私が市内住民から聞くさまざまな要望

や相談で一番多いのは、何でもいいから宿毛に

仕事をつくってほしいという、切実な声であり

まして、企業誘致や地場産業振興による雇用創

出への期待の声であります。 

　今、宿毛市行政ができることとして、高知西

南中核工業団地や、宿毛湾港流通工業団地への

企業誘致、あるいは地場産業に対する行政の支

援などが考えられますけれども、まず重要にな

るのは、産業振興や雇用対策に対する宿毛市の

施策が住民に具体的に見えるようにするととも

に、住民への積極的な各種情報提供と、支援プ

ログラムを示すことではないかと考えておりま

す。 

　私は、昨年の３月定例議会におきまして、地

域が自立していくための１つの方法として、地

域再生計画の申請認定による雇用の創出や、産

業振興を図るために、厚生労働省の地域提案型

雇用創造促進事業、いわゆるパッケージ事業で

ございますが、これを提案をしてまいりました。 

　現在、ひかり共同作業所の事業計画を、地域

再生計画へのせる準備が、関係者の努力で進ん

でいると聞いておりますし、また、夢いっぱい

会への行政支援につきましても、一定の成果が

見られるのではないかと思っております。 

　こうした取り組みをさらに拡大させていくた

めにも、広報やホームページでの呼びかけだけ
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ではなく、行政が持っているさまざまな制度や、

事業支援メニューの情報を、住民に積極的に提

供すると同時に、住民からの相談や質問など、

さまざまなニーズに対応する関係課を横断した

ネットワーク体制と、窓口を整備することが、

まず重要ではないでしょうか。 

　そして、住民との共同による雇用創出プロジ

ェクトとして、まず、庁内で国の地域再生プロ

グラムだけでなく、有益な国、県の補助事業や、

交付金事業などを積極的に取り入れて、住民主

体の取り組みを育成、支援するメニューをまと

め、住民に呼びかけてはどうでしょうか。 

　さらに、住民からのさまざまな地域おこしや

雇用拡大を図るためのプラン、アイデア等を取

り入れる住民提案事業の募集や、具体的な行政

施策の計画、構想に対するパブリックコメント

の募集なども行うなど、住民参加による宿毛市

の活性化と雇用創出に取り組んではいかがでし

ょうか。 

　以上、行政の新たな仕組みづくりについて、

提案させていただきますが、中西市長の宿毛市

におけるこれからの雇用創出支援プランについ

て、お聞きをいたしたいと思います。 

　次に、２点目の地域福祉計画と、住民と支え

合うまちづくりにつきまして、お伺いをいたし

ます。 

　市長は、４年前の市長選挙におきまして、市

民優先の市政運営を訴えて初当選を果たされま

した。２００３年１１月１３日に、宿毛市社会

福祉センターで開催されました前山下市長との

公開討論会において、司会者の質問に対し、中

西市長は市民優先主義を実現し、情報公開をさ

らに進め、事業実施に際しては、説明責任を果

たす行政運営をしていくと述べ、多くの市民、

住民と密着した行政を推進することを明言をい

たしております。 

　さらに、中西市長は、日ごろから行政と住民

の協働のまちづくりにかかわりまして、行政主

導でなく、住民の意欲的な取り組みに対して、

行政が支援していく形が望ましいことも、常々

表明してまいっております。 

　そこで、住民が主役で取り組むもう１つの地

域計画でございます地域福祉計画と、住民とと

もに支えるまちづくりについて、具体的に質問

に入りたいと思います。 

　地域福祉計画の策定につきましては、４年ほ

ど前から、宿毛市行政方針に盛り込まれ、一定

の取り組みがなされてまいりました。しかし、

残念ながら、いまだに宿毛市地域福祉計画の策

定には至っておりません。 

　それどころか、市民が注目し、具体的な取り

組みを期待していたにもかかわらず、ことしの

行政方針から、突然、この地域福祉計画に関す

る文言が姿を消しております。 

　これまでも本会議の一般質問で複数の議員が

この計画を取り上げ、そのたびに市長は、答弁

で地域福祉計画策定に向けて取り組むことを答

えてまいりました。 

　今後、宿毛市行政として、住民参加による地

域福祉の推進について、どのような方針で臨む

のか、改めてお聞きをいたします。 

　ご承知のように、社会福祉事業法が社会福祉

法に改正されまして、２００３年４月に施行さ

れましたが、その法第４条で、地域住民社会福

祉を目的とする事業を経営するもの、及び社会

福祉に関する活動を行うものは、相互に協力し、

福祉サービスを必要とする地域住民が、地域社

会を構成する一員として日常生活を営み、社会、

経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加

する機会が与えられるように、地域福祉の推進

に努めなければならないと規定しておりまして、

その１０７条では、自治法第２条の第４項の基

本構想に即した市町村地域福祉計画を策定する

際の必要事項が盛り込まれております。 
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　しかし、地域福祉計画の策定は、役所の机上

の作業だけで行うものではないことはご承知さ

れておると思います。 

　地域で生起するさまざまな問題や課題を、住

民みずからが考え、解決していくプロセスや、

地域で支え合うコミュニティーづくりを通して、

そのほか、既存の法定計画、地域での協働まち

づくりプログラムを組み入れた地域福祉計画に

していくことに、真のねらいと、それに対する

意義があると考えます。 

　まさに、地方分権時代を生き抜くために、行

政と住民の協働による、住民が支え合う福祉の

まちづくり総合計画として、つくり上げていく

視点が重要なポイントではないかと考えており

ます。 

　この計画を積極的に取り組むことによるメリ

ットといたしまして、行政の効率化や住民自治

意識の向上による環境対策、防災対策、非行防

止、地域教育力、いじめや虐待の防止、人権文

化の醸成、地域コミュニティーによる地域活性

化など、地域住民の支え合いによって、行政依

存から行政と住民の協働によるまちづくりへ発

展させることが可能になります。 

　そのためにも、地域福祉計画に取り組む基本

理念や、基本目標を行政として掲げると同時に、

まずは福祉事務所に専任の担当職員を配置し、

住民への情報提供や、説明責任を果たしながら、

住民が主体の取り組みを支援していく庁内体制

を整備することが、最も重要であろうかと思い

ます。 

　以上、市長のお考えをお聞きをいたします。 

　最後の３点目でございますが、市立小中学校

等への公用車の配置についてであります。 

　ことし４月から、各市立施設に勤務する常勤

職員に対して、条例に基づかない要綱を根拠に

して、月額１，０００円の駐車料金を、同意書

までとって徴収することになったわけでありま

す。 

　宿毛市が財政難ということで、少しでも財源

を確保するために考えられた、苦肉の策と受け

とめてはおりますけれども、私は、その手法に

ついて、若干の疑問を持っております。 

　この件につきましては、次の機会に詳しく取

り上げさせていただくといたしまして、今回は、

駐車料金を徴収することとなった宿毛市立小中

学校や、市立保育所、支所等への公用車の配置

を検討する考えはないかについて、お聞きをい

たします。 

　宿毛市では、既に本庁舎以外の市立施設など

にも、公用車等を配置をしてきております。公

務で、本庁舎や関係機関に出向く際には、ほと

んど公用車を利用しておりまして、通常、公務

での私用車の使用は、事故などさまざまな補償

等の責任問題もありますので、好ましくないと

されているはずであります。 

　しかし、そうした一方で、宿毛市立小中学校

や保育所、支所等には、これまで公用車は配置

をされておりません。例えば、市立の小中学校

の場合、学校から毎日のように通っている金融

機関や教育委員会を初め、会議や家庭訪問など、

公務として移動する手段は、今のところ私用車

等に頼らざるを得ない状況でございます。 

　現在、学校から４キロ以上を公務で移動する

場合は、出張旅費の支出が認められているよう

でございますけれども、限定予算でもありまし

て、しかも数年前から比較いたしますと、この

予算も大幅に減額をされているのが現状のよう

であります。 

　この出張旅費も、実際には日々の公務での使

用にはなっていないというふうに考えます。 

　さらに、公務での私用車の使用が、公務災害

の対象になるとはいえ、燃料代も含めてその利

用経費や維持費、事故処理の費用はすべて個人

負担が原則となっていると聞いております。 
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　こうした状況を考えたとき、市内各小中学校

など、公務で移動を余儀なくされている市立の

施設には、宿毛市として、公用車の軽自動車１

台ぐらいは配置するべきであり、最低でも公務

災害が発生した場合の宿毛市としての責任を明

確にするとともに、私用車の使用に当たって、

応分の経費負担をすべきではないかというふう

に思いますが、行政としての基本的な立場と見

解について、お聞きをいたします。 

　加えて、県教委や市教委が主催する各種発表

会や協議会など、各種催し物に、公務である教

育活動の一環として、一、二名の児童生徒が代

表で参加するケースもございます。 

　学校から会場まで移動する場合、移動手段及

びその経費負担と引率を含め、参加のための最

終責任をどこが持つのか、お聞きをいたします。 

　以上、学校駐車料金制度の導入によって、教

職員に応分の負担を求めるのであれば、施設設

置管理者としての責任も果たすべきだと考えて

おります。市長、教育長の見解をお聞きをいた

します。 

　以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、おはようござい

ます。 

　中川議員の一般質問にお答えをいたします。 

　まず第１、雇用創出支援プランについてでご

ざいます。昨年の３月議会におきまして、中川

議員からご提案をいただきました地域再生に関

する周知及び募集につきまして、まず答えさせ

ていただきます。 

　昨年の５月の広報で、こういうことにつきま

して、概要についてお知らせしたところでござ

いますけど、残念ながら、その住民からという

か、市民の方々からの提案がございませんでし

た。 

　今回もいろいろご提案もいただき、ありがた

く拝受しているところでございます。 

　地域再生としましては、芋焼酎の、今現在は、

芋は宿毛での生産でございますが、鹿児島と松

山の方へ運んでいって、免許のあるところでつ

くっていただいているというふうなことの費用

が、かなりかかっております。 

　そういった意味で、宿毛での製造販売に向け

て、ただいま免許取得といったところで、努力

をしておるところでございまして、こういった

製造販売になりますと、雇用の場もできます。

そういった地域再生の形も、少し貢献できるん

ではないかというふうなことも思っております

し、また、どぶろく特区の取得等によりまして

の地域活性化にも、取り組んでおるところでご

ざいます。 

　また、宿毛駅の空きスペースを利用しまして、

現在、売店がありますが、宿毛市元気の出る総

合補助金を活用しまして、地元産品を販売をし

ております。 

　生産者の、ここでの意欲向上が図られておる

というふうに思っております。 

　また、ブルーツーリズムによりまして、例え

ば、これ、チヌカゴ漁とか、養殖業へのえさや

り等を通しまして、交流することで、地域振興

への取り組みをしております。 

　雇用の創出及び支援につきましては、国、県

が最重要課題といたしまして取り組んでいる施

策でございます。内閣府からは、地域再生計画、

構造改革特区制度を初めとしまして、各省庁か

ら、さまざまなメニューが出されております。

当市としても、行政と住民が情報を共有する中

で、事業推進を図る協働関係を構築していくこ

とが、重要であるというふうに認識をしており

まして、個々のメニューの周知につきましては、

県の地域企画支援員の協力を得ながら、庁内各

担当課が実施をするということとともに、取り

組みへの助言を行っているところではあります。 
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　今後も支援制度については、各担当課が広報

とか、各メニューの記載されているホームペー

ジを紹介するなど、周知方法についても、工夫

してまいります。 

　ただ、個々のメニューの詳細についての周知

については、限界もございますので、その相談

をできやすい環境づくりを検討してまいりたい

というふうに思っております。 

　国とか県が行っております助成につきまして

は、地域からの提案型事業でございます。前段

で述べた取り組みを、継続的に実施しまして、

地域の活性化に努めてまいりたいというふうに

思っております。 

　今後、これらの取り組みの成果も公表しまし

て、周知を図ることで、市民の方々と情報共有

を行いまして、新たな発想による産業を創出し

ていきたいというふうなことも考えております。 

　また、昨日、今城議員の質問にもお答えしま

したとおり、我々、一次産品、非常に私は、非

常にすばらしいものが、ここの地域にあるとい

うふうに思っておりまして、もう一度、そこの

ところを見直した形で、加工したりするところ

をやっていきたい、そんなふうにも思っており

ます。 

　次に、地域福祉計画についてでございます。 

　地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条の第

１項の規定に基づく計画でございまして、その

目的でございますが、地域住民の主体的な参加

により、住み慣れた地域で、だれもが安心して、

幸せに暮らせるように、住民が主体となって助

け合い、支え合い、ともに生きる仕組みをみん

なで話し合ってつくる計画でございまして、先

ほど、中川議員の方からも、るる説明もあった

という形で、特に追加はさせませんが、そうい

った計画でございます。 

　ご指摘のとおり、この計画につきましては、

平成１５年度よりプロジェクトチームを立ち上

げて、準備年度といたしました。 

　１６年度から行政方針の中で、市民や社会福

祉協議会、ＮＰＯ法人等と協働して策定してま

いりますというふうに盛り込みまして、この間、

議会の一般質問でも、その必要性については策

定する方向での答弁をしてまいりました。 

　少し言いわけになるかもしれませんが、計画

策定のかなめとなります地区別リーダーの発掘

が十分に整いませんで、またさまざまな福祉関

連計画との策定と時期が重なるというふうなこ

ともございまして、策定に至ってないというこ

とは、これは反省すべきことであるというふう

に思っております。 

　この計画は、全国的にも策定がおくれており

まして、県下でも策定済みの市町村は、お隣の

土佐清水市、それから室戸市、梼原町、この３

市町のみとなっております。 

　今後は、既に策定した自治体の取り組みを参

考とするとともに、各種の情報の交換を行いま

して、策定に向け、検討してまいりますが、市

内全域の計画を一斉に策定するのは、これまで

の取り組みの状況から、なかなか困難というふ

うに考えております。 

　ここはひとつ、モデル地区を選定しまして、

身近な問題からみんなで話し合って、計画を策

定することとしたく思っております。 

　次に、市立の小中学校への公用車の配置でご

ざいます。 

　市立小中学校、市立保育所、支所への公用車

の配置についてですが、本市の財政状況並びに

使用頻度等を考慮した場合、現状では、すべて

の施設に公用車を配置することは困難な状況で

ございます。 

　このために、本庁舎や一部施設を除きまして、

各施設に勤務する職員の、これは私用車、私有

車を公務に使用することを認めておるわけでご

ざいます。 
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　この場合は、事前に私有車公務使用届を、総

務課まで提出した上で、旅行命令権者の承認を

受けて、使用することとしておりまして、命令

に従った旅行の場合は、車賃として、一定の費

用を当該職員に支給することとしております。 

　今後も、本市の厳しい財政状況等を考えます

と、公用車の配置は困難と考えますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

　次に、私有車の公務使用によりまして、公務

災害が発生した場合の当市の責任ということで

ございますが、旅行命令に従った通常の経路上

における事故によって、第三者に対して損害を

与えた場合の損害賠償につきましては、公用車

と同様に取り扱いまして、原則、市が負担する

こととしております。 

　また、旅行命令の日程に従った通常の経路上

の事故につきましては、特別な場合を除き、公

務上の災害である旨の意見を付することとする

というふうな取り決め運用をしておるところで

ございます。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、中川議員の

一般質問にお答えをいたします。 

　市長の方でほとんどの要件について、説明が

あったと思いますが、私の方から、学校の職員

にかかわることにつきまして、ちょっとお話を

させていただきたいと思います。 

　学校の職員の方ですが、所属長、校長の許可

を得て使用が認められているということです。 

　具体的には、学校とか教育委員会の事務連絡

とか、生徒指導のための巡回だとか、指導連絡

のための家庭訪問だとか、市主催の研修会、研

究会への参加、こんなふうになっております。 

　なお、作業等に伴うトラック等の使用は、市

の所有の公用車を使用することとなっておりま

す。 

　それから、議員がご質問の児童引率について

は、特別な場合を除いては、認めておりません。 

　特別な場合と申しますのは、児童生徒に事故

があった場合、緊急を要する場合に、児童生徒

の運送等は、当然、認められております。 

　それから、さっき、事故に遭った場合は、市

長の方からお話がありましたので、その学校の

教職員の公務、私有車を公務車として使用する

場合の要件といたしましては、対人が１億円、

対物が５００万円以上の任意保険に加入をして

いるという要件を満たしてなければならないと

いうことです。 

　いろいろと問題がありまして、１つ例を挙げ

ますと、市の職員につきましては、２キロまで

は旅費が、ガソリン代が出されますが、県の職

員、学校の職員につきましては、半径４キロに

満たない場合には出せないことになっておりま

すので、その件につきましても、県の教育委員

会にいろいろ要望をしてみたいと思っておりま

す。 

　それから、その他、今後、他の市町村との情

報を交換しながら、それは児童生徒の輸送も含

めまして、いろいろと検討をして、この規定の

見直しも、見直すべきところは見直していかな

ければならない。直ちに見直すというのではな

くて、いろいろな意見を聞いて、総務課とも連

絡をとりながら、話し合いを進めていきたい。

作業を進めていきたいと、こんなふうに考えて

おります。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　１４番、再質問を行

います。 

　１点目の、雇用創出支援プランでございます

けれども、大筋においては、了としたいと思い

ますが、先ほど、市長のご答弁の中にございま

したように、相談のできやすい環境づくりとい
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うご答弁が、中にありましたけれども、私が質

問の一番重要なポイントに置いておりましたの

は、庁内体制を、きちっと体制をつくることに

よって、住民からのいろいろな相談に対応する。

そして、庁内の横断した取り組みをしていくた

めの、そうした、いわゆるコーディネート役が

できる、そういう体制を、職員を配置するなり、

位置づけするなりする中で、やっていくべきで

はないか。 

　そういったことを通して、さまざまな、いろ

んなメニューを、宿毛市独自のものも含めて、

どんどん住民とともにつくり上げていくという

ことが必要なんではないかなというふうに考え

ておりまして、具体的に、庁内の中で、各課に

お任せしてやるというだけでは、これまでと変

わりません。 

　現在であれば、恐らく企画の中で、だれかが

やられておるんであろうと思いますけれども、

各庁内の担当課と、きちっと連携をとる。いわ

ゆるリンクして、ネットワークをつくって、住

民対応していく。宿毛市はこういうプランを持

ってますよ、こういう支援はやりますよという

ことを、住民にはっきり見えるように、わかる

ように説明できる、そういう体制をつくること

が重要であろうというふうに思います。 

　例えば、現在、高知県から派遣されておりま

す元気応援団、俗に言いますけれども、支援員

が２名配置されておりますが、いいか悪いかわ

かりませんけれども、企画のどこかに席を構え

ておるのではなくて、教育委員会の入っており

ますエントランスセンターの中の教育委員会の

一角に机を置いて、事務をされて、仕事をされ

ておるというふうに聞いておりますし、そうい

ったことも、ちょっとミスマッチではないのか

なというふうに感じているところであります。 

　そうした県の関係者、そして国からも出向し

ていただいて、今、重要港湾、宿毛湾港の流通

工業団地等の取り組みについても、さまざまな

お仕事をしていただいておるというふうに聞い

ておりますけれども、そうしたネットワークを、

庁内、そして庁外とともにつくっていく。その

窓口として、宿毛市の行政の中のどこか、例え

ば企画の中にそういう担当者を置いて、きちっ

とした体制を組むということがあった方がいい

んではないかなというふうに考えておりますの

で、検討をしていただければいいんではないか

なというふうに考えます。 

　続いて、地域福祉計画と、住民と支えるまち

づくりでございますけれども、先ほどの答弁で、

モデル地区をとりあえずつくってやっていきた

いということであります。 

　確かに、地域地域でニーズも違いますし、課

題も違います。いろいろの問題が、その地域地

域の特色ある、独自のいろんな取り組み課題が

あると思いますので、できるとこから始めてい

くということも重要であろうかと思います。 

　この計画が任意でできることになっておりま

すし、法定ではありませんので、むしろそうい

うことによって、自由闊達な意見を出し合い、

そして地域に応じた、宿毛市ならではの、そう

いった計画づくりの中で、よりよい宿毛市の住

民と行政との関係ができ上がっていくんではな

かろうかというふうに期待をしておりますので、

どうか、具体的に前へ転ばしていただきたいと

同時に、福祉事務所の担当の方の職員について

は、きちっとそのお仕事に、相当、時間を割い

て、かかわっていただかないと、ついで仕事い

うことには、なかなかならんと思いますので、

その辺の人事的な機構面の配慮も、市長にはお

願いをしたいと思います。 

　その点のご答弁ございましたら、お聞かせ願

いたいと思います。 

　３点目の市立小中学校等への公用車の配置の

件でございますけれども、この市長の答弁の中
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で、使用頻度の問題がございましたけれども、

支所とか保育所の関係で、どれくらい、実際に

私用車を使って、公務で使っておる実態がある

のかということも、すべて把握しておりません

けれども、その使用頻度については、小中学校

の関係で、いろいろ調査しましたところ、かな

り頻度が高いというデータを、調査の結果、数

字として上がってきております。 

　これは、ある先生たちの組織の中で、アンケ

ート調査をしたようでございますが、その結果

として、私用車を公用車として使ったことがあ

るかないかについて、恐らくこれ、幡多郡内だ

と思うんですが、約９４パーセントの教職員、

事務職員が使ったことがあるということであり

ます。 

　先ほどの市長のご答弁によりますと、公用車

に使う場合の１つの手続として、総務課にその

公務使用届を出すということになっておるよう

ですけれども、実際に、すべての出先の職員、

小中学校の教職員、また事務職員も含めてです

が、公務使用届を、すべての私用車の関係で出

されているのか。それが、１度出したら、年間

通して使用届出さなくていいのか。そのたびの

届けなのかについても、ちょっとお聞かせを願

いたいと思います。 

　それから、教育長からのご答弁で、教職員の

公務での私用車の使用は、学校長の権限で認め

られておるというふうなご答弁であったと思い

ますけれども、先ほど、ちょっと述べましたよ

うに、具体的にお話を聞くと、例えば、すべて

の小中学校の事務職の方が、私用車を用いて、

金融機関にほとんど毎日のように行っていると

いうことを聞いているわけです。 

　恐らく、以前であれば、金融機関の方からお

金を徴収に、集金に来られたケースもあったか

と思いますが、今はほとんどないそうですね。

金融機関も経費節減ということでありましょう。

ほとんど学校から私用車。しかも、事務の方が、

事務職員の方が、自分の私用車を利用して、毎

日持っていく。その毎日の業務で、権限と言い

ますか、学校長にその都度、きょう持っていき

ます、使っていいですかということでいってお

るのか。それとも、年間通して、常態化してお

るわけですから、当然、持っていっていただか

んといかんいうことで、持って、実際に私用車

を使っていただいておるようです。 

　先ほどのルールの話はありましたけれども、

現実として、今の状態で、仮に事故等があった

場合、幸いなことに、今、そういう問題は起こ

ってないので、非常に問題にはなってないわけ

ですけれども、実際に起こった場合に、そうい

う手続を仮にして、本当にしておるのかどうか

わかりませんが、ルールどおり。してなかった

場合には、どういうふうになるのか。 

　しかも、現実を聞きますと、ほとんどもう、

先ほど市長から言われたような、公用車の申請

をすれば、一定の経費が出ると言いましたけれ

ども、恐らく、学校の場合は出てないと思いま

す。それに対して、その整合性を、宿毛市の職

員と学校現場の職員とどう図っていくか、いう

ことが今、ちょっと問われているわけでありま

して、その、もしもの場合の責任を、そうすれ

ばどこがもつのかいうことが、ちょっと懸念さ

れるわけでございます。 

　事務で行かれる方だけではなくて、先ほども

言いましたように、特別な場合を除いては、児

童・生徒を乗せてはいけないということになっ

ていることも聞いておりますけれども、実際問

題として、緊急な場合だけではなくて、先ほど

言いましたように、一、二名の代表者、児童・

生徒をどうしても、何かの発表会であるとか、

連れて行かなくちゃならんと。その会場までの

移動手段は、現実の話を聞きますと、引率の先

生が自家用車で、自分の私用車に乗せて行かな
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くてはならない現実もあるというふうに聞いて

おります。 

　その場合に、その先生、担当された先生、教

職員の個人の責任に属するのか、校長の責任な

のか。またまた教育委員会としての責任になる

のか、その辺のことが、ちょっと定かではあり

ませんので、ぜひ、ルールのお話はあるとはい

え、実際、現実での、現場の姿を見ると、なか

なかそのようにはなってないんではないかとい

うふうに思いますので、その辺のことを、ちょ

っと心配ですから、お答えを、再度お願いした

いと思います。 

　ちょっと雑駁な話で、わかりにくいかと思い

ますけれども、よろしくお願いします 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中川議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、１点目の雇用創出プランの相談体制と

か、その組織の関係、ちょっと答弁漏れており

まして、まことに申しわけございません。 

　相談体制といたしまして、メーンになるのは

企画課に、今回、企画官を配置しております。

この者は、一応、国の方から来ていただいてた

わけでございますが、特に宿毛湾ということで

はございませんで、庁内全体のこういった形の

企画プランにつきまして、すべてにわたって職

務をしていただくということにしておりますの

で、一応、メーンの相談体制というのは、企画

課の企画官ということでございます。 

　そしてまた、各課の横断的なということがご

ざいます。これ、企画官の方から大体の指令と

かいうものは出しておるわけでございますが、

まだ足りないというところでございましたら、

これから庁内に１つプロジェクトチームを立ち

上げて、そういった、今、ご提案の体制をつく

ってまいりたいと、このように考えます。 

　次に、地域福祉計画でございますが、先ほど

も少し申し上げさせていただいたんですが、こ

の計画そのものが策定できなかった部分につき

まして、我々のやり方にも問題があったかもし

れませんが、結局、市民の参加というものが、

まだ得られていないというところがございます。 

　そういったところも含めまして、ぜひモデル

ケースとして、地域の特色を踏まえた上で、市

民の参加をぜひお願いしたいという形で、策定

してまいりたいというふうに考えます。 

　それから、公用車の扱いでございますが、先

ほどの実態把握ということも、私、ちょっと把

握をしておりません。 

　公務以外、使用させるときに総務課に届ける

ということにつきましては、総務課に、包括的

に届けるのか、その都度、届けるのかにつきま

しては、総務課長に後でお答えをさせますが、

もう１つ、市の職員と学校との取り扱いが違う

んじゃないかとか、そういうこともございまし

たので、我々も、現場の職員等と話し合いをさ

せていただきまして、不都合な面については、

改めていくというふうなことを考えております。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、中川議員の

再質問にお答えをいたします。 

　ご指摘のように、いろいろと問題があると思

いますし、学校の先生方には、負担はかかって

いると思いますが、１つには、私有車を公用車

として、年度当初に１億円の、先ほど申しまし

たように、対人と、それから５００万円の対物

との任意保険に加入している車に限って、年度

当初、登録をします。 

　それで、用務のたびに校長に、どういうこと

かと申しますと、公務の効率執行上に、機動力

の使用が客観的に必要と認められる場合には、

所属長、校長が、必要と校長が判断した場合に、

公務使用を許可すると。それで、郵便局にも行
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くわけですけれども。 

　県の職員ですので、給料は県と国とが半分ず

つ出して、負担しているわけですけれども、県

の旅費規定でいくわけですので、４キロに満た

ない場合は、校長が許可をしても、銀行に行っ

た場合にも、ガソリン代２９円の規定のガソリ

ン代が出ません。 

　ですけれども、今から事務連絡、金融機関に

手続に行きますということで、そのときに、例

えば岡松金融機関、幡多信やったら幡多信、ち

ょっと名前が出て済みませんが、行ってきます

ということで、書いて出せば、それは公務使用

としての車として、認められるわけですから、

その場合に、事故を起こした場合には、市が認

めたということになりますので、市の教育委員

会が認めたということになりますので、負担は

すると。責任は、事故を起こした場合に、第三

者にけがを負わした場合には、市が負担をする

ということになっております。法律上は。 

　それで、その場合の事故の過失相殺につきま

しては、話し合いの中で、応分の負担がある場

合には、個人がその負担をすると、こういうこ

とになっております。 

　それから、先ほども申しましたように、児童・

生徒の引率については、これは大変、以前から

問題になっているところで、子どもの、さっき

申しましたように、ちょっと矛盾がありますが、

機動性ということを考えれば、一人、二人の子

どものために、タクシー、ハイヤーを雇って運

ぶというのはちょっと、さっき市長の方からも

答弁がありましたように、財政面で問題がある

かとも思いますし、しかし、子どもの生命を尊

重する場合、そんなことを考えれば、それはタ

クシーででも対応する必要があると思いますし、

どちらかにしても、子どもの安全を確保するこ

とと、機動性ということをあわせて、今のあり

方については、総務課、教育委員会、いろいろ

と話し合いをして、できるだけ望ましい方向に

進めていかなくてはならないと、こんなふうに

今は考えております。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中川議員に、先

ほど１つ、答弁が漏れておりました。まことに

申しわけございません。 

　地域福祉計画をつくるときの福祉事務所の体

制、専任をおいてやれというふうなことでござ

います。 

　今、非常に定員削減もしている状況で、非常

にきちきち、きつい仕事をしております。いろ

んな計画も立てなきゃいけない。福祉事務所、

非常に、残業もしてもらいながらやっている状

況でございまして、福祉計画を立てる専任とい

うことでは、なかなかまいりませんが、主とい

う形での仕事の体制は、福祉事務所長と事前に

話しておりまして、きちんとその面については、

主になってやっていくものを配置するというこ

とで、体制を整えてまいりたいというふうに思

っております。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、１４番

議員の一般質問にお答え申し上げます。 

　市立小中学校等への公用車の配置についての

ご質問の中で、支所、保育所、小中学校等の私

有車の使用頻度についてというご質問でござい

ますけれども、支所、保育所につきましては、

支所につきましては、通常、支所で扱う公金等

を最寄の銀行に届ける、週に１回ですけれども、

そういったケース。 

　通常の役所との文書の収受につきましては、

総務課の職員の方が対応いたしておりますので、

支所については、週に１回程度の使用と。 

　市内の各保育所につきましては、各保育士は、
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通常、年度当初に家庭訪問がございますけれど

も、その際に私有車を利用、それぞれの保育士

が利用していただいて、家庭訪問を行っている

と。 

　それと、あと、行政との文書間の収受にも、

私有車を使って、行っていただいているという

ことでございます。 

　小中学校につきましては、申しわけございま

せんけれども、私の方で、その使用頻度につい

ては、よう把握をいたしておりませんので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

　それから、私有車の届出の件でございますけ

れども、２点目の、については、すべての職員

が行っているのかということでございます。 

　私どもの方には、教育委員会、教育部局以外

のものについては、すべての職員は総務課の方

へ届出をしていただいております。学校職員に

ついては、教育委員会の方に届出があるものと

いうふうに理解をいたしております。 

　それから、３点目の届出の更新があるのかと

いうことでございますけれども、届出につきま

しては、その内容に変化があった場合には、そ

の都度、届出をしていただくと。 

　と言いますのは、先ほど、教育長の方からも

ご答弁申し上げましたけれども、私有車の使用

の条件の中で、一定、自賠責保険、あるいは任

意保険、対人１億以上、対物で５００万以上と

いうような規定がございます。そういう保険等

の変更があった場合についても、届出をしてい

ただいていると。変更がなければ、１度届けて

いただければ、変更があるまでは届出していた

だく必要はないというふうになっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　１４番、質問を続行

します。 

　１点目の雇用創出支援プランにつきまして、

そして２点目の地域福祉計画等につきましては、

先ほどの市長のご答弁で了とさせていただきま

す。３点目の公用車の問題でございますが、基

本的には、公用車も財政上の理由もございまし

て、配置できないという見解を、市長からいた

だいておりますが、若干、市長部局と教育委員

会部局の対応が、県と宿毛市との兼ね合いもあ

って、異なるのかなという気がしております。 

　とりあえず、宿毛市の部分につきましては、

この駐車料金を徴収するに当たって、一定のお

話を、ずっと継続されてきたというふうにも聞

いておりますし、今後また、そのいろいろな課

題に向けて、双方でお話もされると思います。 

　それはまたその流れも見ながら、私としても

注視をしていきたいというふうにも思いますが、

ただ、この教職員の部分、学校職員、事務職員

も含めてでございますけれども、若干、質問を

させてもらいたいと思いますが。 

　先ほど、教育長からご答弁ございましたが、

実際、具体的に例えば言いますが、松田川小学

校から金融機関へ毎日のようにお金を持ってい

かなくてはならない、いうことになっておりま

して、それは学校長の許可で、先ほど言いまし

た、登録をした上の話でしょうけれども、持っ

ていくという場合に、一方、宿毛市の場合は、

届出をすれば、一定の経費負担もいただけると

いうことでありましたが、先ほどのご答弁であ

れば、４キロ以内はだめだと。対象外というこ

とで、無報酬というか、無償で、すべて自腹で、

言い方は悪いですけれども、自分の自費で、仕

事で、ボランティアで持っていくということが

現実なんですよね。 

　そういう場合に、事務職の職員に、まあ言う

たら、個人的に負担をさせているのが現状です

よね。それが本当に好ましいのかどうか、いう

ことを感じるわけです。 
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　先ほど、教育長が言われたように、県教委に

ついても、対しても強くお願いをしていくべき

であろうというふうに思いますけれども、現状

の中で、一方では駐車料金をいただく。一方で

は、公用車として使わされる、逆に言うとです

ね。 

　私の、自分の私有車を、公用車で提供せざる

を得ない、選択肢がほとんどないわけですね。

公用車がないわけですから。歩いて行くわけに

もいかない。タクシー雇って行くわけにもいか

んでしょう。したがって、登録をした公用車と

しての扱いで、自分の車で仕事に使うと。 

　その場合に、何の経費の見返りもないと。し

かも、何かあったときには、先ほどの保険の適

用の範囲のことでしょうから、恐らくその車が

だめになっても、その保険で直してくれという

ことになるのかなというふうに思うわけです。 

　その辺のことを考えると、かなり無理な注文

というか、事務職員に対して、そのケースだけ

で言いますと、事務職員に対して、負担をかけ

て、公的な負担を求めてしまっているというこ

の現実に対して、やはり是正すべきではないの

かなというふうに感じるわけです。 

　そういう部分で、公用車、全く配置できない

という根拠が、財政難であるのか、本来、置く

べきであって置けないのか、その辺のご見解を、

とりわけ教育長、この３月まで現場の校長とし

ておられた方ですから、一番よく知っておると

思います。その辺の、県教委に対しての要望も

含めてあろうかと思いますけれども、ご見解を

ひとつお願いをしたいと思います。 

○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、中川議員の

再々質問にお答えをいたします。 

　選択肢としては、県の方に４キロという規定

を２キロまで見直しをしてもらうように、要求

をし続けるか、県費負担の職員であるので、市

からは、旅費については出さないという決まり

があるわけですので、そのところを、例えば学

校の事務に関することだとか、いろんなために、

各校に負担、旅費負担というか、何かの名目で

年間に何ぼか、その予算化をするように、市の

方へお願いする。予算化をしてもらうという以

外には、方法はないと思うのです。 

　今の私には、それしか思いつきません。中川

議員のおっしゃるように、大変学校の校長先生

とか、事務の担当者の方には、迷惑をかけてい

る、そんなふうには感じておりますし、何とか

しなくてはならないと思っていますが、現状で

は、今、私の思いつく選択肢としては、２つし

か思いつきません。 

　いい方法があったら、また皆さんで検討して

いただきたいと思いますが。 

　以上で、私の答弁を終わりたいと思います。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　１４番中川　貢君。 

○１４番（中川　貢君）　ちょっと、教育長の、

もうちょっと権威あるご答弁をいただきたかっ

たわけですけれども。 

　我々が答える側ではなくて、執行部が、一般

質問ですから、責任ある答弁をしていただくの

が筋であろうと思いますので。 

　責任を持って、ぜひこの問題、きょうで終わ

りということではないと思います。課題がある

わけですから、関係者も含めて、納得のいく今

後の対応をお願いしておきたいと思います。 

　最後にちょっと、加えて現状の中で言ってお

きたいと思いますけれども、宿毛市の場合は、

学校の中に用務員さんをおいてないんですね。

ずっと。 

　教育長は、いろいろ、大月、清水、さまざま

な学校をわたられた経験者ですから、他市町村

では用務員をおいて、さまざまな現場でのお仕

事もしていただいておると思います。宿毛市で
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は、教職員がすべて、その用務員の仕事もしな

がら、学校現場で一生懸命頑張っておるという

姿はご存じやと思います。 

　そういうことも踏まえながら、公的に責任を

負わなくてはならない部分を、個人の責任に転

嫁することのないように、ぜひ、再度いろいろ

調査もしていただきながら、県とも協議してい

ただきながら、市長とも合い議していただきな

がら、問題の起こらないようにお願いをしたい。 

　今のところ、そういった大きな事件、事故起

こってませんので、表立った大騒動にはなって

ないですけれども、もし仮に、何か起こったと

きには、大変な責任問題が発生するということ

を、ここで忠告して、一般質問を終わります。 

○議長（宮本有二君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、浅木でございま

す。一般質問を行います。 

　１期目在任中に右足切断となり、議員活動に

もどかしさを感じる私ではありますが、先の市

議会議員選挙で、市民の皆様に改めてご支持を

いただき、再びこの場に立って質問させていた

だくことになりました。 

　社会保障は切り下げられ、税金や保険料は引

き上げられ、国民の負担はふえ続けています。

安倍内閣による悪政が進行する中、私は、今後

とも憲法と平和、市民の命と暮らしを守る立場

で議員活動、議会質問に臨んでまいりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

　まず、市長の政治姿勢についてお尋ねいたし

ます。 

　１、自衛隊への対応についてでございます。 

　その１番目として、自衛隊による国民監視活

動について、お尋ねいたします。 

　去る６月６日、自衛隊が国民を日常的に監視

し、その情報を本部で把握していることが、日

本共産党の発表で明らかになり、社会的な大問

題となっています。 

　もとより、自衛隊には、憲法上も自衛隊法上

も、国民を監視し、調査する権限は一切ありま

せん。自衛隊という武装した部隊が、違憲、違

法を承知の上で、監視と調査で国民の権利を侵

害していたことに、重大な問題があります。 

　市民の安心を脅かすこの自衛隊の監視活動に

ついて、市長はどう考えているのかお尋ねいた

します。 

　今回、明らかになった分でも、この調査の対

象とされていたのは、４１都道府県にわたりま

す。２８９の団体と個人が、記されています。

団体では、日本共産党や社民党、民主党など、

政権野党を初め、イラク派兵や有事法制に反対

する平和団体、労働組合や地区労、労働組合の

県や全国組織、部落解放同盟、青年組織、婦人

組織など、数々あります。 

　個人では、山田洋二映画監督を初め、議員や

地元テレビ記者も実名で書かれているわけでご

ざいます。 

　その調査内容も、イラク派兵や有事法制に反

対する催しや言行はもとより、ジャーナリスト

や全国新聞の記者による取材活動まで、反自衛

隊活動に分類しています。 

　また、労働組合が行った春闘の街頭宣伝、年

金制度改悪反対宣伝、医療費負担増反対の取り

組み、一般の団体が行った消費税増税反対まで

監視し、調べ上げています。 

　この内容から見ると、現政権に批判的なもの

は、すべて監視の対象とされていたといえます。

問題の監視活動をしていたのは、情報保全隊と

申しまして、２００３年３月に、それまでの調

査隊を再編し、陸・海・空の３自衛隊ごとに設

置された防衛大臣直轄の総勢９００人の情報部

隊であります。 

　設置された目的と任務は、自衛隊内の防衛秘

密の保護と、漏洩防止とされており、民間人の

監視や調査をするようにはなっておりません。 



－ 64 －

＋

　戦前にも、これと同じような組織に憲兵司令

部がありました。この憲兵組織も、もとは軍隊

内の犯罪を取り締まる軍の警察として発足しま

した。しかし、その後は市民の会話にまで聞き

耳をたて、この戦争は負けると話しただけで、

憲兵に引っ張られたと聞きます。 

　この自衛隊の情報保全隊も、憲兵組織の復活

につながる恐れがあると指摘されております。 

　警察が行う監視、調査、尾行なども、ゆき過

ぎると問題になりますが、それでも犯罪捜査の

ためと、目的をはっきりさせています。 

　ところが、自衛隊は、監視と調査の目的を、

国民の前にあきらにせず、久間防衛大臣は、何

が問題なのかと開き直っています。国民に説明

ができない目的とは何か。今後、憲法も変え、

日本国政府が戦争を始めたとき、真っ先に戦争

に反対する人、戦争に反対する団体を取り締ま

るための準備だとの指摘もあります。 

　そこで市長にお尋ねします。 

　第１点は、このような自衛隊による市民への

監視活動をどうお考えか、お聞かせ願いたい。 

　第２点目としては、宿毛市民への監視活動は

どうなっているのか。今後、市民や関係機関と

連携し、実態把握に努めていただきたい。 

　第３点目としては、国民監視活動の中止を、

政府と自衛隊に求めていただきたい。 

　市民が、自衛隊の監視や調査におびえること

のない、安心して暮らせる宿毛市とするため、

市行政としての取り組みを求めるものでありま

す。 

　次に、２番目として、自衛隊の、自衛艦の宿

毛湾入港についてであります。 

　昨年５月には、アメリカのイージス艦「ラッ

セル」が宿毛湾へ入港し、大きな問題となりま

した。特に米軍再編計画に基づくアジアでの軍

事戦略上の要所として、宿毛湾調査、宿毛湾の

軍港化に道を開くものとして、宿毛市民はもと

より、幡多地域を含む県下全域、さらには南予

地域まで、イージス艦入港反対の戦いが広がり

ました。 

　これまでも、この議会で、我が党の議員が問

題点をたびたび指摘し、宿毛湾の軍事利用反対

の声が広がる中でも、自衛艦の入港が繰り返さ

れております。 

　これは、米軍再編の位置づけとしても、今後、

日本が憲法を変え、アメリカとともに戦争を進

めていくときにも、宿毛湾が軍事拠点として重

要であることを、日米の政府が認めていること

のあらわれでもあります。 

　特に、足摺岬沖７０キロの海上には、米軍の

演習場として、高知県の面積の約９割にも相当

するリマ海域が設置されています。この海域は、

好漁場であるにもかかわらず、漁船はほとんど

入れず、高知県の漁業にも大きな影響を与えて

いることから、高知県議会でも、リマ海域撤去

を求める決議がされております。 

　このリマ海域では、アメリカ軍だけではなく、

日本の自衛隊も年間およそ６０日もの練習をし

ています。こうしたことから、今後、宿毛湾へ

の自衛艦入港はさらにふえるのではないかと思

われるわけであります。 

　自衛艦については、昨年７月２５日に、兵庫

県の日本海でミサイル試験のフレアを発射し、

操業中の漁船が緊急避難する事態が発生しまし

た。兵庫県知事は、十分な事前説明がなかった。

致命的な結果につながる可能性が否定できない

と抗議をしております。 

　また、９月５日、青森県のむつ市では、停泊

中の自衛艦の２０ミリ機関砲から、陸地に向け、

１０発の実弾が発射されています。どちらも大

きな人身事故につながる危険性を持っておりま

した。 

　漁民の暮らしと市民の命を脅かし、上陸して

くれば、先ほど述べたように、市民監視や調査
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をする恐れもある自衛艦の入港を、市長はどう

考えているのか。今後の入港は断るべきではな

いか。また、こうした危険な部隊も、宿毛市行

政として、歓迎するべきではないということを

求め、市長のお考えをお尋ねいたします。 

　この項の３番目として、総合運動場への自衛

隊ヘリコプターの離着陸について、お尋ねいた

します。 

　去る５月末に、宿毛市の総合運動公園にて地

震災害時の救助訓練として、自衛隊のヘリコプ

ターによる離着陸訓練が行われました。 

　私は、消防体制も含め、地方の防災組織では

対応しきれない非常災害時における、自衛隊に

よる被災者救助活動を肯定する立場にはありま

すが、今回の訓練については、問題点を指摘し、

市長のお考えをお聞きします。 

　まず、今回の訓練が多くの市民に周知されな

いまま実施されたということであります。 

　昨年のイージス艦の宿毛湾入港も、情報のお

くれが指摘されましたが、こうした軍事組織の

行動にこそ、住民の理解を得るため、情報を早

く周知すべきであります。 

　芳奈地区など、一部の人は、訓練の実施を知

っていたようでありますが、上空から次々と舞

い降りる自衛隊機を見た市東部の皆さんは、何

事かと心配されたようであります。この点から、

遅くはなりましたが、宿毛市に提示されたと思

われる実施計画書を公開し、訓練関係の全容を

明らかにしていただきたい。 

　災害は、日本全国どこで発生するかわからな

いし、これまでも訓練をしていなくても、救助

活動はできています。災害救助訓練の名目で、

軍事拠点づくりの準備をすることも考えられま

す。 

　今後は、無条件にこうした訓練を拡大させな

いことを求めるものであります。 

　さらに、あの陸上競技場は、一昨年、宿毛市

としても１，４５０万円かけて、高知県西部で

は初めて陸上競技の写真判定装置を設置しまし

た。 

　ここにおられる岡松教育長も、幡多地区陸上

競技会会長として、電気時計で記録が公認され

るようになったことは、地域の選手や指導者に

とって大きな励みになると、喜びの談話を発表

されました。 

　以前は、芝生が傷むので、練習には貸せない

との使用の規制もありました。管理をする方も、

心を込めて、大切にしていたあの芝生へ、非情

にも鉄の塊を着地させたことに対し、多くの市

民から批判の声が上がっています。 

　市民の憩の場、教育の場に、軍用機をどんと

据える。これはいかがなものか。訓練そのもの

をやむなしとしても、もっと他の場所を検討す

べきではないか。 

　以上、３点について、市長にお尋ねいたしま

す。 

　大きな２番目として、自殺防止対策について、

市長と教育長にお尋ねいたします。 

　経済大国日本と言われ始めて久しい我が国に

おいても、昨年も３万２，１５５人が自殺し、

これで９年連続の３万人台となっています。 

　これは、サミットに参加するＧ８と言われる

主要国の中でも、ロシアに継いで２番目に高い

自殺割合であります。 

　自殺を、動機など原因別に見ると、健康問題

が約半数で最も多く、２番目が経済生活問題で、

あと家庭問題、勤務問題と続いております。 

　年代別では、６０歳以上が１万１，１２０人

で、全体の３４．６パーセントとなり、１９歳

以下の子どもの自殺もふえ、１．９パーセント

となっております。 

　こうした数字から見ても、医療や介護制度等

の改悪による先行き不安と、負担増、借金苦、

過重労働など、ほとんどが経済苦による自殺と
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言えます。 

　こうした自殺の増大は、大企業や大金持ちを

さらに豊かにさせるための構造改革や、規制緩

和をしてきた自民党政府のもとで進行している

のであります。 

　さて、こうした状況の中で、昨年６月、自殺

対策基本法が制定されました。この法では、自

殺の背景にはさまざまな要因があり、社会的な

取り組みが必要としています。そして、国や自

治体、並びに事業主の責務を定め、自殺防止の

調査研究、普及啓発や人材育成、医療体制の整

備などを挙げております。 

　この基本法を受け、政府は今月８日に、自殺

対策の大綱を閣議決定し、今後１０年間で自殺

死亡率を２０パーセント以上減少させるとしま

した。 

　１０年もかけてわずか２０パーセントでは、

目標が低いのではないかとの批判も多く聞かれ

ます。 

　高知県も、１月に市町村の自殺対策担当者を

対象に研修会を開き、夏までには自殺対策連絡

協議会を立ち上げるとしています。 

　市民の命と暮らしを守るために、市民の自殺

防止対策をどうされるのか、また市職員の自殺

防止対策をどのようにされるのか、市長にお尋

ねいたします。 

　さて、先ほども指摘しましたが、子どもの自

殺もふえ続け、昨年１年間で８８６人の子ども

が自殺しました。そして、その原因の多くが、

いじめであるとされております。 

　自殺するまで追い込むいじめをしたのも、多

くの場合子どもであります。 

　人格の完成を目指すべき教育に、厳しい競争

主義が持ち込まれ、勉強についていけない生徒

も出てきています。お互いの人権を尊重し合う

戦後教育のよさが失われつつある中で、子ども

の心は傷つけられているといえます。子どもに

とっても、生き続けられない教育環境、日本社

会にされてしまったともいえます。 

　そしてまた、子どもの教育に携わる教職員の

中でも、自殺が相次いでおります。校長から圧

力を受けた教員が自殺し、未履修問題、いじめ

隠しなどの発覚で、校長が自殺している場合も

あります。 

　子どもの人格を育て、生きる喜びを教えるは

ずの教育者が、みずから自分の命を絶つ、まさ

に教育現場はそれほどに大変な事態になってい

るといえます。 

　加えて、教育基本法の改悪に続いて、教育関

係三法は強行採決されました。文部科学省によ

る地方教育委員会への統制が強まり、教員身分

の不安定化、管理職等による教員と教育内容へ

の統制、教育現場へ新たな困難が持ち込まれ、

先生も校長も、さらに大変な立場におかれそう

であります。 

　今後、学校現場における諸問題から、子ども

の命と教育者の命を守るために、どのような対

策をされるのか、教育長にお尋ねいたします。 

　３番目に、市政の信頼回復について、市長と

選挙管理委員長にお尋ねいたします。 

　まず、１点目は、不祥事の発生についてであ

ります。 

　市長が現在の職につかれて４年目の後半を迎

えました。財政事情の困難な中、若さも発揮し

て、一生懸命やってこられたと思います。 

　そうした最中ではありますが、残念なことに、

市職員による公金横領という不祥事が発生いた

しました。この件に関して、議案１２号にも提

案されておりますので、私も、今後こうした事

件が再び発生しないことを念じ、この問題を取

り上げ、次のことをお聞きいたします。 

　１つとして、不祥事の概要と、なぜこういう

事件が発生したのかを、その発生原因を明らか

にしていただきたい。 
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　次に、不祥事発生後、市行政として、どのよ

うに対応措置をされたのか。 

　さらに、議案提案に当たって、市長は再発防

止の具体的対策を立てたと言われましたが、そ

の内容を明らかにしていただきたい。 

　以上、３点について市長に説明を求めます。 

　次に、県議投票における市選管の失態につい

てであります。 

　市選管として、１人でも多くの市民に政治へ

の参加と権利行使、投票行動を呼びかけている

中で、せっかく投票に来た有権者２０名の権利

をなくしてしまったことは重大で、市民から怒

りの声が上がっております。 

　私は、市選挙管理委員長に、この問題の内容

と原因、そして再発防止対策の説明を求めます。 

　また、市長には、次のことについてお尋ねし

ます。 

　今年度は県会議員、市会議員、参議院議員、

知事、市長と選挙の重なる年であります。こう

したことにかんがみ、選管の事務局長を総務課

長と併任するのではなく、年度当初から選任配

置するべきであったと、私は思います。 

　次長だけでなく、事務局長がおれば、今回も

どちらかが事務所に残り、投票用紙の追加に携

われたと思います。選挙管理委員会の人員充実

を、議員として３月議会で求めておけばよかっ

たと、私自身も反省しているところでございま

すが、市長の答弁を求めます。 

　３番目に、市職員の飲酒運転防止対策につい

て、市長にお尋ねいたします。 

　昨年、全国で発生した飲酒運転による死亡事

故は６１１件で、その中には、３人の幼子の命

を奪った福岡市職員による飲酒運転事故も含ま

れています。 

　先月も、土佐清水市で市職員による飲酒運転

が発生しました。まだまだ公務員でも飲酒運転

が絶滅できていません。 

　政府も、道路交通法を改正し、この秋から罰

則強化をするようであります。また、全国の自

治体で、職員による飲酒運転厳罰化の方向が強

まっているようであります。 

　宿毛市では、市職員等による飲酒運転は発生

しないと思いますが、市長に、処分基準の明文

化を求めます。 

　飲酒運転による事故は、相手方を不幸にする

とともに、懲戒処分によって、事故を起こした

職員と家族の生活も破滅させることになります。 

　飲酒運転防止の研修や、啓発をさらに強化す

ることが必要かとも思われます。 

　また、懲戒処分基準を明確にし、それを周知

することによって、家族を含め、飲酒運転防止

の抑止効果が期待できます。職員を守ることに

もつながるのではないかと思います。 

　このことについて、市長の所見をお尋ねいた

します。 

　最後に、憲法遵守の教育について、市長と教

育長にお尋ねします。 

　大東亜戦争は、自衛のための戦争だったとか、

あの戦争の従軍兵士の根底には、アジアの解放

があったなど、太平洋戦争における日本の役割

を全面的に賛美するアニメＤＶＤが、学校教育

に持ち込まれていることが、去る６月１０日の

高知新聞で報道されました。 

　日本国憲法は、政府の行為により、再び戦争

の惨禍が起こることのないようにすることを決

意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定するとしており、太平洋戦争の

反省の上に、この憲法が制定されたものであり

ます。 

　国、または地方を問わず、公務員には憲法を

守る義務があることも、憲法９９条で規定され

ております。 

　公教育の場へ、憲法を真っ向から否定するこ

うした教材の持ち込みを認め、その外部者に、
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生徒への授業を任せた学校側にも責任があり、

校長も、内容は偏りすぎているという批判は謙

虚に受けとめるとしております。 

　このアニメＤＶＤは、日本青年会議所が制作

したものであり、「誇り」というタイトルがつ

けられております。 

　あらすじは、女子高校生が過去から来た英霊

の青年に出会い、靖国神社へ誘われ、そこで日

本の戦争の話を聞きます。青年は、愛する自分

の国を守りたい。そして、アジアの人々を白人

から解放したい、その気持ちがいつも日本の戦

いの根底にあったと語り、日中戦争や対米戦争

を、アジア解放の戦争だったと美化します。 

　そして、日本の植民地支配についても、近代

化のために、道路や学校をつくったというだけ

で、創氏改名や従軍慰安婦、強制連行など、加

害の事実には触れておりません。 

　侵略戦争を美化する靖国神社の遊就館の展示

や、解説と同じ立場で、生徒を靖国神社へ誘う

このＤＶＤは、靖国ＤＶＤともいわれています。 

　このアニメＤＶＤが、問題が、この国会で議

論されたとき、伊吹文部科学相は、私が校長で

あれば使わないと断言しております。 

　そこで、１番目として、侵略戦争を正当化す

るこのアニメＤＶＤ「誇り」について、１、内

容を承知しているかどうか。２、学校教育に持

ち込まれている事実を把握しているかどうか。

３、このＤＶＤを学校へ持ち込み、部外者が教

育することをどう考えるか。以上３点について、

教育長にお尋ねいたします。 

　今後の対応について、お尋ねいたします。 

　まず、１番目として、宿毛市の教育に、この

アニメＤＶＤを持ち込まず、憲法の精神を遵守

した教育を進めることを、教育長に求めます。 

　２番目に、いかなる名目であっても、公共の

場で使用させないことを、各学校、教育関連機

関、施設に徹底すること、並びに同趣旨の講演

会などについて、市として後援、協賛、協力を

行わないことを、市長と教育長に求めます。 

　３番目に、市長は、文部科学省が研究委託事

業に採用したことに対して、市として抗議し、

撤回を求めていただきたい。 

　以上を申し上げまして、第１回目の質問を終

わります。 

○議長（宮本有二君）　浅木　敏君の質問に対

する答弁保留のまま、午後１時まで休憩をいた

します。 

午前１１時３２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時００分　再開 

○議長（宮本有二君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　浅木　敏君の質問に対する答弁を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

　まず、第１点でございますが、自衛隊の国民

監視活動について、何点かございました。市民

が、だれかにいつも監視されているというふう

なことには、耐えられないような不快感がある

んじゃないかなというふうな感覚はいたします

が、ただ、この問題につきまして、私の方では、

内容とか事実確認、報道された以外のことにつ

いては、報道されたことの全部も、実は把握し

てない部分もございます。 

　そういったことで、この件について、宿毛市

民が監視されているとか、されていないとかい

うことについても、把握、全然しておりません。 

　ただ、この問題について、全国的な問題でご

ざいますから、いずれのときにか、国の方なり

で、いずれいろいろな解明がされ、問題点が浮

き彫りになって、関係機関において整理をされ

ることではないかなと、そういうふうに感じて

おります。 
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　次に、自衛隊への対応でございます。自衛隊、

自衛艦の宿毛入港についてでございます。 

　浅木議員、自衛艦が入港することで、軍事拠

点軍港となるんじゃないかとか、お話でござい

ますが、私は、昨年のイージス艦の入港のとき

にも、いろんな質問もいただき、答弁もいたし

ましたが、その中でも、宿毛湾港が軍事基地に

なるのではないかとの質問もいただいておりま

す。 

　そのときには、宿毛湾港は商港として整備さ

れておるわけでございまして、これ、防衛省の

整備港ではございません。今の国土交通省の関

係の港湾局の施設整備でございまして、そうい

った形で、湾港が整備されておる。 

　その中で、軍事目的ということはございませ

んということは、はっきり申し上げております

し、今もそれは変わりはございません。 

　また、船が入港する、今、背後の工業団地に

も、まだ企業の誘致もされておりません。そん

な関係で、貨物船というものは、余り入ってき

ておりませんが、客船、それから自衛艦が友好

目的で入ってこられるということについて、入

港していただく船を歓迎するということは、私

は当然だというふうに思っております。 

　そういう時点で、自衛艦が多く入港するから、

軍港になるというふうな憶測というものは、憶

測で判断すべきではないと、そういうふうなこ

とを思っております。 

　それから、自衛隊のヘリの離着陸ということ

で、まず、訓練の実施計画書の公開、その訓練

内容を明らかにすることということでございま

す。 

　この、聞くところによりますと、この訓練に

つきましては、陸上自衛隊中部方面航空隊本部

が実施した訓練でございます。 

　当初、５月２９日に予定をされておりました

が、天候等の関係によりまして、５月３１日に

順延となったものでございます。 

　訓練の目的としましては、東南海・南海地震

発生時に設定する方面飛行統制所、これは宿毛、

春野、そして和歌山県の熊野において、管制気

象隊支援とか、航空機誘導などを実施すること

で、支援基盤の実効性を確認することが主な目

的となっているということでございます。 

　主な演習項目を、羅列をしてみますと、１つ

目には、着陸規定に基づく飛行統制。それから、

飛行統制所における航空機誘導と駐機。３番目

には、進入離脱要領、４番目に、離着陸場統制

班との連携要領。５番目に、現地の視察という

ふうに、等の確認がなされたということでござ

います。 

　４機のヘリコプターが来られて、３機が陸上

競技場に着陸しまして、１機が多目的グラウン

ドに着陸いたしました。 

　また、本年の９月ごろにも、そのヘリコプタ

ー１０機程度を使用した本格的な訓練を行いた

いとの話も上がっております。 

　次に、自衛隊の訓練でございますが、私自身

は、訓練というものは、非常に大切であるとい

うふうに考えております。日ごろ、訓練をして

いかないと、実際に災害が起こった場合に、な

かなか対応ができないのではないかなというふ

うに思っております。そのために、本市におき

ましても、２年に１度の総合防災訓練を行って

いるところでございます。 

　また、自主防災組織につきましても、津波避

難訓練とか、各種の訓練を実施をしているとこ

ろでございます。 

　特に、今回のように、ヘリコプターを利用し

た訓練でございましては、交通基盤が脆弱であ

ります本市にとりましては、大変、心強いもの

であるというふうに受けとめております。 

　また、宿毛市総合運動公園につきましては、

中央防災会議幹事会において、策定されました
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東南海・南海地震応急対策活動要領に基づく具

体的な活動内容にかかわる計画によりまして、

高知大学医学部とともに、広域医療の搬送拠点

として位置づけられておりまして、県内から県

外への重傷者の輸送とか、県外からの災害医療

派遣チームなどの受け入れに際しまして、重要

な役割を担っています。 

　その移送手段として、自衛隊の大型ヘリコプ

ター等が想定されているわけでございますので、

実際に着陸等の訓練を実施していただき、災害

発生時には、１人でも多くの方々の生命を救っ

ていただくことが重要であると考えております。 

　今後も、協力はしてまいりたいというふうに

考えております。 

　次に、陸上競技場への着陸についてのご質問

でございますが、先ほど申し上げましたように、

このたびの訓練では、陸上競技場に３機、多目

的グラウンドに１機のヘリコプターが着陸いた

しました。 

　陸上競技場への着陸につきましては、主管課

であります生涯学習課でございますが、芝生へ

のダメージは少ないというふうな判断をいたし、

着陸させたものでございます。 

　実際に、芝生へのダメージはございませんで

した。 

　また、陸上競技場への着陸は、災害発生時に

は陸上競技場における離発着、離着陸が多いこ

とが想定されるということで、訓練におきまし

ても、より実効性の高い訓練を実施することが

必要であると考えておりまして、今回の陸上競

技場への着陸は、特段、問題があったとは考え

ておりません。 

　次に、自殺防止対策でございます。先ほど、

浅木議員がおっしゃいました、我が国の自殺者

数は９年連続で３万人を超えているということ

は、私も承知はしております。 

　また、本県の自殺率は、全国でも高い順位で

推移している。そういうことで、大変深刻な事

態であると受けとめております。 

　おっしゃるとおり、国もこの事態を重く受け

とめまして、昨年１０月、自殺対策基本法を制

定しまして、本年６月には自殺防止を強力に推

進するための施策として、自殺総合対策大綱が

閣議決定されました。 

　その中で、自殺対策の数値目標として、浅木

議員もおっしゃいました、平成２８年までに、

平成１７年における自殺死亡率の２０パーセン

トを減少させるという目的、目標にしていると

いうことでございます。 

　浅木議員のお言葉を借りれば、これは低いん

じゃないかということでございますが、これが

適正な数字かどうかというのは、ちょっと、私

の方も判断をつけかねるところでございます。 

　この基本法では、地方公共団体は、自殺につ

いて国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた

施策を策定し、実施する責務を有するというふ

うに定められております。 

　これに対しまして、県は自殺予防のパンフレ

ットの作成による啓発とか、研修会の実施等に

加えまして、今年度、自殺対策として、自殺対

策連絡協議会を設置して、数値目標の設定とか、

具体的な取り組みの方向性を検討すること。 

　また、県内９カ所に心の悩み相談窓口を設置

して、対応しているということでございます。 

　本市では、主な自殺原因であります家庭問題

とか、経済、生活問題に関しましては、市民課

の市民相談や福祉事務所での相談により、対応

をしております。 

　また、病苦、精神障害等につきましては、精

神保健対策の一環としまして、従来から保健介

護課が実施主体であります健康診査、それから

保健師による健康相談事業によりまして、悩み

や心配事への対応を行っております。 

　さらに、６５歳以上の高齢者を対象とします
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はつらつ健診では、うつ傾向と判断された人に

対しまして、保健師による訪問介護予防事業を

実施し、予防に努めております。 

　今後も自殺予防対策としましては、幡多福祉

保健所など、関係機関と連携をしまして、自殺

予防に関する知識の普及と啓発に努めることと

あわせて、深刻な悩みから生じてくるうつ病の

早期発見、早期受診につなげるため、地域で支

え合いの活動を行っている団体へ働きかけ、ま

た心の悩みの相談体制の充実を図ってまいるこ

ととしております。 

　また、市職員の自殺防止対策でございますが、

総務課の人事係に自殺に限らず、そのメンタル

ヘルスだとか、セクシャルハラスメント及びド

メスティックバイオレンスですか、ＤＶですか、

そういったものの相談窓口を設置いたしまして、

対応しております。 

　その中で、相談ができにくい状況があるんじ

ゃないかというふうなこともございますが、平

素より、所属長に対しまして、毎週庁議をして

いるわけでございますが、その中で、職場内の

コミュニケーションづくり、それから職員の動

向には細心の注意を払って、何らかの変化を感

じましたら、できるだけ早く声をかけて対処す

るように、指導しているところでございます。 

　俗に言う「ほう・れん・そう」を職員の中で

心がけて、皆さんで声を掛け合いということを

努めております。 

　次に、不祥事の再発防止対策についてでござ

います。浅木議員ご指摘のように、元鵜来島連

絡所職員が起こしました不祥事の概要、及び本

人の処分等につきましては、５月の臨時議会で

ご報告もしておりますし、マスコミ等でも報道

されておりますので、再発防止策についての具

体的な内容について、お答えをさせていただき

ます。 

　まず、税金とか各種料金全般にわたりまして、

徴収記録と電算システムと納付書の適切なチェ

ック体制を確立をいたしました。 

　具体的には、支所との電話連絡によりまして、

収納を確認しまして、督促の発送を取りやめる

場合は、個別に記録をとりまして、事後の収納

確認作業を行うことで、二重、三重のチェック

を行うということにしました。 

　また、年１回の内部監査を実施する。それか

ら、現金を極力扱わないよう、今後も口座振替

を推進していく。ごみ袋などの物品については、

適時、棚卸を実施するといった、具体的な取り

組みを既に実施しているところでございます。 

　また、管理職をメンバーとする、先ほど申し

ました庁議とか課長補佐会議、そしてまた係長

とも、月に１回懇談会をしておりまして、機会

あるごとに、公務員としての自覚を持って仕事

に精励することを、指導もしております。 

　今後は、二度とこのような不名誉な事件が起

こることのないよう、職員と一丸となって再発

防止に積極的に取り組んでまいるつもりでござ

います。 

　次に、市選管のミスの件でございます。 

　私どもの方に、その要員の配置についてのお

尋ねがございました。原因が要員配置にもある

んじゃないかというご指摘でございますが、今

回のミスは、職員の投票用紙に対する取り扱い

の意識とか、チェック機能の不十分さが招いた

ものであるというふうに考えておりまして、要

員配置によるものではないというふうな意識を

持っております。 

　とりわけ、今年度の選挙に向けては、選挙が

なかった昨年度から準備を進めておりまして、

併任の事務局長と専任職員２名の体制で十分で

あると考えて、要員を配置をしたものでござい

ます。 

　しかしながら、今回、このようなミスが起こ

ったということでございますので、選挙権とい
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う非常に大切な、憲法でも保障されている市民

の権利が、再び損なわれることのないように、

チェック機能体制をより充実する必要があると

判断いたしまして、５月２１日付の人事異動で、

専任の事務局長を１人配置しまして、その強化

に努めているところでございます。 

　次に、職員等の飲酒運転の防止対策でござい

ます。 

　ご質問の飲酒運転という行為自体が、だれも

がしてはいけないという自覚があるという一方

で、自分は見つからないんじゃないかとか、１

杯飲んだぐらいでは、運転能力には影響はない

とか、自己中心的な考えを持つことによって、

引き起こされるもので、まさに社会人としての

モラルの欠如が要因になっていると、いうふう

に考えるものでございます。 

　本市におきましては、飲酒運転等の交通三悪

について、他の都市で起こった場合とか、そう

いったことが起こった場合も含めまして、庁議

の場とか、年末年始の綱紀粛正の文書等を通じ

まして、職員には再三、注意を促しているとこ

ろでございまして、平成１４年以降、飲酒運転

の摘発者は１人も出していません。 

　しかしながら、公務員によります飲酒運転が、

マスコミ等で頻繁に取り上げられる昨今でござ

います。ご指摘のとおり、職員一同、いま一度、

気を引き締めていかなきゃならないというふう

に、強く感じておるところでございます。飲酒

運転の防止対策は、何よりも大切なのは、行為

そのものが便利な移動手段である自動車を、殺

人の凶器に変えまして、一度事故を起こしたら、

当事者だけじゃなく、その家族とか周囲の方々

の人生にも取り返しのない影響を及ぼすという

事実を、職員一人ひとりが認識することでござ

います。 

　加えて、深酒をして翌日まで酒を残すことの

ないように、そういった意識づけも必要ではな

いかなというふうに思っておりまして、折に触

れて職員意識を涵養しているところでございま

す。 

　また、処分基準の明確化でございますが、県

が平成９年に飲酒運転の厳罰化を行いまして、

本行為を懲戒免職処分の対象としたことに伴い

まして、本市におきましても、それまでは停職

としていた処分を、諭旨免職処分に切りかえた

経緯がございます。 

　県が人身事故に至っていない飲酒運転行為の

みで懲戒免職処分としたことが違法とされまし

て、停職処分となった事例もございます。 

　そのために、画一的な基準をつくるのではな

くて、他の違法行為とのバランスも考慮してい

く必要があると思います。その都度、宿毛市職

員懲戒審査委員会で議論もしてもらい、その結

果を踏まえまして、個別に判断をしていくのが

適当ではないかなというふうに考えております。 

　いずれにしましても、今後とも市民の信頼を

裏切る行為を起こすことのないよう、職員に対

して適時、綱紀粛正の徹底を図りまして、不祥

事の防止に努めてまいりたいと、このように考

えております。 

　それから、ＤＶＤのこのご質問でございます。

私、内容をほとんど承知をしておりません。た

だ、子どもに害があるとか、不適切なものであ

るとか、そういうものの判断を、例えばお話の

中にあるような形での教育委員会に来るようで

ありましたら、教育委員会から、恐らく市長部

局へも、例えば後援とか協賛とか、そういうも

のが来るかと思いますが、教育委員会の中でま

ず判断があって、その後、我々の方にも相談が

あろうかと思います。 

　害になるものについて、当然ですが、市が後

援するというふうなことはないというふうに思

っております。 

　以上でございます。 
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○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　教育長、浅木議員の

一般質問、教育現場における子どもや教職員の

自殺対策について、ご質問にお答えをいたしま

す。 

　教育現場においては、児童・生徒の自殺につ

ながる原因といたしましては、いろいろな要因

があると思います。 

　大変難しい問題であろうかと思いますが、文

科省の検討会でも、教師向けの指針のまとめも、

先日、出されております。まず、危険度の高い

要因といたしましては、過去に自殺未遂をして

いること。何かが原因で、孤立をし、周囲のサ

ポートがない。それから、いじめの悩みがある。

それから、幼児期の虐待など、その他にもいろ

いろな要因はあろうかと思いますが、その中で

も、いじめ問題が原因で、昨年、大変不幸な事

件が発生して、全国的に大きな問題になりまし

た。 

　いじめをしない、いじめをさせない、日ごろ

の教育活動で豊かな体験活動を推進し、道徳教

育との統合、深化によって、生命尊重の心情を

涵養する教育を推し進めなければならないと考

えています。 

　また、心の休まる雰囲気の中で、教職員に打

ち明けて相談できる環境づくりが必要であると

思っています。 

　そのためにも、児童・生徒の日ごろの行動を

細かく観察をし、子どもが出すサインを見逃さ

ず、対応できる対策づくり、体制づくりを推し

進めなければならないと、こんなに思っており

ます。 

　また、心の変化に気づくことができる教師と

しての資質の向上を図る取り組みが必要と考え

ており、そのために生活指導の担当者会や、不

登校担当者会、また道徳教育推進委員会等、各

種の情報交換、また事例を研究することによっ

て、教員の実践力の向上を図ってまいりたいと

思っております。 

　教育委員会といたしましては、子ども支援ネ

ットワーク委員会を設置し、心身ともに課題を

持つ児童・生徒に対応するなど、市内の危機管

理体制の確立を図ってまいりました。 

　また、平成１６年、１７年度には、文部科学

省の生徒指導総合連携事業計画、それから平成

１８年度には、問題行動に対する地域における

行動連携推進事業を受けて、不登校の児童・生

徒の予防、問題行動、いじめとか暴力行為とか

少年非行などの実態把握と、学校対応への支援

体制の確立を図り、問題解決への取り組みを行

ってきました。 

　本年度は、新たに問題を抱える子ども等の自

立支援事業を受け、不登校、暴力行為、いじめ、

児童虐待への対応といった学校が抱える課題に

つきまして、未然防止、早期発見、早期対応に

つながる効果的な取り組みを行っていきます。 

　教職員の自殺防止につきましては、各学校が

管理職を中心に、風通しのよい職場づくりをし、

悩みを話し合える体制づくり、教職員が助け合

い、励ましあえる職場の雰囲気づくりを努める

ことが必要と考えております。 

　教育委員会としても、児童生徒の健全育成を

図るために、教育現場の声を聞きながら、共同

作業で教育行政を推進していきたいと考えてお

ります。 

　続きまして、日本青年会議所が「誇り」とい

う題のＤＶＤを学校に配布し、子どもに視聴さ

せていることについて、お答えをいたします。 

　一部の地域でＤＶＤ上映セミナーを開催した

り、本年２月に島根の公立中学校において、本

やＤＶＤを使用し、授業を行っていた事実は承

知をしております。 

　しかしながら、高知県内及び宿毛市内の学校

へ配布されている事実はなく、配布される予定
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もないという確認をいただいております。確認

をしております。 

　教育委員会は、ＤＶＤの内容は確認をしてお

りません。今後、青年会議所等より、上映の依

頼があった場合には、また講演会等の後援とか

協賛につきましても、内容を確認して、適切な

判断をしてまいりたいと考えております。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　選挙管理委員会委員長。 

○選挙管理委員会委員長（寺田一清君）　選管

委員長、５番、浅木議員の質問にお答えする前

に、一言おわびを申し上げさせていただきたい

と存じます。 

　本年４月４日に発生した高知県議会議員選挙

の期日前投票所におきまして、選挙管理委員会

職員が、投票用紙を誤って交付し、投票された

２０名の方の票が無効となる結果を招いたこと

は、大変重大な問題でありまして、投票いただ

いた２０名の方はもとより、有権者や市民の皆

様に、深くおわびを申し上げます。大変申しわ

けありませんでした。 

　この結果、市民の皆様の選挙管理委員会に対

する信頼を失墜させましたことにつきましては

重く受けとめておりまして、真摯に反省してい

るところであり、今後、このような事態が起こ

らないよう、選挙の管理執行には厳正かつ適正

に行い、市民の信頼回復に努めてまいりたいと

考えております。 

　それでは、議員の質問にお答えします。 

　まず、投票用紙を誤って交付したミスの内容

と原因についてですが、内容につきましては、

先ほども一部申し上げましたが、本年４月４日

午後２時から３時３０分ごろに、高知県議会議

員選挙の期日前投票所において、県議会議員選

挙の投票用紙を交付しなければならないところ、

別の金庫に保管していた宿毛市議会議員選挙の

投票用紙を誤って取り出し、２０名の有権者の

皆様に投票させてしまいました。 

　次に、今回の誤交付の原因でございますが、

先ほども市長さんが触れられておりましたが、

投票用紙を管理している職員が、当日の強風に

より、市民の方よりポスターの掲示板が倒れて

いるとの連絡を受け、現場に出向き、選挙事務

所を不在にしたことが原因の１つと考えられま

す。 

　また、県会議員選挙と市議会議員選挙の投票

用紙は、別々の金庫に施錠して保管をしており

ましたが、金庫の鍵の管理が十分でなかったこ

とと、金庫に県議、市議の表示をしていなかっ

たことも原因と考えられます。 

　しかし、根本的には、鍵の保管管理を初め、

日ごろの管理体制の不備が最も大きな原因であ

ろうと、そういうふうに思っております。 

　次に、再発防止策について、お答えします。 

　まず、職員が職責に対して真摯に取り組み、

コンプライアンス、法令順守の徹底を図ること

が最も重要だと考えます。 

　今回のミスの直接の原因となった投票用紙の

管理者が不在となった問題につきましては、管

理者は不在とならないよう対処するとともに、

適正な鍵の管理体制を徹底します。そして、投

票用紙を保管する金庫についても、外扉に投票

用紙種別を表示するとともに、平成２３年度執

行予定の統一地方選挙におきましては、県議と

市議の投票用紙の色を変えるよう検討し、ミス

の根絶を図りたいと、そういうふうに考えてお

ります。 

　最後になりましたが、職員に対しましては、

報告、連絡、相談の徹底を図ることにより、今

後の選挙において、ミスのないよう取り組んで

まいります。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、再質問をいたし
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ます。 

　１番目の自衛隊の対応の中の監視活動につい

てでございますが、確かに市長の権限そのもの

はないと思いますが、市長からお話ありました

市民自身が不快感を持っているということの事

実は、理解できているというか、わかってくれ

ているというふうにお聞きしました。 

　全体で９００人の保全隊ということでござい

ますので、人口割りに、単純に考えてみれば、

幡多でも１人や２人、保全隊が回っているんじ

ゃないかというふうにも感じるわけです。 

　また、私の心配するように、宿毛は港の面で

も、それからまた、この間のヘリの着陸も含め

て、この米軍再編の中で重要拠点というふうに

されているという認識を持っておりますので、

こういった面から、保全隊も多く入ってくるん

じゃないかと思われるわけです。 

　そういった面から、市としても、手の打ちよ

うはないというような言い方でございましたが、

今、必要なことは、こういった自衛隊に対する

市民の監視、国民の監視、これが必要になって

きているわけです。 

　こういった軍事組織というものは、そのまま

にしておいておけばどこまでいくかわからんと

いうふうなことになってくる。そういった面で、

国民の監視、市民の監視が必要になってくるわ

けでございます。 

　今後とも、そういうふうな、場合によっては

体制をつくって、自衛隊保全隊による監視が行

われないように取り組むことも、市長の役割で

はないかと思います。 

　こういったものの考え方について、市長の再

度の答弁を求めます。 

　なお、先般、議会でも議論になったことでご

ざいますが、先日の１４日に、この自衛隊の監

視について、抗議集会をしましたところ、その

前に、自衛隊の中から、あしたの何について、

監視に行きそうなというふうな情報が入って、

関係者が周囲を見ておったところ、それと思わ

れる人物がおったというふうなことが、２１日

の赤旗に報道されているわけでございます。 

　そういった面で、これほど問題になっても、

引き続いて、やっぱり監視活動は行われている

というふうに、私は感じるわけでございます。

こういった面で、安心できる暮らし、そういう

ものをつくっていただきたいと、こう思うわけ

でございます。 

　それと、自衛艦の宿毛湾入港につきましては、

市長は、軍事基地となる心配はないということ

でございますが、昨年も議論したように、基地

そのものになるかどうかは別として、重要拠点

と、今後の再編の中では、岩国、呉を含めてこ

の宿毛が重要拠点とされると。軍事拠点とされ

ると。そのために、頻繁に入ってくるというお

それがあるので、その面では警戒してもらいた

いと思います。 

　それから、総合運動公園へおりた自衛隊のヘ

リコプターの問題ですが、これにつきましても、

今後、頻繁に入ってくるということについては、

特別な目的を持って入ってくる可能性もあるわ

けです。 

　既に、着陸したヘリの中から、バイクでおり

て、芳奈を含め、東の方を自衛隊員が回ったと

いうふうにも聞いているわけです。 

　そういった面で、必要最小限の訓練というも

のは、私は認めんわけではございませんが、や

はり、今後警戒していくべきだと思います。 

　それから、自殺の件につきましては、これは

基本法もできましたことですし、市の方でも、

今後、対策を、今言うたようなものも含めてと

っていくということでございますが、市民に対

する対策といたしましては、鹿児島県の奄美市

ですね、ここ４万９，０００ぐらいの人口のと

こですが、ここでは特に、経済的な問題、サラ
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金苦、こういったものに対して、そのことに詳

しい職員を配置して、相談を受けると。 

　当然、市の方で、サラ金を立て替えて払って

あげるわけにはいかんわけですので、いろいろ

なアドバイスをして、本人がサラ金地獄から脱

却できる。自殺しなくてもいい方向へ向けて、

支援を差し伸べていると。 

　この担当いうものも、非常に法律的にも難し

いものがありますので、かなり専門的に勉強を

されて、その人が１８年間、そういうことに携

わっているという報道がされ、そしてまた、ど

ういうふうな形でこれをやっているかというこ

とについても、あちこちへ出向いていって、講

演もしているようでございます。 

　こういった先進地の例にもならいまして、宿

毛市の方でもそういう窓口は設定しているとい

うことでございますが、なお相談しやすい体制

にしていただきたいと思います。 

　私たち議員といたしましても、そういう相談

には十分にのって、本人が自殺や、そういう道

を選ぶことのないようには、今後とも取り組ん

でまいりたいと思います。 

　それから、市職員の問題につきましては、確

かに、それぞれ警戒はされているようではあり

ますが、残念ながら、私のおりました営林署の

職場でも、あの人がと思う人が自殺してしまっ

て、何で気がついてあげれなんだろうかと、非

常に残念に思うことも幾つかあったわけでござ

います。 

　非常に、兆候がつかみにくいということもあ

りますが、先般の土佐清水市の課長のように、

本人一人で悩みを抱え込んだんじゃないかとい

う場合も往々にしてあるわけでございます。 

　かなりの部分、働く男性の場合、職場上の悩

み、これが主になっているようでございます。

私の経験でも、そういうふうに感じる部分が非

常に多いわけでございます。 

　職場での支え合い、ひとりで悩まず、悩みを

分担する。行き詰ったときには、その対応、こ

れを協議するような取り組みが必要かと思いま

す。 

　学校関係につきましては、先ほど、詳しいご

説明を受けました。やはり、いじめの問題が根

底にあります。私も、どちらかというと、けん

かでは弱い方で、小学校から高校までいじめら

れるタイプでございました。 

　そのときには、いつも、小学校でも中学校で

も高校でも、信頼できる先生がおりまして、そ

の先生に相談に行って、物事のトラブルの解決

をしてもらったということがあります。 

　そういう生徒と先生の信頼関係を築いて、困

ったときには相談に行ける。当然、先生だけじ

ゃなしに、悩みは最も近い親にも相談に行けな

いかんわけですが、友達、親、学校では先生、

信頼できる先生を、担任でなくてもいい、別な

先生でもいいわけですので、そういうものをつ

くれるように、また、そういう雰囲気づくりを、

学校の中でつくっていただきたいと思います。 

　それと、教職員につきましては、学校の管理

上の問題が非常にあるわけですので、これから

教育基本法を変えられ、教育三法が通されたと

いう状況の中で、ますます先生への重圧が強ま

ってくるということで、それぞれ先生に独自に、

特に管理職のある人については、特別負担が重

くなってくるというふうな面もありますので、

そういった面での今後の対策、先ほどの分に加

えまして、取り組んでいただきたい。 

　それから、市政への信頼回復につきましては、

先ほど、説明いただきました。今後、こういう

形で防止するという面については、了解いたし

ましたので、そういう方向で不祥事の発生しな

いように取り組んでいただきたいと思います。 

　それから、県選管の問題におきましても、先

ほど説明いただきました方向で、再発防止をし
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ていくということでございますので、その点に

ついては、理解できました。 

　しかし、市長の答弁の中で、市の方には責任

ないみたいな言い方。人事配置について、職員

がしゃんとしとかんきいかんのよというふうな

感じにとれたわけですが、けど、結果として、

その後、職員配置を、事務局長の専任配置をし

たということも含めまして、やはり局長の配置

を早いうちからしておった方がよかったんじゃ

ないかという面で、私は話しましたので、そう

いった面で、妙に私の気持ちとは、この面では

食い違うと。結果としては局長配置ということ

にしてもらったので、今後、さらにこれを防止

する対策ができたというふうには思いますが、

事前にしてなかったということについては、市

長は、先ほどの答弁ではそういう必要性を感じ

てなかったように聞こえましたので、そこの点

をもう１回説明してもらいたい。 

　それから、飲酒運転の件につきましては、そ

ういう方向で取り組んでいただきたいわけです

が、やはり、県の、この間の、全部懲戒免職に

するというものについて、ちょっと待ったがか

かったということは、私も承知しているわけで

す。そういった面から、画一的にはいかないと

いう市長の話もわかります。ある一定、幅を持

った、処分の幅を持った措置というものも含め

て、明文化していく方がいいんじゃないかと思

うわけです。 

　その場合、その場合によって判断するんじゃ

なしに、例えば飲酒運転やったら、即くびやと

いうことを書ききれということを申しているわ

けではございません。多少、幅はあっても、明

文化したものをつくっていただきたいというこ

とでございます。 

　それから、最後に、教育問題でございますが、

それぞれ内容は承知してないということですの

で、今後、私はこういう資料を取り寄せ、また

この内容、ＤＶＤも、中身も見てみました。そ

れからまた、この資料も見てみました。 

　それからまた、かなり分厚い、これ以外にも

資料があるようでございますので、私も今後、

引き続いて勉強していきますが、それぞれ、こ

れを機会にして、中身を精査していただきたい

と思います。 

　先ほど、かなりの部分言いましたので、もう

問題点の中身については、ここでは言いません。 

　なお、宿毛の青年会議所の方とのコンタクト

もとれているようですし、県の方でも、聞きま

したところ、県の方でも、今、これをすぐやる

という何は持ってないということでございます。 

　この問題が発生いたしまして、非常に、青年

会議所に今まで、私も議員になりまして、いろ

いろこういう資料をもらってきまして、ためて

おきながら、ずっと見てきたわけですが、青年

会議所といいましても、やはり上下関係ではな

いと。宿毛は宿毛、県は県、上部は上部という

ことでございまして、上部の方で池田何がしと

いう幹部が中心になって、こういうふうなもの

をつくり、そしてまた安倍総理とも話して、安

倍総理自身に渡して、これを教育再生に生かし

てもらいたいということも話したというふうに

も聞いているわけです。 

　また、このＤＶＤを取り上げる選考委員会い

うんですか、これを選ぶ委員の１人にも、この

ご本人が入ってたということもあって、自分が

つくったものを自分で選んで、こういうものへ

持ち込んできたという面でも、非常に疑問を感

じる面があるわけでございます。 

　それぞれ独立した機関でございますので、宿

毛のＪＣの皆さんについては、いろんな取り組

みでご協力いただいておりますし、中身も再度

見させてもらいましたが、そういう傾向の文章

も入っておりませんので、誤解があったらいか

んと思いますので、この場で明らかにさせてい
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ただきます。 

　以上で再質問を終わります。 

○議長（宮本有二君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

　監視活動の件とか、いろいろとお話がありま

したが、国民の監視をして、国民が監視をして

いくということ、市長はそこまでやらなきゃい

けないとかいう話です。そこまでやっぱり、市

民の権利が侵害されたのか、侵害されそうにな

ったのか、さっぱりそこら辺がわからない部分

において、それが市長の役目やないかと言われ

ても、ここのところはちょっと、無理な部分が

あるんじゃないか、そのように私も思います。 

　余り、何でもかんでも市長の役目、市長の役

目と言われましても、そこには限度が、一定あ

るかと思いますので、そこのところはおわかり

願いたいと思います。 

　それから、宿毛湾港が重要拠点であるという

ふうなこと。重要拠点の１つと思いますけれど

も、これは日本、島国でございますので、恐ら

く日本国中が、やっぱり重要拠点ばっかりじゃ

ないかなと、私はそういうふうに思っておりま

す。 

　日本を、国土を守るということが、一番大切

なことであろうかと思いますし、重要拠点じゃ

ないところはないんじゃないかなと、島国では、

そういうふうに思っております。 

　それから、自殺防止対策に奄美の話が出てお

りました。これ、私どもの方も、できるだけ保

健師さんとか、経験のある方とか、そういった

人間を配置しながら、相談に応じているわけで

ございまして、専門職をおけというのは、今、

この時期に非常に、専門的におくというのは、

厳しいご相談でございますので、今の体制で、

市民の方々には、誠意を尽くして相談事にのっ

ていくということが大切なことじゃないかとい

うふうに思っております。 

　それから、選挙管理委員会の事務体制が誤り

ではないというふうなことを言ったというんで

すけれども、それは、誤りではございません。

私は今でも思っております。 

　これは、昨年度からこういう体制でずっとや

ってきておりまして、今回、たまたま同じ紙で

あり、金庫を取り違えた。先ほど、選挙管理委

員長からも、原因がこうだったということがご

ざいます。それについては、事務体制について

は、私は誤りではなかったと思っております。

今でも思っておりますし、選挙管理委員の事務

の方々は、ちゃんとやってくれているというふ

うに思っております。 

　それが、局長がいたとしても、恐らく誤りは

あったんじゃないか。この誤りが、ミスが出た

んじゃないかなと思っております。 

　この局長を配置したというのは、さらに、や

はり行政として、こういう問題が起こったとき

には、慎重を期さなきゃいけないというふうな

思いで、事務局長を専任に配したということで

ございますので、ぜひ、そこのところはご理解

をお願いしたいと思います。 

　それから、飲酒運転に関しての基準を統一的

な基準というのは、幅を持ったと申しますが、

今まで、こういう事例というものは、幾たびも

報道もされておりまして、そういう処分を受け

ておりますということは、職員も重々知ってお

ります。 

　したがって、先ほどの答弁をさせていただい

たように、その都度、宿毛市職員懲戒審査委員

会というものを設置しておりますので、そこで

議論をしてもらいます。ここの中にも、いろい

ろな判例的なものが入っておりますので、その

中で判断していくということでございますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

　以上でございます。 
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○議長（宮本有二君）　教育長。 

○教育長（岡松　泰君）　浅木議員の再質問に

お答えをいたします。 

　ご指摘がありましたように、学校現場におき

ましても、教育三法が国会を通過いたしまして、

免許制度の見直し、それから評価が給料にリン

クをされるなど、いろいろな教職員の中にスト

レスが生じる事態はあろうかと思いますが、先

ほど申しましたように、風通しのいい職場づく

りを、管理職を中心につくっていただいて、で

きるだけ、できるだけと言いますか、１人で悩

む先生がおらないように、我々もそんな方向で

指導していきたいと、こんなに考えております。 

　それから、ＤＶＤの件ですが、偏った教育が

されるというのでは、公の教育の中でふさわし

くありませんので、どんなＤＶＤ、本が教育委

員会に使用してくれと持ってきて来られまして

も、しっかり検討をいたしまして、対応するよ

うにします。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　それぞれにご答弁あり

がとうございました。 

　選管への人の配置の問題については、市長と

ちょっとすれ違いになっておりますが、それは

市長の主張は主張で聞きますが、私は先ほど言

うたような問題点があるという面は感じますが、

これ以上の議論はしません。 

　終わります。 

○議長（宮本有二君）　これにて一般質問を終

結いたします。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日はこれにて散会いたします。 

午後　１時５４分　散会 
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　　１２番　西　郷　典　生　君　　　　１３番　山　本　幸　雄　君 

　　１４番　中　川　　　貢　君　　　　１５番　西　村　六　男　君 

　　１６番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員（１名） 

　　　３番　野々下　昌　文　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　夕　部　政　明　君 

　　　次　　　　長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　議 事 係 長　　岩　村　研　治　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　副 市 長　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企 画 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 
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　　　市 民 課 長　　弘　瀬　徳　宏　君 

　　　税 務 課 長　　美濃部　　　勇　君 

　　　会 計 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　土　居　利　充　君 

　　　産業振興課長　　茨　木　　　隆　君 

　　　商工観光課長　　立　田　　　明　君 

　　　建 設 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　沢　田　清　隆　君 

　　　上下水道課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　岡　松　　　泰　君 

　　　千 寿 園 長　　村　中　　　純　君 

 

 

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
小　島　正　樹　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

有　田　修　大　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
小　野　正　二　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（宮本有二君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長から報告をいたします。 

　野々下昌文君から、会議規則第２条の規定に

よる欠席の届出がありました。 

　本日までに陳情２件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付してあります「陳情文

書表」のとおり所管の常任委員会へ付託いたし

ます。 

　日程第１「議案第１号から議案第１８号まで」

の１８議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　おはようございます。

６番、質疑を行います。 

　私が行いますのは、議案第７号別冊、平成１

９年度宿毛市一般会計補正予算及び議案第８号

別冊、平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特

別会計補正予算、そして、議案第１４号の３議

案であります。 

　まず、議案第７号別冊の８ページの２款１項

１９目財政調整基金積立金、こちらの７７７万

２，０００円の減額の理由について、説明を求

めます。 

　続いて、同じく８ページ、２款１項２２目の

こうち被害者支援センター設立準備会補助金４

万９，０００円のこの内容について、説明を求

めます。 

　続きまして、９ページ、３款１項１目１節の

民生委員推薦会委員報酬、１０万円の増額です

が、これについて、説明を求めます。 

　同じく、９ページ、３款１項２目１節国庫補

助金返還金２０万円の増額。これについて、説

明を求めます。 

　続きまして、１０ページ、４款１項３目１３

節の後期高齢者医療システム導入委託料８５０

万５，０００円の増額ですが、これについては、

広域連合負担金１，７０４万７，０００円を当

初予算の方で組んでおります。新たに今回の補

正で８５０万５，０００円が上げなければなら

なくなったその理由とそのシステムの内容につ

いて、説明を求めます。 

　続いて、議案第８号別冊の６ページ、８款２

項１目の財政調整基金繰入金の７８９万５，０

００円の増額について。これですが、財政調整

基金からの繰入金が平成１６年度は１，７１６

万１，０００円、平成１７年度は１，０８７万

１，０００円だったものが、１８年度には８，

９３２万９，０００円、１９年度の当初予算で

は９，８５５万１，０００円、そして、今議会

で７８９万５，０００円の補正増額となってお

ります。 

　近年、急激に増加した理由とあわせて、補正

に増額予算を組んだ理由について、説明を求め

ます。 

　続きまして、議案第１４号の辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の策定についてですが、

こちら、道路整備、場所は山北ということです

が、３００万円という限られた予算で、どのよ

うな道路整備をするのか。そして、この時期に

補正に上げてきた理由について、説明を求めま

す。 

　１回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、６番議

員の質疑にお答え申し上げます。 

　議案第７号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、８ページ、２款１項１

９目の財政調整基金、７７７万２，０００円の

減額の理由ということでございますけれども、
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財政調整基金積立金につきましては、当初予算

におきまして、２，２６６万２，０００円の計

上をいたしております。 

　これは、平成１９年度におきまして、ふるさ

と創生基金繰入金１億１，６６１万７，０００

円、及び社会教育基金繰入金３億７４６万円の

基金を取り崩して財源として充当するというこ

とから、その結果、歳入の方が２，２６６万２，

０００円余るということから、その金額をその

まま財政調整基金として積み立てることといた

しておりました。 

　今回、６月議会におきましての補正予算を計

上するに当たりまして、その財源を、この積立

金を減額することによって、財源として確保し

たということでございます。 

　次に、同じく２款１項２２目諸費の、こうち

被害者支援センター設立準備会補助金４万９，

０００円の内容ということでございますが、こ

の補助金につきましては、平成１６年の秋の臨

時国会におきまして、犯罪被害者等基本法が成

立をいたしております。 

　これを受けまして、高知県におきましても、

犯罪被害者の権利、利益の保護を目的とした犯

罪被害者基本法が施行されたことに伴いまして、

平成１９年４月より、高知被害者支援センター

の設立に向けて取り組んでまいりまして、その

結果、センターが今回でき上がりましたので、

高知県補助金等審議会の方で、補助金が妥当だ

という判断がなされましたので、宿毛市として

４万９，０００円を計上させていただいており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（沢田清隆君）　６番、中平議

員の質疑にお答えいたします。 

　議案第７号別冊平成１９年度宿毛市一般会計

補正予算（第２号）歳出の９ページ、第３款民

生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務

費、第１節の報酬１０万円の補正についてお答

えいたします。 

　この報酬は、本年１１月３０日をもって任期

満了となる民生委員６７名の改選に伴う民生委

員推薦会委員１４名の報酬でございます。 

　１４名のうち、２名は学校関係者、２名が行

政関係者となっておりますので、１０名掛ける

５，０００円の２回分、１０万円の補正でござ

います。 

　この補正につきましては、本来、当初で計上

すべきでございましたが、民生委員推薦会の運

営に要する経費につきましては、県から補助金

が交付されることになっており、この補助金の

枠が確定していなかったため、今回の補正とな

ったものでございます。 

　続きまして、第３款民生費、第１項社会福祉

費、第２目障害者福祉費、第２３節償還金利子

及び割引料２０万円の補正について、お答えい

たします。 

　この国庫補助金返還金は、平成１８年度に実

施した地域生活支援事業の交付申請に基づいて、

交付された補助金額が実績報告に基づく精算額

を２０万円超過したことにより、返還する必要

が生じたため、同額を補正して国に返還するた

めのものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　市民課長。 

○市民課長（弘瀬徳宏君）　市民課長、中平議

員の質疑にお答えいたします。 

　議案第７号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、ページ１０ページです。

４款１項３目老人保健費の１３節後期高齢者医

療システム導入委託料８５５万の内訳です。 

　後期高齢者医療制度につきましては、平成２

０年４月から、７５歳以上の方を対象に始まる、

新しく始まる医療制度です。 
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　この医療制度につきましては、高知県の場合、

県下全市町村で構成する広域連合が保険者とな

って運営をします。 

　その経費につきましては、経費の１割を加入

者である７５歳以上の方の保険料で賄うという

ことになっておりまして、今回、システムを構

築するのは、この加入者が保険料を支払う方法

として、年金からの天引き、特別徴収という表

現をしてますが、特別徴収をするためにシステ

ムを構築するものであります。 

　なお、特別徴収は、年金年額１８万円未満の

方につきましては、これは徴収しない。その場

合、そういった方につきましては普通徴収、納

付書を送って、納付書でお支払していただくと

いう制度となっております。 

　また、介護保険料と合わせました金額が、年

金額の半額以上になる場合、この場合も特別徴

収は行わないということになっております。 

　続きまして、議案第８号別冊平成１９年度国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の

ページ７ページ、１款２項２目賦課徴収費の健

康保険税特別徴収システム導入委託料１，０３

９万５，０００円ですが、これにつきましても、

６５歳から７４歳までの方の国民健康保険税、

これを後期高齢の制度にあわせまして、年金か

らの天引きを行う。同じく、１８万未満の方に

ついては特別徴収はしません。それから、年金

額の半額以上の場合も、徴収はしません。その

場合は、普通徴収にします。 

　こういったシステムを、国保の方でも構築す

る。そのための委託料であります。 

　その財源としまして、ページ６ページに、総

務費の国庫補助金、３款２項２目、こちらで２

５０万。それから同じくページ６ページの８款

２項１目財政調整基金繰入金として７８９万５，

０００円、これを充てております。 

　中平議員の方から、近年、基金の取り崩しが

予算でも目立つというふうなご指摘を受けまし

たが、基金につきましては、ご承知のように、

歳出に対して歳入が不足する場合に、積み立て

ておる基金を充てるという仕組みになっており

ます。 

　昨今、医療費が非常に高騰しておりますので、

当初の予算では、基金からの繰り入れを見込ん

で高額になっておりますけれども、１８年度の

決算では、結果的に約１，２００万程度の基金

の取り崩しで済んだということになってまして、

若干、その予算を大きくとり過ぎておったとい

うところについては、事務を執行する上で、我々

としても気をつけていかなければならないとい

うふうに考えていますので、ご理解いただきた

いと思います。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　建設課長。 

○建設課長（豊島裕一君）　建設課長、６番、

中平議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１４号、辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の作成につきまして、当計画は、市道

山北線の舗装を約４００平米、側溝整備を１０

０メートルするものでございます。本事業の予

算につきましては、当初予算の道路新設改良費

に３００万円を計上させていただいております。 

　今回、整備計画を上げた理由につきましては、

有利な起債、辺地債を借り入れるために、総合

整備計画を、今回、作成するものでございます。 

○議長（宮本有二君）　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、再質疑をいたし

ます。 

　まず、総務費の方の財政調整基金の積立金の

７７７万２，０００円の減額といいますか、取

り崩しについてでございますが、ただいま、課

長の方からのご説明で、単純に言いますと、余

ったものを一度積み立てて、それが必要である

からそちらの方に回す、そういうふうなご説明
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だったと思います。 

　財政調整基金の積立金というものは、年度間

の財源の不均衡を調整するために、積み立てら

れた積立金でありまして、通常、経済事情の著

しい変動、そしてまた災害など、また緊急に実

施することが必要となった大規模な土木や建設

事業、こういった場合の特別な場合に限り、処

分することができるものだと私は理解をしてお

ります。 

　財政調整基金の方を、同じ年度内で入れたり

出したり、積み立てしたり取り崩ししたりとい

うのは、私としては、基金のその趣旨に沿わな

いものではないかというふうに理解をしている

わけですが、このことについて、課長の見解を

求めたいと思います。 

　続きまして、大変詳しいご説明をいただいた

わけですが、８号別冊の方の、こちらの方の財

政調整基金の繰入金に対する、どこの部分に使

うために繰り入れたかというところまでご説明

をいただいたわけですが、歳入に対して、歳出

が不足するからという話の中で、こちらの基金

については、それでいいと思うんですが、１８

年度、１，８００万程度の基金の取り崩しがあ

ったというようなご説明がございました。訂正

をいたします、１，２００万程度の基金の取り

崩しがあったというふうなご説明をいただきま

した。 

　そこで、近年、基金の取り崩しを毎年少しず

つでも行っていると思うんですが、この基金、

一体いつまでもつのかといいますか、単純に、

このままいけば、基金の残高がゼロになる、そ

ういったおそれはないのか。おそれがあるとす

れば、いつごろになるのか、そういったシミュ

レーション的なものができておりましたら、お

示しを願いたいと思います。 

　続きまして、議案第１４号の山北地区の道路

整備に関することについてですが、説明の中で、

今回、有利な、そういった、ここに書いてます、

辺地対策事業債ですか、そういったものを使え

るから、この時期に上げてきたというお話で、

そちらについては理解ができました。 

　ただ、山北というところ、大変道が悪いとこ

ろで、その距離も大変長いところであります。

そういったところを、どういったふうな計画の

もと、限られた予算の中で整備を進めていくの

かというところが、若干、疑問と言いますか、

どういった方法でやるのかなというふうな、そ

ういった思いもいたしますが、川を挟んだ反対

側に、愛媛県側です。立派な道がございます。

こちらの道とのアクセスを利用した中で、地元

の人たちと相談をして、地元の人たちが便利な

方法で、そういった事業、道路の整備事業を進

められているのか、再度、課長の方に質疑をし

たいと思います。 

　再質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君）　総務課長。 

○総務課長（出口君男君）　総務課長、６番議

員の再質疑にお答え申し上げます。 

　議案第７号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算の８ページ、２款１項１９目財政調

整基金費の７７７万２，０００円の減額に関し

まして、同一の年度内に財調を積み立てたり、

あるいは取り崩したりするのは、基金の趣旨か

らそぐわないのではないかというご質問でござ

いますけれども、基本的に、ご質問議員ご指摘

のように、財政調整基金というのは、不測の事

業が必要になるとか、そのために財源が確保で

きない等に備えて、平素から積み立てているも

のでございますけれども、ご承知のように、本

市の財政状況から、税収等の新たな財源が見込

めない中で、いわゆる財源を確保するために、

最終的に財源不足するものについては、財政調

整基金、いわゆる貯金を取り崩してやりくりを

するというのが現状でございます。 
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　今回、先ほどご説明申し上げましたように、

当初予算の段階で、一定の目的を達した基金に

ついては、有効に活用させていただくというこ

とから、当初でふるさと創生事業の基金と社会

教育基金を取り崩しをさせていただいて、一定

財源を確保したと。 

　そういう中で、最終的に歳出歳入の増減で２，

２００万円程度、財源の方が上回るということ

から、取り崩しをさせていただいたと。 

　今回の補正につきましても、当然、予算総計

主義でございますので、当初予算で１年間の予

算を計上しているわけでございますけれども、

こういう形で必要な予算要求が出てまいりまし

て、その財源を確保するについて、当然、この

繰入金を減額しなければ、逆にいえば財源がな

いわけでございますので、財政調整基金を取り

崩すという結果になります。 

　そういうことから、財政調整基金の取り崩し

をせずに、この積立金で調整することによって、

財源を確保したということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　市民課長。 

○市民課長（弘瀬徳弘君）　市民課長、中平議

員の再質疑にお答えいたします。 

　国民健康保険財政調整基金が、一体、今後ど

の程度もつのかというご質問です。 

　国民健康保険の財政調整基金につきましては、

１５年度に一部取り崩しをしてますが、幸いな

ことに、１６年度、１７年度は黒字になってま

す。その結果、ちょっと正確な数字は持ってま

せんが、約４億４，０００万程度を、１８年度

から１９年度へ、基金会計へ繰り越しできたと

いうふうに記憶しております。 

　したがいまして、今後、どの程度、基金を保

有することができるのかということにつきまし

ては、先ほども言いましたように、歳出に見合

うだけの歳入がない場合、基金の取り崩しをさ

せていただくということになってますが、どの

程度、１年に必要になってくるかというのはわ

かりません。これは税収の問題もありますし、

それから、医療費が低かった場合は、基金を取

り崩す必要もないわけですから。 

　ただ、考え方としては、やはり基金が底をつ

く状態になれば、これは税率を変えなくっては

ならないということにもなろうかと思いますが、

先ほど言いましたように、幸いにして現在のと

ころは４億４，０００万程度の基金がございま

すので、現在のところ、税率については考えて

いません。 

　なお、来年度、制度が、先ほど言いました後

期高齢者の医療制度なんかも始まりますので、

制度が大きく変わります。それに伴う税率変更

というのは、考えていかなくてはならないとい

うふうに考えております。 

　以上です。 

○議長（宮本有二君）　建設課長。 

○建設課長（豊島裕一君）　建設課長、６番、

中平議員の再質疑にお答えいたします。 

　市道山北線、ここにつきましては、議員さん

も十分ご存じのように、市道、狭くて片側が篠

川、片側が山で、非常に改良が厳しいところで、

対岸には県道の２車線がついております。 

　地元の要望につきまして、舗装の悪いとこ、

側溝については、この新改の事業で整備してお

ります。 

　非常に市道たくさんある中で、いろいろと改

良、要望上がってくる中で、現段階の財政状況

の中で、あこを２車線とか、広い道路にしてい

くことは厳しいですので、地元の要望には、舗

装整備とか、側溝整備でこたえていく状況でご

ざいます。 

　現在、対岸に県道がありますので、今の状況

の中で、地元の要望に対しては、ニーズにこた
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えていきたいと考えております。 

○議長（宮本有二君）　６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君）　６番、ただいま建設課

の方の課長の方からご説明のあった点、若干、

私の思いと違ったような形だったので、そこだ

けちょっと補足させていただきます。 

　愛媛県のような立派な道に、あの道をすると

いうよりも、考え方として、愛媛県の道も利用

した中で、その中で山北線、必要なところから

整備していった方が、地元の人のためになるん

じゃないかなと、そういったようなお話も、地

元の人としながらやっておられますかというよ

うな質問をしたかったわけですが、やってくれ

ていると、そのように受けとめまして、私の質

疑を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（宮本有二君）　２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君）　２番、質疑を行います。 

　私のお聞きしたいのは、議案第７号別冊、宿

毛市一般会計補正予算（第２号）であります。 

　まず、１０ページの第４款第３項１目１９節

幡多広域市町村圏事務組合負担金１８万８，０

００円の理由をお聞きいたします。 

　同じく、１０ページの第４款第３項２目環境

管理センター運営費の一般財源を、１２５万３，

０００円を減額して、同額をその他の財源でし

ていることの理由をお聞きいたします。 

　次に、１２ページ、第９款第１項３目８節生

徒指導総合連携推進会議・子ども支援代表者会

報償費の１６万４，０００円の減額理由をお聞

きいたします。 

　同じく、１２ページの第９款第１項３目８節

問題を抱える子どもたちの自立支援事業報償費

１５３万５，０００円の内容をお聞きいたしま

す。 

　次に、１４ページの第９款第５項３目１１節

宿毛市総合運動公園修繕費６４万９，０００円

の内容について、お聞きいたします。 

　同じく１４ページ、第９款第５項３目１９節

早稲田フェスタ事業補助金５０万円の内容につ

いて、お聞きをいたします。 

　以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君）　環境課長。 

○環境課長（岩本克記君）　環境課長、２番、

岡﨑議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第７号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、ページ１０ページ、４

款３項１目の１９節負担金補助及び交付金の中

の幡多広域市町村圏事務組合負担金１８万８，

０００円の理由ということでございますが、こ

の理由につきましては、幡多広域市町村圏組合

の１９年度予算計上といたしまして、環境管理

センターの油圧ショベルに対し、１２５万３，

０００円を負担金として計上していただきまし

た。 

　この件に伴い、６市町村の負担金が増額にな

りまして、施設運営費負担金の割合を率で計算

した結果、当市は１０万７，０００円が増額に

なりましたので、今回、補正いたしまして、ま

た金額が決定いたしました環境再生保全負担金

８万１，０００円補正とあわせ、１８万８，０

００円を増額補正しようとするものでございま

す。 

　また、もう１つの同じページ、１０ページの

４款３項２目の中の、管理センター運営費、一

般財源の方、１２５万３，０００円を減額いた

しまして、特定財源１２５万３，０００円に増

額した理由ということでございますが、この件

は、先ほど言いましたように、ショベル系、ち

ょうどページ７ページの中にございますが、１

９款５項５目雑入のところに、環境管理センタ

ー維持管理負担金として１２５万３，０００円、

雑入で入っております。そのお金が入りました

ので、当初、一般財源に計上しておりましたも
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のを、今回、１２５万円減額したものでござい

ます。 

　以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君）　教

育次長兼学校教育課長、２番、岡﨑議員の質疑

にお答えいたします。 

　議案第７号別冊、ページ数、１２ページの款・

項・目、９・１・３の８節の生徒指導総合連携

推進会議・子ども支援代表者会の報償費、三角

１６万４，０００円の理由につきましては、実

はご質問にもありましたように、問題を抱える

子ども等の自立支援事業費と、内容的には同じ

内容です。 

　子ども支援会議の方は、今回、補正の中で不

登校、それから暴力行為、いじめ、幼児虐待、

高校中退への対応といった学校が抱える課題に

ついて、未然防止、早期発見、早期対応につな

がる取り組みをして、子どもの状況把握、関係

機関とのネットワークの確立、活用などを図る

等、関係機関との連絡を図りながら、予防と解

決に取り組み、児童生徒の健全育成を推進する、

問題を抱える子ども等の支援事業の内容と一緒

ですので、その事業に乗りかえをいたしました。 

　上の生徒指導総合連携推進会議につきまして

は、市の一般財源ですので、下の問題を抱える

子ども等自立支援事業費の報償費、これは歳入

で、ページ６ページにあります問題を抱える子

ども等自立支援事業委託金ということで、全額、

国費でありますので、この事業に乗りかえをい

たしました。 

　２１１万５，０００円の内容につきましては、

２名の指導員いいますか、相談員を委嘱をしま

して、これらの対応に当たるための報償費です。

教育研究所に２名の、７月１日から委嘱をして、

この事業の対応に進めていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君）　生涯学習課長。 

○文教センター所長兼生涯学習課長（有田修大

君）　文教センター所長兼生涯学習課長、２番、

岡﨑議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第７号別冊、平成１９年度宿毛市一般会

計補正予算（第２号）、１４ページの９款５項

３目の１１節宿毛市総合運動公園修繕費６４万

９，０００円についてでありますが、この修繕

費の内訳は、総合運動公園多目的便所修繕３６

万３，０００円、そして陸上競技場アンツーカ

ー修繕２０万円、そしてスポーツトラクター部

品修繕８万６，０００円となっております。 

　総合運動公園の多目的便所修繕についてであ

りますが、当施設は平成１２年に設置したもの

でありますが、浄化槽内の自動スクリーンがこ

のほど故障したことに伴います修繕費でありま

す。 

　続いて、陸上競技場のアンツーカー修繕であ

りますが、これは走り幅跳び用のレーンが、各

種大会の利用によって、踏み切り板周辺の傷み

が激しいことから、部分的に修繕をしようとす

るものであります。 

　また、これまで一般用の踏み切り板しかござ

いませんでしたが、今回、ジュニア用の踏み切

り板も新たに設置する予定としております。 

　また、スポーツトラクターの部品修繕は、ス

ポーツトラクターの爪が磨耗したために、部品

を交換するものであります。 

　次に、同１４ページ、９款５項３目の１９節

負担金補助及び交付金の中の早稲田フェスタ補

助金５０万円についてでありますが、これは、

８月４日、５日に実施します早稲田フェスタｉ

ｎ宿毛事業について、西村議員の一般質問に対

しまして、教育長がお答えしましたように、全

市的な取り組みとするために、民間の力をお借

りしまして、具体的には、梓会、青年会議所、

観光協会、商工会議所、行政等で実行委員会を
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組織しまして、この補助金によって、各記念イ

ベントを開催しようとするものであります。 

　具体的な支出予定は、主には早稲田大学が経

費を見ていただけますけれども、講師謝金、約

３０万円、それから看板、花代等、約１５万円、

そしていごっそ太鼓の報償費５万円等を予定を

しております。 

　以上であります。 

○議長（宮本有二君）　２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君）　大変、課長のお話等を

お聞きしまして、納得いたしましたので、以上

で質疑の方を終わらさせていただきたいと思い

ます。 

　何分、初めてでございましたので、わからな

い部分お聞きしました点、今後ともお願いをい

たしたいと存じます。失礼いたします。 

○議長（宮本有二君）　以上で通告による質疑

は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１号から議案第１０号まで」の１０議

案については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会の付託を省略いたしたいと思い

ます。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号から議案第１０号まで」

の１０議案については、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第１１号から議案第１８号まで」の８議

案は、お手元に配付してあります「議案付託表」

のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託いたし

ます。 

　日程第２、「高知県後期高齢者医療広域連合

議会議員の選挙」を行います。 

　議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（宮本有二君）　ただいまの出席議員数

は１５人であります。 

　投票用紙を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

○議長（宮本有二君）　投票用紙の配付漏れは

ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　配付漏れなしと認めま

す。 

　投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（宮本有二君）　異状なしと認めます。 

　念のため申し上げます。 

　投票は単記無記名であります。 

　投票用紙に被選挙人の氏名を記載のうえ、点

呼に応じて順次投票を願います。 

　点呼を命じます。 

　事務局長。 

○事務局長（夕部政明君）　点呼をいたします。 

　今城誠司君、岡﨑利久君、松浦英夫君、浅木

敏君、中平富宏君、有田都子君、浦尻和伸君、

寺田公一君、宮本有二君、濵田陸紀君、西郷典

生君、山本幸雄君、中川　貢君、西村六男君、

岡崎　求君。 

○議長（宮本有二君）　投票漏れはありません

か。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　投票漏れなしと認めま

す。 

　投票を終了いたします。 

　議場の閉鎖を解きます。 
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（議場開鎖） 

○議長（宮本有二君）　開票を行います。 

　会議規則第３１条第２項の規定により立会人

に今城誠司君及び岡﨑利久君を指名いたします。 

　よって、両君の立ち会いを願います。 

（開　　票） 

○議長（宮本有二君）　選挙の結果を報告いた

します。 

　投票総数１５票。 

　これは先ほどの出席議員数に符合いたしてお

ります。 

　このうち 

　　有効投票　１５票 

　　無効投票　　なし 

　有効投票中 

　　仲田　強君　１３票 

　　大岸真弓君　　２票 

　以上のとおりであります。 

　この選挙の結果につきましては、高知県後期

高齢者医療広域連合選挙長に報告することにい

たします。 

　これにて、「高知県後期高齢者医療広域連合

議会議員の選挙」は終わりました。 

　おはかりいたします。 

　議案等審査のため、６月２６日及び６月２７

日の２日間、休会いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、６月２６日及び６月２７日の２日間

は休会することに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　６月２６日及び６月２７日の２日間休会し、

６月２８日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時５４分　散会 
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年第２回定例会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　　平成１９年６月２５日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　宮　本　有　二 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第　３号
平成 

19. 5.14

廃船処理に係る助成制度の充
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年第２回定例会 

 

 
付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

総 務 文 教 

常任委員会 

（　５件）

議案第１１号 

 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

議案第１４号 

議案第１５号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部

を改正する条例について 

幡多西部消防組合規約の一部を改正する規約について 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

 
産 業 厚 生 

常任委員会 

（３件）

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号

市道路線の認定について 

市道路線の認定について 

市道路線の認定について
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平成１９年 

第２回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１６日（平成１９年６月２８日　木曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第１８号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第１０号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第１１号から議案第１８号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　　陳情第１号外３件 

　　　第３　　委員会調査について 

　　　第４　　意見書案第１号　廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書の提出につい

　　　　　　　　　　　　　　　て 

　　　第５　　選挙管理委員及び補充員の選挙 

　　　第６　　宿毛湾港利活用推進調査特別委員会の設置について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第１８号まで 

　　　日程第２　陳情第１号外３件 

　　　日程第３　委員会調査について 

　　　日程第４　意見書案第１号 

　　　日程第５　選挙管理委員及び補充員の選挙 

　　　日程第６　宿毛湾港利活用推進調査特別委員会の設置について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１６名） 

　　　１番　今　城　誠　司  君　　　　　２番　岡　﨑　利　久　君 

　　　３番　野々下　昌　文　君　　　　　４番  松　浦　英　夫  君 

　　　５番  浅　木　　　敏　君　　　　　６番  中　平　富　宏  君 

　　　７番　有  田  都　子  君　　　　　８番  浦　尻　和　伸  君 

　　　９番　寺　田  公　一　君　　　　１０番  宮　本　有　二  君 

　　１１番　濵　田　陸　紀　君　　　　１２番  西　郷　典　生  君 

　　１３番  山  本  幸  雄  君　　　　１４番  中  川　　　貢  君 

　　１５番  西  村  六  男  君　　　　１６番  岡  崎　　　求  君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４  欠席議員 

　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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５  事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　夕　部　政　明　君 

　　　次　　　　長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　議 事 係 長　　岩　村　研　治　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　副 市 長　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企 画 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　総 務 課 長　　出　口　君　男　君 

　　　市 民 課 長　　弘　瀬　徳　宏　君 

　　　税 務 課 長　　美濃部　　　勇　君 

　　　会 計 課 長　　安　澤　伸　一　君 

　　　保健介護課長　　三　本　義　男　君 

　　　環 境 課 長　　岩　本　克　記　君 

　　　人権推進課長　　土　居　利　充　君 

　　　産業振興課長　　茨　木　　　隆　君 

　　　商工観光課長　　立　田　　　明　君 

　　　建 設 課 長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　沢　田　清　隆　君 

　　　上下水道課長　　頼　田　達　彦　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　岡　松　　　泰　君 

　　　千 寿 園 長　　村　中　　　純　君 

 

 

 

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
小　島　正　樹　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

有　田　修　大　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
小　野　正　二　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０５分　開議 

○議長（宮本有二君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第１８号まで」

の１８議案を一括議題といたします。 

　この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時０６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時５０分　再開 

○議長（宮本有二君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　これより、「議案第１号及び議案第２号」の

２議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第１号及び議案第２号」の２議案は、

これを承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号及び議案第２号」の２議

案は、これを承認することに決しました。 

　これより「議案第３号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第３号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第３号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより「議案第４号」について討論に入り

ます。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第４号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第４号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより、「議案第５号」について討論に入

ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第５号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第５号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより、「議案第６号」について討論に入

ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第６号」は、これに同意することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第６号」は、これに同意するこ

とに決しました。 

　これより、「議案第７号から議案第１０号ま

で」の４議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第７号から議案第１０号ま

で」の４議案を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（宮本有二君）　全員起立であります。 

　よって「議案第７号から議案第１０号まで」

の４議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより、「議案第１１号から議案第１８号

まで」の８議案について、委員長の報告を求め

ます。 

　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（中平富宏君）　総務文

教常任委員長。 

　総務文教常任委員会に付託されました付託議

案の審査のご報告をいたします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第１

１号、１２号、１３号、１４号、１５号の計５

議案であります。 

　議案第１１号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正しようとするものであります。内容に

つきましては、国会議員の選挙等の執行経費の

基準に関する法律の一部が改正され、７月に執

行予定の参議院議員選挙から適用されることと

なり、本市の条例のうち、投票管理者や投票立

会人等の日額報酬をすべて１００円減額するも

のであります。 

　担当課から詳しい説明を受ける中で、慎重に

審査した結果、原案を適当と認め、全会一致を

もって可決すべきものと決しました。 

　議案第１２号は、宿毛市特別職の職員の給与

並びに旅費に関する条例の一部を改正しようと

するものであります。 

　本議案は、去る４月２４日に発覚しました元

鵜来島連絡所職員による公金着服事件に関しま

して、市政の責任者としての処分を議会に提案

し、その責任を明らかにしようとするものであ

ります。 

　内容につきましては、平成１９年７月分の給

料月額を、市長は１０分の１の７万９，９００

円、副市長は１０分の０．５の３万４，６５０

円を減じた額としようとするものであります。 

　担当課から、他の事例や今回の処分に至る経

過など、詳しい説明を受ける中で、慎重に審査

した結果、原案を適当と認め、全会一致をもっ

て可決するものと決しました。 

　議案第１３号は、幡多西部消防組合規約の一

部を改正しようとするものであります。 

　内容につきましては、組合議会の議員定数を

９人から６人に削減することに伴い、地方自治

法第２８６条第１項の規定に基づき、組合規約

の一部を改正することについて、同法第２９０

条の規定により、議会の議決を求めようとする

ものであります。 

　担当課からの詳しい説明を受ける中で、慎重

に審査した結果、原案を適当と認め、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

　議案第１４号及び議案第１５号は、辺地に係

る公共的施設の総合整備計画の策定についてで

あります。 

　議案第１４号は、市道山北線の改良事業を、

議案第１５号は、栄喜地区内の簡易水道施設の

改良事業を実施することに当たり、辺地対策事

業債の申請を行うため、計画を策定する必要が
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あり、議会の議決を求めようとするものであり

ます。 

　担当課からの詳しい説明を受ける中で、慎重

に審査した結果、原案を適当と認め、全会一致

をもって可決すべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました５議案につ

いての報告を終わります。 

○議長（宮本有二君）　産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（中川　貢君）　産業厚

生常任委員長。 

　産業厚生常任委員会に付託されました議案の

審査結果をご報告いたします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第１

６号「市道路線の認定について」、議案第１７

号「市道路線の認定について」、議案第１８号

「市道路線の認定について」の、以上３件であ

ります。 

　議案第１６号は、駅東１４号線、延長１８．

２メートル、議案第１７号は、駅東１５号線、

延長１８．１メートル、議案第１８号は、駅東

１６号線、延長３６．２メートルの３路線であ

ります。 

　いずれも、宿毛市都市計画による宿毛駅東地

区土地区画整理事業の都市計画道路３路線が完

成いたしまして、市道路線の認定をしようとす

るものであります。 

　委員会や執行部の出席を求め、慎重に審査し

た結果、全会一致で原案を適当と認め、可決す

べきものと決しました。 

　以上、ご報告いたします。 

○議長（宮本有二君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第１１号から議案第１８号ま

で」の８議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第１１号から議案第１８号ま

で」の８議案を、一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（宮本有二君）　全員起立であります。 

　よって「議案第１１号から議案第１８号まで」

の８議案は、原案のとおり可決されました。 

　日程第２「陳情第１号外３件」の４件を一括

議題といたします。 

　これより「陳情第１号及び陳情第３号」の２

件について、委員長の報告を求めます。 

　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（中平富宏君）　総務文

教常任委員長。 

　本委員会に付託されました陳情第１号「非核

日本宣言を求める意見書の提出について」、ご

報告を申し上げます。 

　唯一の被爆国として、日本政府は積極的に行

動すべきであるとの意見が出される一方、核兵

器廃絶は全世界の願いであり、廃絶に向けた取

り組み等は賛同できるが、陳情にある２０００

年当時からは、核保有国５カ国以外にも、イン

ド、パキスタンなどの保有国の出現や、北朝鮮

の所有の動向が取りざたされる状況下へと変化

している。 

　平和は軍事力の均衡と核の抑止力によって保

たれている悲しむべき現実を看過してはならず、

５カ国がすべての核兵器廃絶を今すぐ行うこと
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は、非現実的であるなどの意見が出され、裁決

の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決し

ました。 

　以上で、本委員会に付託されました陳情第１

号についてのご報告を終わります。 

○議長（宮本有二君）　産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（中川　貢君）　産業厚

生常任委員長。産業厚生常任委員会に付託され

ました陳情の審査結果をご報告いたします。 

　本委員会に付託されました陳情は、陳情受理

番号３号「廃船処理に係る助成制度の充実を求

める意見書の提出について」の１件であります。 

　陳情の趣旨は、ＦＲＰ漁船の処理業者が県内

にいないこと。ＦＲＰ漁船の処理費用が高く、

漁獲量が激減し、漁業所得が低下した上、高齢

化している漁船所有者にとっては、廃船処理を

行うことが大きな負担となっていること。放置

漁船の処理が進んでいないため、漁港、港湾が

もつ産業機能が低下し、水産物の安定供給への

悪影響が懸念されていること。以上の理由から、

国に対し、材質を問わず廃船処理に係る漁業者

の負担を軽減する助成制度を早急に創設するこ

とを求める意見書の提出を求めるものでありま

す。 

　委員会では、執行部の出席を求め、慎重に審

査いたしました結果、全会一致で採択と決しま

した。 

　以上、ご報告をいたします。 

○議長（宮本有二君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより、「陳情第１号」について、討論に

入ります。 

　討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　５番浅木　敏君。 

○５番（浅木　敏君）　５番、浅木でございま

す。討論を行います。 

　陳情第１号につきまして、不採択と決したと

委員長報告がありましたが、これに反対する立

場から討論をいたします。 

　この陳情は、高知県の平和団体が日本政府に

対して、「非核日本宣言をするよう求める意見

書」の採択を、宿毛市議会に要請してきたもの

であります。 

　内容は、広島と長崎で被爆を経験し、核兵器

の恐怖を知る国の政府として、核兵器廃絶の提

唱と促進、核兵器を持たず、つくらず、持ち込

ませずの非核三原則の遵守を改めて、国連総会

や日本の国会などで宣言すること、そしてこの

「非核日本宣言」を各国政府に通知し、核兵器

のない世界にするために、協働の努力を呼びか

けることを日本政府に求める意見書提出を、宿

毛市議会に要請してきたものであります。 

　１９４５年アメリカが我が国へ投下した原爆

は、今日なら小型核兵器と呼ばれる程度の威力

でしたが、その年のうちに広島で１５万人、長

崎で７万人の人々の命が奪われ、２８万人が障

害や病気で治療を要する状態となりました。 

　２０００年の５月に核保有国５カ国は、自国

の核兵器の完全廃絶を明確な約束として受け入

れ、核廃絶への希望がもたれました。しかし、

あれから７年が経過した今日も、約束を実行す

る道筋が立っておりません。今、こうした核兵

器が世界では約２万発以上あり、その約半分は

アメリカが保有しているようであります。 

　これまでの核兵器による抑止論から、核兵器

の先制使用論に政策が変更されております。こ

れまでの核兵器保有５カ国以外に、インド、パ
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キスタンなど、数カ国で新たに核兵器開発が報

じられております。 

　後から開発している国は、既存の核保有国の

核による脅威に対抗するためだと抗弁し、果て

しない核軍拡に進みつつあります。 

　来る２０１０年の核不拡散条約再検討会議に

向けて、今年４月から新たな準備が開始されて

おりますが、核拡散を抑える唯一の確実な方法

は、どの国の核兵器も完全に禁止する以外には

ありません。被爆国であり、非核３原則を持つ

日本政府は、核兵器の超大国アメリカに気を使

い、国連での核兵器廃絶を要求する決議や、核

兵器使用禁止決議にも賛成せず、棄権をしてお

ります。 

　核問題での日本政府のこうした姿勢を改め、

全世界から核兵器をなくする方向での外交こそ、

重要であります。宿毛市議会としても、平成１

５年９月議会で核兵器全面禁止、核廃絶国際協

定締結の促進、非核３原則の法制化を求める手

続をしております。 

　核兵器を取り巻く情勢が変化している中、核

兵器を廃絶して、世界平和を求めるため、改め

て陳情の趣旨を生かした決議をするべきである

といえます。 

　こうしたことから、委員長の不採択には、私

は反対するわけでございます。皆さんのご賛同

を求めまして、討論を終わります。 

○議長（宮本有二君）　８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君）　８番、ただいま議題と

なっています陳情第１号について、不採択に賛

成の立場から討論をいたします。 

　地球上から核を初め、すべての軍備が撤廃さ

れ、平和が維持されることが理想であり、今世

紀最大の人類の課題であるが、余りにも非現実

的であります。 

　平和は軍事力の均衡と核の抑止力によって保

たれている悲しむべき事実を看過してはいけま

せん。２０世紀は多くの戦争と紛争の歴史であ

り、第２次世界大戦以後、長く冷戦の時代が続

く中、各国は軍備の拡大を競ってきました。 

　しかしながら、巨大な戦争に拡大しなかった

理由があります。それは、核の持つ力にほかな

りません。 

　自由を求めた東欧の人々は、ついにベルリン

の壁を破壊をもたらし、鉄のカーテンは取り除

かれました。ソビエト共産体制は、内部から瓦

解しました。冷戦は終結し、アメリカとロシア

の核軍縮交渉が進み、核の廃棄が行われていま

すが、２０００年ＮＰＴ会議における核廃棄の

明確な約束を確実に守ることは、極めて困難な

情勢となっております。 

　２００５年５月のＮＰＴ再検討会議も、各国

の主張だけが目立ち、合意には至っておりませ

ん。ＮＰＴ条約には、既に核を保有している国々、

イスラエル、インド、パキスタン等は未加入で

あり、また、北朝鮮は脱会宣言をしております。 

　核の製造技術はさほど難しくなくなった現在、

ほかにも多くの国が秘密裏に持とうとしている

といわれております。２００１年９月１１日、

ニューヨークの世界貿易センタービルへの悲惨

なテロに見られるように、今、世界が最も恐れ

ていることは、これからテロリストの手に化学

兵器、生物兵器など、大量殺戮兵器がわたるこ

と。中でも核兵器がテロに使われることであり

ます。 

　常任理事国でもあり、核の保有が認められて

いるアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、

中国の５カ国が核を完全放棄しても、どこかの

無法者、グループ、または国家が核戦争を仕掛

けてきたら、だれが阻止し、平和を守るか、き

っと世界は滅亡の危機にさらされるに違いあり

ません。 

　我が国は唯一の被爆体験国であり、原爆の恐

怖と悲惨さを世界に訴え続け、核の平和利用と
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安全管理の確立を求め、平和の鐘を鳴らし続け

なければならないということは言うまでもあり

ませんが、現段階の核兵器完全廃絶を求めるこ

とは、現実性を伴わないと考えております。 

　以上が不採択に賛成の理由であります。同僚

議員の賛同を求め、私の賛成討論といたします。 

○議長（宮本有二君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ほかに討論はありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第１号」を採決いたします。 

　本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（宮本有二君）　起立多数であります。 

　よって、本件については、「審査報告書」の

とおり決しました。 

　これより、「陳情第３号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第３号」については、お手元に配付い

たしました審査報告書のとおりであります。 

　本件は、審査報告書のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については、「審査報告書」の

とおり決しました。 

　「陳情第２号及び陳情第４号」の２件につい

ては、総務文教常任委員長から、会議規則第１

０４条の規定により、お手元に配付いたしまし

た申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出

があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査に付することに決しました。 

　日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　日程第４「意見書案第１号」を議題といたし

ます。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにいたしま

す。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 
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○議長（宮本有二君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

　これより討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「意見書案第１号」は、原案のとお

り可決されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま意見書案が議決されましたが、その

条項、字句、数字、その他の整理を要するもの

につきましては、その整理を議長に委任された

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、条項、字句、数字、その他の整理は

議長に委任することに決しました。 

　日程第５、「選挙管理委員及び補充員の選挙」

を行います。 

　おはかりいたします。 

　選挙の方法につきましては、地方自治法第１

１８条第２項の規定により、指名推選によりた

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、選挙の方法は指名推選にすることに

決しました。 

　おはかりいたします。 

　指名の方法については、議長において指名す

ることにいたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、議長において指名することに決しま

した。 

　宿毛市小筑紫町小筑紫３３番地６　岡田正範

君、宿毛市二ノ宮１７０４番地　竹松謙一君、

宿毛市貝塚１４番２６号　松岡蘭子君、宿毛市

平田町黒川３９１４番地　西尾　諭君の４人を

選挙管理委員に、 

　宿毛市小筑紫町小筑紫２７２番地　福田延治

君、宿毛市橋上町坂本５６番地　小松宣男君、

宿毛市小筑紫町湊７３番地　岡添吉見君、宿毛

市平田町黒川３０５１番地２　近藤勝喜君の４

人を補充員に、それぞれ指名いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、議長において指名いたしました諸

君を、それぞれ当選人と定めることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、ただいま指名いたしました岡田正範

君、竹松謙一君、松岡蘭子君、西尾　諭君の４

人が選挙管理委員に、福田延治君、小松宣男君、

岡添吉見君、近藤勝喜君の４人が補充員に、そ

れぞれ当選されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま当選いたしました選挙管理委員に欠
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員が生じた場合の補充の順序は、「議長が指名

した順序」によることと定めておきたいと思い

ます。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、補充員の順序は、議長が指名したと

おり、１番福田延治君、２番小松宣男君、３番

岡添吉見君、４番近藤勝喜君とすることに決し

ました。 

　日程第６、「宿毛湾港利活用推進調査特別委

員会設置について」を議題といたします。 

　この際、提出者の説明を求めます。 

　１６番岡崎　求君。 

○１６番（岡崎　求君）　１６番、ただいま議

題になっている議案について、提案理由の説明

をいたします。 

　宿毛湾港は、昭和６１年、重要港湾の指定を

受けて以来、平成１２年１２月に暫定供用が開

始されました。 

　平成１３年１１月には、工業用地の分譲が開

始されております。四国西南地域の核となる交

易物流拠点港になるよう、企業誘致並びに利用

活用推進に向けた取り組みがなされておるとこ

ろであります。 

　しかしながら、いまだに背後地の進出企業が

なく、岸壁の利活用についても、豪華客船、大

型貨物船、自衛艦の入港は年々増加しておりま

すが、沖の防波堤がまだ完全に整備されていな

いために、荒天時には船舶の接岸もままならな

い状況であり、企業誘致にとってもネックにな

っております。 

　危機感をもっているのが現状であります。宿

毛湾港を活用した雇用の創出が、当市の経済浮

揚にとって必要不可欠であると考えております。

当市議会といたしましても、積極的に企業誘致

並びに利活用促進に取り組むことが喫緊の課題

であると痛感し、ここに特別委員会の設置を提

案した次第であります。 

　内容につきましては、お手元に配付いたして

おります。 

　議員各位のご理解とご賛同を願いまして、提

案理由の説明といたします。 

○議長（宮本有二君）　これにて提出者の説明

は終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本件については、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については、原案のとおり可決

されました。 

　ただいま設置されました宿毛湾港利活用推進

調査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、岡﨑利久君、

松浦英夫君、中平富宏君、濵田陸紀君、西郷典

生君、岡崎　求君、以上６人を指名いたします。 

　特別委員会の委員長及び副委員長が選任され

ていますので、この際、事務局長から報告をい

たさせます。 

　事務局長。 

○事務局長（夕部政明君）　特別委員会の委員

長及び副委員長を報告いたします。 

　委員長、岡崎　求君、副委員長　中平富宏君、
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以上でございます。 

○議長（宮本有二君）　以上で、今期定例会の

日程はすべて議了いたしました。 

　閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、閉会のごあいさ

つを申し上げます。 

　去る６月１３日に開会いたしました今期定例

会は、本日までの１６日間、議員の皆様におか

れましては、連日、ご熱心にご審議をいただき、

ご提案申し上げました１８議案につきまして、

それぞれ原案のとおりご決定をいただき、まこ

とにありがとうございました。 

　今議会を通じ、お寄せいただきました数々の

貴重なご意見やご提言につきましては、今後、

さらに検討をいたしながら、市政の執行に反映

をさせてまいりたいと考えております。 

　議員の皆様方におかれましては、より一層の

ご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上

げます。 

　これから暑い季節を迎えますので、どうか健

康にご留意されまして、より一層のご活躍をご

祈り申し上げまして、閉会のごあいさつといた

します。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（宮本有二君）　以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

　これにて、平成１９年第２回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時３０分　閉会 

 



－ 106 －

＋

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　宮　本　有　二 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副議長　　　寺　田　公　一 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　野々下　昌　文 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　松　浦　英　夫 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　中　平　富　宏 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規 

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１１号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第１２号

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例

の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第１３号

幡多西部消防組合規約の一部を改正する規約につい

て
原案可決 適　当

 
議案第１４号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て
原案可決 適　当

 
議案第１５号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て
原案可決 適　当



－ 108 －

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　中　川　　　貢 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１６号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第１７号 市道路線の認定について 原案可決 適　当

 
議案第１８号 市道路線の認定について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二  殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　中　平　富　宏 

 

陳情審査報告書 

 

　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第１

項の規定により報告します。 

記 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第　１号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について 不 採 択 不 適 当



－ 110 －

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二  殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　中　川　　　貢 

 

陳情審査報告書 

 

　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第１

項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第　３号

廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書の提出

について
採 択 妥　　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　中　平　富　宏 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議

規則第１０４条の規定により申し出ます。 

記 

　１　事　件 

 

　２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
陳情第　２号 原爆症認定制度を抜本的に改めることを求める意見書の提出について

 
陳情第　４号 地方財政の充実を求める意見書の提出について
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                        　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　中　平　富　宏 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第１

０４条の規定により申し出ます。 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　（６）　地域防災計画について 

　　　　　（７）　教育問題について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年６月２５日 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　中　川　　　貢 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第１

０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　（５）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　（６）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　（７）　保育施設の管理状況について 

　　　　　（８）　介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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　                                                  　　　　　　平成１９年６月２８日 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　山　本　幸　雄 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第１

０４条の規定により申し出ます。 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

          （３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２  理  由  議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

　　　廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１９年６月２８日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　中川　貢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　岡﨑利久 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　松浦英夫 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　浦尻和伸 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　寺田公一 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　山本幸雄 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西村六男 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　宮　本　有　二　殿 

説明　口頭　 

 

　　　廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書 

　ＦＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）は、昭和４０年代以降舟艇の構造材料として急速に

普及したが、材質が高強度で大型、製品寿命が長いなどの製品特性から廃船処理を行ううえで

は大きな障害となっている。 

　また、ＦＲＰ舟艇に関する処理事業者が限られていること、さらに処理費用が高いことなど

から、漁港、港湾区域においては不法投棄船や放置艇が後を絶たない。 

　これらの現状に鑑み、廃棄物処理法の広域認定制度を活用した、ＦＲＰ船リサイクルシステ

ムに基づく廃船リサイクルが平成１７年１１月より開始され、このリサイクルによってＦＲＰ

船はセメントの原料・燃料として再資源化されているところである。 

　同システムの稼動により、プレジャーボートを中心とする舟艇の廃船処理は進んでいるが、

不振にあえぎ所得低下の一途をたどる漁業者は廃船に係る個人負担費用に耐えられず、全国の

漁港、港湾では放置漁船の処理が遅々として行われていない。 

　今後高齢化が進み、廃業する漁業者の放置漁船の増加が予想される中、漁港・港湾が持つ産

業機能が低下し、国民に対する水産物安定供給への影響が懸念されているところである。 

　ついては、材質を問わず廃船処理に関する漁業者の負担を軽減する制度を早急に創設し、漁

港・港湾が持つ産業機能の保持により、国民に対する水産物の安定供給が図られることを強く

求める。 

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

　　 

　　平成１９年６月２８日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　宮　本　有　二 

　衆 議 院 議 長　殿 
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　参 議 院 議 長　殿 

　内 閣 総 理 大 臣　殿 

　総 務 大 臣　殿 

　財 務 大 臣　殿 

　農 林 水 産 大 臣　殿 

　環 境 大 臣　殿 

　国 土 交 通 大 臣　殿 
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　　　　　　　　　　　　　　一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年第２回定例会 

 質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　３番 

　野々下昌文君

１　市町村合併について（市長） 

 

２　市公共施設への「活字文書読み上げ装置」の設置について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

 

２
　１番 

　今城誠司君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）一次産業の振興について 

（２）雇用対策（建設業等離職者対策）について 

 

２　教育行政について（教育長） 

（１）教育行政方針について 

（２）教育委員会の運営状況について 

（３）校種間の教育の連続性の確保について 

（４）家庭・地域の教育力の再生（地域の連帯意識）につい 

　　て

 

３
１５番 

　西村六男君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）市町村合併について 

 

２　教育行政方針について（教育長） 

（１）平成１９年度教育行政方針について 

（２）小筑紫地区小学校の統合について 

（３）早稲田フェスタへの取り組みについて

 

４
　４番 

　松浦英夫君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）安倍内閣について 

 

２　教育委員選任問題について 

　　　　　　　　　　　　　（市長、教育委員長、教育長） 

 

３　福祉問題について（市長） 

（１）福祉に対する考え方について 

（２）長期休暇支援事業について 

（３）成年後見人制度について 

 

４　宿毛市離島振興計画について（市長） 

（１）イノシシ駆除対策について 

（２）沖の島一周道路について
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５　宿毛市行政改革大綱の見直しについて（市長、教育長） 

（１）鵜来島連絡所について 

（２）指定管理者制度について 

 

６　防災計画について（市長） 

（１）非常用物資の備蓄計画について 

（２）市役所の耐震化計画について 

（３）避難施設について 

（４）離島の防災計画について 

（５）災害弱者対策について

 

５
１４番 

　中川　貢君

１　雇用創出支援プランについて（市長） 

 

２　地域福祉計画と「住民と支え合うまちづくり」について 

（市長） 

 

３　市立小・中学校等への公用車の配置について 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長、教育長）

 

６
　５番 

　浅木　敏君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）自衛隊への対応について 

　　ア　自衛隊の国民監視活動について 

　　イ　自衛艦の宿毛湾港入港について 

　　ウ　自衛隊ヘリの離着陸について 

 

２　自殺防止対策について（市長、教育長） 

 

３　市政の信頼回復について（市長、選挙管理委員会委員長） 

（１）不祥事再発防止対策について 

（２）市選管ミス再発防止対策について 

（３）職員等の飲酒運転防止対策について 

 

４　憲法遵守の教育について（市長、教育長）
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平成１９年第２回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 

 

 
議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 専決処分した事件の承認について ６月２８日 承　　認

 
第　２号 専決処分した事件の承認について ６月２８日 承　　認

 
第　３号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて
６月２８日 同　　意

 
第　４号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて
６月２８日 同　　意

 
第　５号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについて
６月２８日 同　　意

 
第　６号

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて
６月２８日 同　　意

 
第　７号 平成１９年度宿毛市一般会計補正予算について ６月２８日 原案可決

 
第　８号

平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について
６月２８日 原案可決

 
第　９号

平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について
６月２８日 原案可決

 
第１０号

平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について
６月２８日 原案可決

 
第１１号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て

６月２８日 原案可決

 
第１２号

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条

例の一部を改正する条例について
６月２８日 原案可決

 
第１３号

幡多西部消防組合規約の一部を改正する規約につ

いて
６月２８日 原案可決

 
第１４号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて
６月２８日 原案可決

 
第１５号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて
６月２８日 原案可決

 
第１６号 市道路線の認定について ６月２８日 原案可決

 
第１７号 市道路線の認定について ６月２８日 原案可決

 
第１８号 市道路線の認定について ６月２８日 原案可決
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　　　陳　　情 

 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について ６月２８日 不 採 択

 
第　３号

廃船処理に係る助成制度の充実を求める意見書の

提出について
６月２８日 採　　択


